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平成２１年度決算特別委員会会議録 

 

平成２２年１０月２６日（火） 

（開 会）   ９：５８ 

（閉 会）  １１：２５ 

 

○委員長 

 おはようございます。ただいまから平成２１年度決算特別委員会を開会いたします。 

この際、委員会の運営方法についてお諮りいたします。本日からの実質審査につきましては

お手元に配付しております平成２１年度決算特別委員会の審査順序に記載のとおり審査してい

きたいと考えております。最初に監査委員の審査意見書に対する質疑、２番目に各款ごとの質

疑に入ります。お手元の資料に示していますように、歳出は６つに、歳入は３つに区切って質

疑をしていただきます。また質疑は通告されているものから行っていただき、その後で通告以

外の質疑があればお受けしたいと考えております。続いて、一般会計に対する総括質疑を行い、

討論、採決については保留して最後に行いたいと思います。３番目に、特別会計の審査に入り

ます。特別会計につきましては歳入歳出一括して質疑を行っていただきます。なお討論採決に

つきましては、一般会計と同様に保留して最後に行いたいと思います。４番目に財産に関する

調書、基金の運用状況に関する調書に対する質疑を行っていただき、最後に一般会計から各特

別会計の順に、討論、採決を行いたいと思います。以上のように委員会審査を進めてまいりた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

ご異議がないようですから、そのように運用させていただきます。次に、審査を行います過

程で、案件に関係のない職員で事務に支障を来す場合には、各職場で仕事をしていただくこと

にして退席させたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

ご異議がないようですから、そのような取り扱いをさせていただきます。 

最後に執行部の皆さんに要望いたします。この特別委員会がスムーズかつ能率的に運営でき

ますように、審査を行う款に関係する課の方はできるだけ前方の席にお着きいただき、各委員

からの質疑に対してはその内容を確実に把握され、はっきりと的確に答弁をしていただきます

ように特に要望しておきます。また審査対象となる方々につきましては随時交代して前のほう

に着席していただきますようお願いいたします。それでは審査に入ります前に、お手元に配付

しておりますとおり、執行部から、先日配付いたしました資料について一部訂正の届け出があ

っておりますので、補足説明を求めます。 

○財政課長 

 朝一番でおわびのご説明をさせていただきます。先日提出させていただいておりました資料

の訂正についてご説明をさせていただきます。配付いたしております正誤表をお願いいたしま

す。まず５７ページの防犯灯設置と補助の実績及び相談件数（４年間）の資料の中で、平成

２１年度の設置本数と総交付金額、及び防犯灯に係る総経費の数値につきまして、下線を引い

てる箇所が誤っておりましたので、訂正をさせていただいております。次に、７３ページの耕

作放棄状況及び耕地面積の推移（４年間）の資料で、耕地面積の推移の穂波地区、筑穂地区及

び合計欄の数値が誤っておりましたので、訂正をさせていただいております。左側の欄のほう

が正しい数値の記載になっております。以上、２件の訂正でございますが、大変申しわけあり

ませんでした。おわびを申し上げます。お手数をおかけいたしますが、訂正方よろしくお願い

いたします。 

○委員長 
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 それでは審査に入ります。最初に、監査委員の審査意見書に対する質疑を許します。質疑は

ありませんか。 

（ な  し ） 

監査委員の審査意見書に対する質疑を終結いたします。 

「認定第１号 平成２１年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定」を議題といたします。各

款ごとの質疑に入ります。まず第１款議会費及び第２款総務費、１０５ページから１２９ペー

ジまでの質疑を許します。なお、質疑をされる際には事項別明細書のページ数と費目を示して

質疑をされますようお願いいたします。まず、質疑事項一覧表に記載されております原田委員

の質疑を許します。 

○原田委員 

 おはようございます。財産管理費の中の公金運用についてということでございますが、私、

実はこの４番目の「財産に関する調書、基金の運用状況に関する調書に対する質疑」で、この

場所での質疑だと考えておったんですか。ここでするわけでしょうか。ちょっとお尋ねいたし

ますが、ここではまずいですか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：０３ 

再 開 １０：０３ 

委員会を再開いたします。 

○原田委員 

 それでは、ここで質疑のほうをさせていただきます。まず公金運用で、これは一般質問でも

私質問しておりましたけども、外為仕組み債についてであります。この外為仕組み債ちょっと

調べますと、今日はその資料を、そこでやるつもりでおりましたので待ってきておりませんけ

ども、確か全国で３４か３６の行政区がこの外為仕組み債を取り扱っておるようでございます。

問題になっておりますように、非常に円安が進んでおりまして、塩漬けになる可能性が高いと

いうことで、全国自治体では大変な騒ぎになっておるのが現状でもありますし、または大学の

国立大学、それから私立大学を含めて、こういった外為仕組み債での運用をして、運用失敗だ

ということで非常に財政状況が厳しくなってるというふうな話も聞いておりますし、記事にも

載っておりました。そこで、飯塚市は現在２５億円の外為仕組み債でございますが、まず現状、

推移をお聞かせいただきたいと思います。 

○財政課長 

 ２１年度の運用状況ということでよろしくお願いします。失礼しました。今回委員会のほう

に提出しております成果説明書の基金でございますが、６３ページをお願いいたします。前回

の決算特別委員会で質問委員からご指摘がありましたので、今回この６３ページに基金の運用

状況についての資料を追加させていただいております。この６３ページの右側の欄になります

が、運用収入の債権のところに記載してます仕組債という区分に記載しておりますが、平成

２１年度は米ドル為替参照の分の１０億円の１本につきまして２０００万円の運用収入があっ

ております。豪ドル５億円の分につきましては運用収入８２８万７５００円の運用収入があっ

ております。 

○原田委員 

 運用収入についてはこの明細できちんと述べてあります。ところで、原資になる部分でござ

いますが、まずユーロ円、これが米ドルと円の為替の連動債ということでありまして、これは

最長３０年間の償還になるということでございまして、いろんなところで外為債に対しての記

事が載っております。その中でちょっと目を引いた部分がありましてですね、これは一旦国外

に出て行くんですから、ドルになると。ドルになるから償還日によっては３０年経って帰って
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きたときにはその当時のドルのレートで償還金額になるというような記事を読みました。そう

なりますとかなり今の円高になりますと、かなりこう下がってくるということにもなりかねな

いわけでありますけども、この現在飯塚市で行われるのは円１００％ということで説明はいた

だいておりましたけども、例えば極端に言いますと、３０年間待って償還した場合円で

１００％返ってくるのかどうか、これだけはっきりご説明をいただきたいと思います。 

○財政課長 

 この仕組債を購入の際に確認書を市と証券会社のほうと交わしてます。その中の条件書の中

にも記載しておりますように、発行が円建てで償還が１００％というふうに確認をしておりま

すので、償還の際は円建てということになります。もちろん早期償還の場合も利払いの際にも

円での支払いということを、条件書のほうにはちゃんと記載をさせていただいております。 

○原田委員 

 私も見せていただいております。確かに円での１００％と書いているのもあるんですが、円

での１００％償還というのを書いてないのもあるんですね。これについても間違いないという

ことで確認させていただいてよろしいですか。 

○財政課長 

 はい、円建てで間違いございません。 

○原田委員 

 ある企業にやはり銀行のほうから来られまして、そういったリスク説明がなされたそうであ

ります。非常に利回りがいいからどうしようかなと。しかし最終的に償還するときには最長償

還日はドル建てでいきますと、そのときはリスク説明があったそうなんですね。だからもしと

いうことを考えてやめたというふうに、お聞きをいたしております。そういうことであれば、

まず３０億円、その当時の物価指数はわかりませんけども、まず確保はできてるんだなと理解

はいたしました。全国的にもこれ大変結構な騒ぎになっております。兵庫県朝来市につきまし

ても、かなりの新聞紙上等にも載っておりますし、住民からの反対運動といいますか住民運動

も起こっているようでございます。そのへん詳しいことをご存じであれば、ご報告をお願いし

たいと思います。 

○財政課長 

 詳しくはまだちょっと存じ上げませんが、概要をちょっと調べましたので、兵庫県の朝来市

のほうではやはり基金６１億５０００万円を仕組み債のほうに投資をしてあるそうでございま

す。これも３０年満期で２３商品、基金全体の約５６％にあたるそうでございます。こちら仕

組債をされて円高の影響でいろいろ市のほうで問題にされて、弁護士さんあたりに委託されて

調査をされたというふうに聞いております。その調査報告の中で証券会社や銀行側の説明不足

といったその法的責任あたりも報告をされておりますし、市側の落ち度も認める内容の報告書

になっておるというふうに聞いております。 

○原田委員 

 おおむねそのとおりであります。調査特別委員会というのが設立されまして、専門家による、

弁護士、大学の教授等による調査特別委員会が発足され、結論がこれは解約すべしということ

になっておるようでございます。ところがこれは解約できませんので、実質上は証券会社に対

しまして引き取ってくれと、こういうふうな運びになっておるようであります。そこら辺のど

ういうふう形で引き取るのかということに関しましてはいろんな情報を聞いてみますと、大体

いいところ６掛けぐらいでなかろうかというふうな話も聞き及んでおります。６掛けなんてい

うと、４割丸々落ちるわけでございまして、６０億円としましても２４億円の落ちその２４億

円を損害賠償請求をするという形でいま市民運動が起こってるような状況になっております。

これを全国の自治体が注目してるのは事実でございまして、これそろそろ結論がどうなるのか、

今年末には出るんじゃなかろうかというような動きになっておるようでございますけれども。



４ 

こういったことを踏まえてですね、やはり飯塚市でもひょっとしてこういった関連の動きが出

てくるかもしれないと思いますけど、そのあたりについてはどのようにお考えですか。 

○財政課長 

 現在飯塚市のほうで購入しております仕組み債につきましては、米ドルの為替参照の分の

１０億円のほうの償還のほうが１本は３０００万円、もう１本は平成２１年度までで

８０００万円入っております。豪ドル参照の分につきましては昨年の１２月にも若干償還があ

りましたので３８００万円ほどの運用益があっております。私どものほうでちょっと調べまし

て、その購入時の、例えば５年国債をその当時例えば購入したとしますと、当時の利率が

０.９７３パーセントにあたり、仮に５年間この２０億円を持っていたとしても、９７００万

円ほどの運用益ということになりまして、現時点ではそれを超えておりますので、５年後この

運用益がどうかということで、ひとつ区切りを置いてですね、この仕組み債の取り組みの振り

返りをしてはどうかというふうには考えております。現在のところその９７００万円を大きく

超える運用益を得ておりますので、現在のところ実損はないというふうには考えております。 

○原田委員 

 質問の趣旨がちょっと理解、ちょっと食い違いがあるようでございますけども、私は収益が

あるからいいじゃないかというようなご説明だといま受けとめたんですけどもね。言葉悪いで

すけど、そうじゃないんですよ。他自治体でそういった動きがあってますからね、飯塚市とし

てもそういったものに対して対応する準備もしておかなきゃいけないんじゃないでしょうかと。

ですから、今の段階でそういったこと何かお考えがあるならお示しくださいと、言い換えれば

そういうことなんですけども。 

○副市長 

 実はこの仕組み債を導入した当時、私がちょうど財務部長をやっておりましたので、お答え

いたします。今のそういうことは、飯塚市としたら逆に言えば心配しておりません。というの

は、３４自治体仕組み債を持っております。これはうちも今３本か４本持っていると思います

が、それぞれ条件が違います、すべて。ですから３４自治体が、いま言われるようにこの仕組

み債はものすごく高い利率も取れるんです。しかしリスクがものすごく大きい。だから、これ

は仕組み債というのは１本１本についてどういう形で導入するかということを、当然たぶんこ

こ２年間そういうご質問があっておるようですので、説明をやっていると思いますけども、基

本的に我々地方公共団体が取り組む場合は、元本には絶対影響しないのが大前提でまず導入し

ました。そして途中で売り買いする、例えば国債はそういう流通市場がありますので、途中で

売り買いができます。いかにこの利率を有効に活用するかということで導入したわけですから、

途中で売るということはもともと考えておりませんし、ですからいま言いますように、まあ利

率を固定でもらった分とかいろいろありますから、例えばこれが償還したときに５年で済むか

１０年で済むか、先ほど言われましたように、仮に３０年借りた場合ですね、国債の利率と比

較して最終的にそれがどうだったかというときには、ひょっとしたらマイナスかプラスかとい

うことがあるもしれませんけど、その時点で判断しないとですね、今のところどうだと。です

から、円建てでやっておりますから、全くその心配もしておりませんし、だからその結果を見

てみないとですね、今の段階どうだこうだということやいま問題になっている実際の分につい

ては条件が違いますから、ひょっとしたらドル建てあるいは豪ドル建てになってるかもわかり

ません。利率は高くてリスクがあるかもわかりません。我々持ってるのは例えば４％とか、

４.ちょっとですね。これ１０％欲しいと言ったら１０％の条件で持ってくるんです。キャプ

制と言っていろんな条件が、詳しくは言いませんけども、その条件の設定の仕方によってはも

う１００あれば１００全部違うんです、条件が。ですから１本１本についてですね、他自治体

との比較も単純にできないんですよ。そういう危険なものもひょっとしたら買ってあるかもわ

かりません。これはあくまでも推測ですから。しかし、その内容のわからない段階でですね、
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他の自治体さんがそういう心配をされて、処分をすべきとの結論が出ているかもわかりません

けども、うちのほうとしたら今のところそういうことはまったく考えてないもので、現実問題、

この１０年ぐらいのですね、おそらく利率は前もってもらっていると思います。それは１０年、

１５年経ったときにまだ率はゼロだというときには大変申し訳ないと。そういうことは想定し

ておりませんけども。そういうことをいま我々が導入するときは５年ぐらいで国債よりもちょ

っと利率をよけい稼げればいいと。元本には全く影響がないということですから、非常に危険

だ危険だっていう誤った情報も少し流れているような気がしますので、私がちょっと発言した

んですけども、そういうことではないとことだけですね、ぜひ認識していただきたいというふ

うに思っております。ですから、問題になっている自治体についてひょっとしたらもう利率の

高いやつで、年に２０％ほしい仕組み債をと言ったら持ってくるんですよ。３０パーセントほ

しいと言ったら持ってくるんですよ、３０パーセントの利率で。しかしそれは条件がまったく

違います。ですから、我々としてはそんな高い率ではない、国債でも少し高い利率で、例えば

５年、１０年ぐらいでですね、比較して高いのが取れればいいと。元本はもともとですね、国

とか県とかもおかしいと指導するはずですから、そういう系のやつは地方公共団体は私は買っ

ていないと思います、私立大学は別ですけども。ですから問題になっている仕組み債そのもの

の条件１本１本全部詳しく調べてみないと、危険かどうかということ、これについては当時

我々は１年ほどかけて、１社だけじゃなくて２社の証券会社さんから来ていただいて、同じ疑

問があるところは両方にぶつけてみて、そして同じ答えが返ってくると、ああ嘘は言ってない

とかですね、そういうことを確認しながら１年間勉強した結果、少しでも利率を有効に、じっ

と置いておいても３０年過ぎれば物価が下がればどうだという問題はありますけども、国債は

じっと低い利率で持っておいても同じ理屈なんですよね。３０年間持って低い利率、仮にゼロ

やったら国債の価値は貨幣価値としては下がっとるわけですから、だから仕組み債で２０億円

をじっと持っておいてゼロも同じ理屈ですから、途中で売り買いしようという品物ではありま

せん。またその流通市場はありません、正直言って仕組債には。ですから極端に言えば途中で

売る場合はいま言われるような途中で償還しようと思えば、どうしてもトリガーに引っ掛から

なかった場合には少し条件が悪くなって売却せなかもわかりませんけど、全体の短期、中期、

長期の基金の中で長期の分の一部、それも言われたように全体の中の一部をやっておりますの

で、３分の１まではないところでやっておりますので、他自治体さんのように６割も近いとこ

ろで運用するとかですね。ですから、とにかく条件を聞いてみないと、単純に比較できないと

思います。うちがやっておりますのはそういう危険がないというふうに判断しておりますので、

現在でもですね。そういうことは全く心配しておりませんし、そういうことも考えておりませ

ん。 

○原田委員 

 非常に自信満々でおっしゃいましたけどですね、例えば、こういった公金運用の場合、最悪

の事態というのも想定してやらなきゃいけないと思うんですよ。先ほど副市長みずからも言わ

れましたように、３０年やると物価がどのようになっておるのか、貨幣価値がどのぐらいにな

るのかそれはわからないと。ひょっとしたら上がっているかもしれない、下がっているかもし

れない。こういうですね、公金を長期間３０年にもわたって、ただ利息はもらって国債と同じ

ような理屈、利息合計だからというものとはちょっと根本的に基本的な考え方がちょっと違う

と思うんですよ。例えば、国債の５年ものをやったってですよ、５年５年でやったら、その当

時の物価指数によって違ってくるわけでしょう。利払いも当然違ってまいりますし、その物価

指数によっても当然投入する金額というのも変わってくると思うんです。ですから、いま答弁

でおっしゃった全般的な見方で受け止めますとですね、利息がきちっともうあるんだからとい

うような受け止め方をしたんです、私は。そうじゃないんですよ。基金運用というのはそうい

うことじゃないんじゃないですかということを、ひとつこれは私は前々から申し上げたかった
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ことなんです。あまりにもリスクも大きいということなんです。それから、一つひとつ違うと

いうのは、それはいろいろ調べてみましたらわかりますね。最高４０％というのがありました。

１億円預けたら４０００万円つくんですよ。ただし償還のときにはドル建てでいきますよとか、

だからばくち的な要素、ばくちというと言葉が悪いですけれど、ギャンブル性が強いですよね。

そういったことあるのはわかります。一つひとつ、要するにいわゆるオーダーメイドという形

でやってるのもわかるんですが、ただ何でこれをずっと言うかといいますとね、いま言ってい

るかといいますとね、そういう３４自治体ですね、これがそれぞれやってますけども、いま皆

さんどの自治体もその朝来市に注目してると思うんです、どういう出方をするのかなと。それ

によっては各自治体に飛び火してくるのかもしれないと。だからそういう、例えばあったとき

にどういうきちっとした説明ができるのかとか、どうやって納得していただけるのか、そうい

う準備がきちっとできてあるんですかということを、私はお尋ねしたかったんです。それが、

ですから利息がいくらもらったとかそういうことじゃないんですよ。３０年間ものひょっとし

て最悪長期にもわたるということに対してですね、それだけのきちんとした理由づけができる

準備がおありですかということなんです。いかがでしょう。 

○財務部長 

 この基金の運用につきましては、質問委員さんが一般質問のときに質問されまして、仕組み

債を導入した時の基金の運用の考え方、この長期運用できる金額はどのくらいあるかと、その

うちの３分の１程度を仕組み債に、あと３分の１を５年ものの国債、あとは短期の分というこ

とで、全体の効率的な運用を考えた中で、先ほど副市長が申しましたように、元本保証はある

中での商品を選択したわけでございますので、全体の基金運用の中でこの仕組み債という商品

を導入したものでございますので、その辺を説明していってご理解をいただきたいと考えてお

ります。 

○原田委員 

 それでは、今度は内容についてちょっとお尋ねしますね。昨年の一般質問におきましても。

オーストラリアドルのほうは回復して何とか目処が立ちましたというご報告をいただいており

ます。その後いろいろまた金融状況が変わってきておりますけども、どうなりましたでしょう

か。その推移、現況をお示しください。 

○財政課長 

 昨年の運用状況は先ほどご説明しましたとおりです。平成２２年度に入りまして当初予算で

も６月の利払いをですね、オーストラリアドルの５億円のほうに関しましては利払いがあると

いうふうに見込んでおりましたが、約束日の直前になりまして、世界的にこう通貨安で円がち

ょっと高くなってまいりましたので、結果的に６月の利払いはありませんでした。次の利払い

が１２月になりますが、オーストラリアドルのほうにつきましては徐々に要するにドルに対し

ましては円が少しずつ高くなってきておりますので、１２月では利払いがあるのではないかと

いうふうに見込んでおります。 

○原田委員 

 このオーストラリアドルにつきましては新聞等でも目ぼしがつきましたみたいな記事が載り

ましたよね。あのときに西日本新聞でしたっけ、何とか解決の見込みが立ったという記事が載

ったのを私は記憶しております。ところが残念なことに、ちょっと足りなかったということで

すね。でも、やっぱり何とか目処が、目途どおり行かないというのがやっぱりこの為替なんじ

ゃないかなと思うんですよ。やはりこの運用についてはですね、これは本当に難しいなと。先

ほど利息についてはトータルで利息をもうもらってるじゃないかというんですけども、最悪の

場合、国債３年もの５年ものをずっと続けてればよかったんじゃないかというような、安全面

でもとそういった声も出るかもしれません。私は逆にそんなふうに思うんです。そういった

諸々考えますとね、きちっとしたこれ説明責任も出てまいりますし、副市長、安全だと、間違
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いないとおっしゃいましたけどですね。それもやっぱりきちんとお示しして、どういう根拠で

もってこれは安全なんですということを、やはり皆さんどんなふうになってるんだろうという

ことは、興味があっても内容がよくわかってないんです。わからないのが実情だと思うんです

よ。だから余計に不安をかきたてられる。またそういう朝来市の問題とかがですね、これ住民

訴訟というような何か話がもう出てるようでございますけど、そうなりますと全国版で出てく

るとですね、うちの市も確かやってたよなというような不安感も出てくるかと思うんで、この

辺はきっちり説明責任があると思いますし、わかりやすいように、安全だと思われるんであれ

ばどういうことで安全だということをきちっと説明いただきたいと思います。これで、これに

関しては質問を終わります。 

○委員長 

 次に、田中裕二議員の質疑を許します。 

○田中裕二議員 

 １１３ページに財産管理費、自動体外式除細動機導入について質問をさせていただきます。

この自動体外式除細動機というのはＡＥＤのことでございますが、このＡＥＤに関しましては

一般質問等でも何回かさせていただいております。そこでお尋ねしたいんですが、この公共施

設には平成１８年度から財団法人福岡県市町村振興協会のＡＥＤ配付事業によりましてＡＥＤ

の整備が行われてきておりましたが、今までも質問等によりますと、この事業は平成２０年度

で終了したとこのように答弁をされておりましたが、このような認識でよろしいでしょうか。

まずこの点をお尋ねいたします。 

○総務課長 

 いま質問者の申されたとおりでございます。平成２０年度で終了いたしております。 

○田中裕二議員 

 それでは、この決算書に購入費として６８０万４０００円という数字が出ておりますが、こ

れは市の単費で購入されたＡＥＤの購入費だと思いますが、何台購入をされたのかお尋ねをい

たします。 

○総務課長 

 今回購入いたしましたＡＥＤの台数は全体で３５台でございます。なお財団法人福岡県市町

村振興協会のＡＥＤ配付事業で、未設置でございました市の施設に対しまして配付をいたして

おります。 

○田中裕二議員 

 ３５台の購入ということでございますが、これで飯塚市の公共施設はすべて整備完了という

認識でよろしいでしょうか。 

○総務課長 

 ほぼ完了したというふうに考えております。ほぼと申しますのは、何度も総務課のほうから

未設置のところに照会等かけまして調査いたしておりますが、平成１８年度に７５台、それか

ら追加配付が２０年度にございまして、この折にも調査いたしまして１５台追加いたしました。

今回指定管理者施設も含めまして再調査を実施いたしまして３５台、合計の１２５台というこ

とになっておりますので、まずもって配備は完了したものというように考えております。 

○田中裕二議員 

 ほぼというのが非常に気になるところでございますが、整備完了をしたという最後の課長の

答弁がありましたので、整備完了ということであろうと思いますが、この財団法人福岡県市町

村振興協会の事業で配付されたＡＥＤに関しましては平成１８年度からの設置でございますか

ら、もう既に３年を経過してるものもあると思います。このＡＥＤにはバッテリーの交換とか

部品の交換、パッドですかね、の交換とかが必要であったと思いますが、この３年を経過した

ものに関しましては、そのような電池また部品の交換等はされたのか、この点はいかがでしょ
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うか。 

○総務課長 

 一昨年に協会から配付されました分につきましては、当初７年間は財団法人福岡県市町村振

興協会において消耗品の配付があるということでございました。それで一昨年の平成２１年の

３月に協会のほうから消耗品が配付ございまして、交換をいたしております。 

○委員長 

 交換は済んでいるということでございますが、やっぱり気になるのが、せっかく設置したは

いいが電池が切れてたとか、部品が交換しなくてはいけないのにしなくて、いざというときに

使えなかったとかいうようなことがないように、しっかりと適正な管理をお願いをしたいと思

います。またせっかく設置されていてもそれを使用できる方がいらっしゃらなければ何もなら

ないわけでございますが、市の職員の方も使用できるように講習等も随分受けておられると思

います。いま現在講習を受けられた方の状況はどのようになっているのか。この点はいかがで

しょうか。 

○総務課長 

 昨年には指定管理者施設の職員を含めまして２１４名の職員等が受講いたしまして、現在こ

れを含めまして９３５名の職員等が受講済みでございます。おおむね９割が受講したことにな

ります。本年度も１１月に消防署にお願いいたしまして講習会を予定しておりますので、こと

しのうちに全職員が受講することになろうというふうに考えております。なお、先ほど質問者

申されました単費で購入ということでございますが、これは平成２１年度の緊急経済対策の臨

時交付金で全額対応をいたしておるところでございます。 

○田中裕二議員 

 受講をされた方も９割、今年度でほぼ全員の職員の方が受講されて、全員の方が使えるとい

うような認識でしたいと思います。また、これは要望でございますが、一般質問等でもたびた

び要望させていただいております。この民間の施設、人が集まるところというのは民間の施設

もたくさんあるわけでございますので、この民間の施設にも設置していただけるような取り組

みといいますか、お願いを所管各課を通じましてお願いをしたいとこのように要望いたしまし

て、この質問を終わります。 

○委員長 

次に、楡井委員の質疑を許します。 

○楡井委員 

 それでは１１４ページの１９節になりますか、飯塚市地域公共交通協議会負担金ということ

に関していくつかお尋ねしたいと思います。この事業について西日本新聞の９月２４日付けな

んですが、ここに今いろいろ状況が述べられております。当然この記事もお読みになっている

んじゃないかというふうに思うんですが、この記事の状況で認識的には間違いがございません

か。 

○総合政策課長 

 この記事に掲載されております本バス事業の平成２１年度の利用者数、平成２２年度の８月

末までの利用者数及び運賃収入並びに平成２２年度の年間事業費見込みにつきましては間違い

ございません。 

○楡井委員 

 そういうこの事業の状況を認識した上で、この事業そのものの目的から見てどういうように

この評価しているのでしょうか。これを評価してください。 

○総合政策課長 

 本バス事業につきましてはこの記事にも掲載されておりますように、高齢者などの交通弱者

の救済と公共交通の空白地域の解消を目的としております。平成２１年度の利用状況を鑑みま
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すと、目標数値の半分程度の利用にとどまっており十分な成果を上げているとは言えない状況

であるとは考えております。担当課といたしましては改善しなければならない要素は少なくな

いと認識しておりまして、平成２２年度につきましては路線、バス停ダイヤについて改善を行

うなど、利便性の向上に努めているところでございます。 

○楡井委員 

 この事業の評価をお尋ねしたんですよね、こういう状況を踏まえて。どういうふうにいま思

っておられるのかね。このことについてはどうですか。再度お願いします。 

○総合政策課長 

 この事業、全市的な運航を開始いたしましてまだ１年半ということでございまして、評価に

つきましては今の段階ではまだ十分な評価ができる状況ではないのかなというふうに思ってお

ります。 

○楡井委員 

 評価をせずにですね、改善というのはあり得ますかね、理屈からして。１便あたり５.１人

の利用者というのが記事にあります。１人も乗ってない便もあるんじゃないかというふうに思

うんですよね。そういうふうなことを含めて評価をせずに次のそのステップに進むということ

はあり得ないんじゃないかと思うんですが、どうでしょう。 

○総合政策課長 

 相対的な評価というのは今の段階ではちょっと難しいのかなと思っておりますが、お客様か

らの言葉等ですね、あるいは意見等を聞いて反省点等を踏まえた中、そういう評価というもの

は行っておるところでございます。 

○楡井委員 

 もう既に２００件以上のこの意見、苦情、要望そういうのが来ているわけでしょう。そうい

うのをきちんと掌握してやっていかないかん、そういうことなんですよね。じゃあこの利用目

標とした１５６,０００人というのはどういう算出、計算に基づいて算出した目標なんですか。 

○総合政策課長 

 この平成２１年度１５６,０００人ということでございますが、この目標利用者数につきま

しては旧４町ではふれあいバス等の利用者数をもとに無料から有料になったということで１割

ぐらいは減少するのではないかということで試算いたしました。また旧飯塚市は初めて運行を

始めたわけでございますが、国勢調査結果からの路線周辺の高齢者数、これをもとに利用者数

を試算したものでございます。 

○楡井委員 

 意見の中に使い勝手が悪いと、旧町のような形に戻してもらいたいという意見もたくさんあ

るでしょ。そういう意味ではこの１５６,０００人という数はいま言われたようなことで算出

したと、旧町の１０％減。旧市につきましては新しく走る路線の周囲の高齢者の数というよう

なことを言われたんですけれどもね。この１５６,０００人というのは飯塚市の人口よりも多

いんですよね。１３３,０００人ですからね。そういう数字がこう出てくるものなのかどうな

のかというようなことで、やはりこれは課題目標というようなことにもなるんじゃないかとい

うふうにも思うんですよね。確かにこのむだな路線を走っているというようなことにもなると

思うし、それは行政の側から見ればですね、平準化というようなことで走る路線がいかないと

いうところをつくらないというふうにしなければ、市民の皆さんに申しわけないということで、

路線を計画したんだろうというふうには思いますけれども、必ずしもそれが市民の方たちが求

めているものと合ってないんじゃないかというふうにも思うわけです。そういうような点につ

いては、今後どうされるのかということがあります。この苦情が２１３件ですかね、いうふう

に出ていると思うんで、運行形態を大胆にやっぱり改善計画しなおさなければいけないのでは

ないかというふうに思うんですが、いかがですか。 
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○総合政策課長 

確かに目標数値には達しておりませんので担当課といたしましては、平成２０年度からの実

施運行終了後につきまして、市民の皆様からご意見、あるいは調査等を行いまして無駄のない

運行をこれから計画していきたいというふうに考えております。 

○楡井議員 

 ５６７０万円のお金を投入してこの事業やるわけですから、市民のみなさん方にとっても有

効なものにしていただきたいと思うんですね。それで今もちょっと触れられたように思うんで

すけれども、担当課長である中村さんは無駄を省きつつ生活交通をなるべく確保するしかない

というように言われてますけども、この５６７０万円というのが収支のほうではこうですけど

も、入ってくる利用料というんですか、これとの関係で今後これは開いていく、そういうこと

にもなるんじゃないかというふうに思うんですが、その点はいかがですか。 

○総合政策課長 

 質問者おっしゃいますように、歳入が少なくなれば当然市の負担金というものは今の状況で

は増えてくるというふうに考えております。 

○楡井議員 

 それでは無駄を省きつつ、生活交通をなるべく確保するしかない、この点についてはまだ具

体策がないんですね。 

○総合政策課長 

 現在、来年度及び実証運行終了以降の本バス事業につきまして、種々検討しているところで

ございます。まだ検討段階ということで、具体的な内容をお話しすることはできませんが、利

用実績や住民ニーズを総合的に勘案いたしまして、それらの運行計画を策定していきたいと、

このように考えております。 

○楡井議員 

 もう１１月になりますと来年度の予算編成といいますか、これに入らなきゃならないと。

４月からはこの２１３件の意見も取り入れた方向を打ち出していかないけないというようなこ

とになれば、今の段階で、もう１０月の後半ですよ、その段階で具体策はないというようなこ

とは取りかかりが遅いんじゃないかというふうに思いますね。それでこの記事の中にもありま

すけれども、菊池市の便利カーという名前のやつが紹介されております。これについてはどう

考えますか。 

○総合政策課長 

 熊本県菊池市の便利カーにつきましては、新聞報道にもございますように１日７便、これ

１路線でございますが市の市街地を環状線として循環しているコミュニティーバスでございま

して、運賃が１００円、子ども・障がい者につきましては５０円で総延長が１８．１ｋｍ、一

周７５分、運休は日祝日、運行事業そのものは熊本電鉄に委託しているということでございま

す。事業費に関しましては国の補助を受けておらず、平成２１年度の同市の補填金額は

５８０万円と。利用状況といたしましては、１便当たり１２名程度と高い利用率ということに

なっております。同市におきましては、ここに紹介されております便利カーと予約制の乗合タ

クシーのすみ分けを地域ごとに行われ、地域公共交通の活性化に成果を上げていると聞き及ん

でおります。 

○楡井議員 

 そういう状況をどう思いますかという、あなたの主観をお尋ねしているんですが。 

○総合政策課長 

 この菊池市のような事例につきましては、その地域の状況、すなわち地形とか人口分布、風

土並びに民間路線のバスの運行状況などが本市と異なっておりますのでこの菊池方式をそのま

ま本市に当てはめるということで、必ず本市でも成功するということにはならないと思います
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が、その成功した要因、あるいは菊池市の例で申しますと地域ごとによってバス運行の住み分

けを行っておられますので、こういうものは参考になるのではないかと思います。今後十分に

研究したいと思っております。 

○楡井議員 

 この菊池市の取り組みについては５８０万円とご説明がありましたけど、全部単費だという

ふうに説明がありましたですね。これで菊池市というのは飯塚市よりも随分小さい町で旧自治

体全部が該当するかどうかわかりませんけれども、そう大きな町ではないと思うんですよね。

かなりそう意味では隅々に行政の目が行き届く、そういうような状況じゃないかというふうに

思うんです。そういうことから考えて１つは旧町時代にやっていたような方向をやっぱり検討

すべきじゃないかというふうにも、再検討すべきじゃないかと思います。この５８０万円に比

べて、市の場合は５６７０万円、１０倍近いお金を投入しての仕事ですから、これは大いに研

究せないかんというふうに思います。市民の方たちの利用がしやすい体系といいますか、運行

にしていただきたいというふうに要望もしておきます。これは終ります。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：５１ 

再 開 １１：００ 

 委員会を再開いたします。上野委員に質疑を許します。 

○上野委員 

 １１６ページ、頴田まちづくりの関連の決算についてですが、これは担当課との打ち合わせ

の中で理解をさせていただきましたので質疑はいたしませんが、ただお金がすべてではありま

せんが、お金がないとできないことも多うございますので、市民と協働のまちづくりを掲げて

おられる飯塚市でございますから、まちづくりを続けてこられた皆さん方の気持ちが折れるこ

とのないような施策なり、予算措置なりを要望しておきたいと思います。 

○委員長 

 次に、原田委員の質疑を許します。 

○原田委員 

 それでは次に、システムの電算管理費のシステムの進捗状況についてお尋ねをいたします。

まず現在のシステムの今回この決算でも計上されておりますけども、改善点としてはどのよう

なものがあるのか、ご説明をいただきたいと思います。 

○情報化推進担当次長 

 今回システムを新たに構築しております。いま現状のシステムは合併時に構築したシステム

でございまして、委員ご質問の何が一番大きいかということでございます。それについきまし

ては、いまはいわゆる汎用機、ホストコンピュータを使って処理をしとります。これは昭和

６３年ぐらいからずっと継続して使っております。ただ今回のシステムにつきましては、これ

は国も今後の行政のシステムのあり方として、そういうホストコンピュータから、いわゆるウ

ェブ型のオープン系のシステムにしていきなさいということがございますんで、一番大きいの

はホストコンピュータからウェブを使いましたオープン系のサーバー群の構築ということでし

ております。それとネットワークがいままでは基幹系が一本、それから内部情報系、基幹系と

内部情報系を合わせて一本、それからいわゆるインターネット用の外部情報系といわれるもの

が一本、の二本で行っておりましたが、今回のシステムは基幹系そのもの、住基とか税とかそ

ういった大事なものもですけども、それが一本。そして、これはどこにも繋がっておりません。

完全にクローズされたれたネットワークでございます。それから内部情報系と言われると、例

えば財務会計であるとか文書であるとかそういったもの。それとインターネットの閲覧という

こと、もちろんメール等もできますけども、そういったものが一本、の二本にわけた構築を行
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っておるというのが一番大きなシステムの変更でございます。 

○原田委員 

 これをカタカナを使わないで説明してくださいというほうが、本当に難しいのはよくわかる

んですね。ウェブオープン型というのを、これは日本語でできるんじゃないしょうか。ちょっ

とそこだけでも結構ですけど、わかりやすく説明いただけますか。 

○情報化推進担当次長 

 オープン型といいますのは、日本語でどう言うのか委員のほうがご存知であれば、私に教え

ていただきたいと、私どもは常にオープン型というかたちで、ウェブというのは通常インター

ネットエクスプローラというものを介して、システムが動くと。ですからすべてサーバー側に

プログラムがありまして、それをインターネットエクスプローラの画面を介して各個人が処理

をすると。ですから一般的には端末側にはその必要なプログラムは入っていないと。そういっ

たものが、いわゆる一般論としてのオープン系と言われるサーバーで行うシステムでございま

す。 

○原田委員 

 やっぱり難しいですよね、説明というのは非常に。いわゆるインターネット上で、全部処理

ができるような形だと理解すればいいのかなというふうに思うんですが、それで一番ここで大

事なのは、セキュリティーの問題かなと思うんです。セキュリティーはあまり厳しく上げます

と利便性が今度は非常に悪くなってくると。まずセキュリティーについてどのような措置をさ

れるご予定なのか。今までのいろんな事件と申しますか、問題提起されておりましたのがＵＳ

Ｂメモリーなんかで仕事を持ち帰る途中に紛失したとか、それとかもろもろウイルスが混入し

たとかいうのがあったろうかと思うんですね。その辺りの実情とその対策についてお示しをい

ただきたいと思います。 

○情報化推進担当次長 

 いま委員ご指摘のように、現状のシステム中ではＵＳＢメモリーというものが市役所全体、

各個人が一人１個、ないし２本、数本持っているという状況になっています。それでそういっ

た状況を鑑みまして平成２１年度のこの決算の中にあがってきておりますけれども、経済対策

の中でそういうセキュリティーが強まったＵＳＢメモリーというものを購入して、システムを

構築しまして各課に一本、原則一本渡しております。それを使うことによって紛失してもそう

いうコードは暗号化されたりしておりますので、もし落としても外部に漏れる危険性が少ない

という仕掛けは、今つくっております。この仕組みは、今新しく構築しておりますシステムに

も使いたいというふうに思っておりますし、原則としてはＵＳＢメモリは使わないと。以前か

ら議員御指摘のようにインターネットと自分が使う仕事を、インターネット上のデータを持っ

てこなきゃいけない、それが二度手間だというお話もありましたし、全体として考えまして今

回のシステムはインターネットと事務の仕事は同じ端末でできますのでデータはそのまま落ち

ます。ですから、ＵＳＢの必要性はないだろうと、基本的にはＵＳＢは全部機械的ではなくて

ソフトウエアで全部閉めることができる仕掛けにしていますので、基本的には全部ポートを閉

めようと、それでもどうしても必要だと、なぜ必要かということは、そこの所管課長がなぜ必

要かということを認めて、確認の上で開けるということも考えないといけないんではないかな

というふうに思っています。基幹系に関しましてはログインの状況が非常に大事になってきま

す。専用端末ですので住基だとか税だとかそういった大事なデータを扱うことになりますので、

これはＩＣカードによる入力を考えておりまして、ＩＣカードと職員を１対１でひも付けして

いますのでどの職員が、どのパソコンから、いつ何をしたかという記録が全部とれるというこ

とをしています。もちろん、先ほど言いました情報系の方でもすべてログは取っていますので、

例えばどの職員が何時何分に何をしたかということはすべて把握しております。どこのサイト

を、どういった内容のものを見たかというのは今でもすべて記録できますし、そういうことは
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全部やらないといけないというふうに思っておりますので、それは管理するという意味ではな

くて、何かあった場合のときにですね、遡ってでもどういう情報がどこで漏れたかとかいうこ

とが、もし必要であれば把握しないといけない時もございますので、そういった意味ではセキ

ュリティーからすると、職員から見れば厳しいと言われるかもしれませんけども、それは公文

書を扱うと、個人情報を扱うということが一番大きなことですので、気をつけてやりたいとい

うことで考えて、セキュリティーはそういうことでやりたいと思っております。 

○原田委員 

 それでは決算書の１１８ページの一番上になりますけども、電算システム適正化コンサルタ

ントを委託料５５４４万円、これ計上されております。ここの重要な、主な仕事といいますか、

主にどういったことに関わってされてあったのか、内容ですね、仕事の内容についてお聞かせ

ください。 

○情報化推進担当次長 

 このコンサルタントに関しましては３年間の継続でございます。２０、２１、２２年度の

３年にわたりまして私どもが構築してきました新しいシステムの、どういった内容でいいのか、

というのがまず１年目に行いまして、仕様書づくり―そういったものを検討するというものを

していくと。２年目に関しましてはそういうその、入札関係をどういうふうにすればいいかと、

そういったことですね。それが、去年２１年度でありまして提案公募型によりますプロポーザ

ル方式、一般競争入札みたいなものですが、そういったことで行なっております。それ以後は

進捗管理ということで私どもが示しました仕様書どおりに設計され、プログラムが組まれてい

るか。そのプログラムは順調に動くようになっているか、そういったことをあわせて管理する

と、契約の相手側ＮＴＴ西日本でございます。そこから常駐で毎日２名はおりまして、各課と

の調整なども全部私どもとやっていますし、何かありますと１０人程度が入りましてシステム

の構築の進捗具合、問題点、そういったものを洗い出そうということにしております。 

○原田委員 

 その役割についてはよく理解いたしました。その改善点として先ほどから縷々説明をいただ

きましたが、基幹系だけは独立しているということでございましたですよね。この基幹系シス

テムについてもいろんな問題がありました。例えば国保の更新のタイミングが１日どうしても

遅れてくる、即日発効が出来ないと、これが今回はできるようになったというふうに理解はい

たしておりますが、その他、何かこのあたりがすごくよくなったんですよというのがあればお

示しください。 

○情報化推進担当次長 

 私どもが一番システム構築の中でこういうことが一番いいなと思うのが、統合データベース

を言われるもの、すべてのデータベース、すべてのデータが１つのデータベースに入るという

ことが一番いいわけです。それだとすべてのことが関連しますのでできますけども、今の技術

力、それからこれを入れる時にはラステックという機関がありまして、そこで地域情報化プラ

ットホームという一応行政向けにこういった仕組みをすればいいですよといったものが出され

てます。私どももそのバージョンの２.０を基本に今度入れています。その統合データベース

そのものはいま話がありましたけども、即時更新できるように基本的には、例えば年金である

とか住記だとかそういったものはまとめてしますよと。それ以外に学校関係、それから福祉系、

これは統合データベースの中で組むほうが非常に今の技術力では非常に難しい部分ございます

んで、そこは関連させてやろうと。タイミングとしてはどのタイミングでデータを見るかと、

取りに行くか、そういったこともラスデックの基準にはですね取りに行くか送るかということ

もいろいろ書かれていますので、そういったものを見ながら、お互いのデータベースをどうや

ってリンクさせるかということも基本的には今言われた即時更新を基本に、それからいかに短

い期間で更新ができるかといったことを基本に構築をしております。 
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○原田委員 

 前回の反省点からいくと、今言われた即時更新というのが一番大事なところだと思うんです。

転居届を出せばすべての部署にそのデータが流れるという、将来、理想像はそういうことです

よね。そういうことですが、学校、福祉関係はワンテンポそこにかかると、そういうふうな考

え方でよろしいわけですね。それでは先ほどセキュリティーと利便性についてお聞きしまして、

セキュリティーはお聞きしました。利便性についてですね、例えば今度はネットが観覧できる

わけですね、それぞれ。職員の、自分の持ってあるパソコンからネットで情報が引き出せると

そういうふうに考えてよろしいわけですか。 

○情報化推進担当次長 

 先ほどご説明しましたように、ネットワークは基幹系と情報系と二つに分けます。ですから、

基幹系は完全に何処にもつながらないクローズの世界、これはもう１番大事ですのでもともと

国の方もそういったものは外に繋ぐなということがありませんので繋いでいません。それから

うちの条例上もほかとの連携については、そういう大事なものは他とは繋がないというのがあ

ります。内部情報系と呼ばれるものにつきましては今、どこの自治体を検討しましてもイン

ターネットとの連携をどうするかと、ですから、それは２つあります、やっぱり今回私どもは

入れます一つにするやり方と、どうしても分けるというやり方と二つあります。今回は、セキ

ュリティーのインターネットとの入口のところの問題は非常に面倒なといいますか―いろいろ

仕組みを入れまして、ファイアウォールだけではなくて今いろんな仕掛けを含んで外とのデー

タのやり取りの、外部からの侵入を防ぐだとか、それからウイルスの侵入を防ぐだとか、そう

いったことに関しましては基本的にはもう十分な事をやりたいと。それから先ほども言いまし

たように端子をどういうふうに繋げるかということもありますし、そういったことで、イン

ターネットを経由しましていろんなデータを自分のパソコンからすべて出来るという形にはし

ています。ただ、どこのインターネット上のホームページでもいけるかというと、今でも基準

を設けていまして、ある程度制限した中でやっておりますので、どうしても必要だということ

になれば、個別に、必要であればそこを開けるということを今しております。今後もそうして

いこうというに思っております。 

○原田委員 

 ホームページの管理は、現在委託されておりますよね。これが最近新聞に載ったところじゃ

ないのかなと思いますけど、そこらへんどうですか。 

○情報化推進担当次長 

 今委員が新聞に載ったところではという話でした。それは１９、２０まで２１年度からは違

うところが毎日一人出てきてホームページの更新をしております。各課からこういうことを変

えたいということがあればすぐに対応できるという形にはしています。 

○原田委員 

 せっかくのホームページですのでやはり充実したものにしなきゃいけない、またタイムリー

に出さなきゃいけないと思うんですね。先日の一般質問で私ちょっと申し上げましたけども、

各部長なんかがブログなんかつくって載せたあるところもございます。こう言いますと下向か

れる方もいらっしゃるかもしれませんけど、こういったことも是非ですね、検討していただけ

ればなと思います。最後に外部記憶媒体管理システム開発委託、端的で結構です長々説明され

ても―端的に御説明いただけますか。 

○情報化推進担当次長 

 ＵＳＢメモリーを購入してそれを各課に配付したと、それによってセキュリティーを保とう

というシステムです。 

○委員長 

 次に楡井委員の質疑を許します。 
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○楡井委員 

 １２０ページ１９節に関連して幾つかお尋ねいたしたいと思います。私、資料要求の際に部

落解放同盟及び全日本同和会幹部の行動記録を提出行きいただきたいというふうに要望いたし

ておりましたが、提出出来ないというふうに返事がありまして、当然のことながら、資料の中

には入っておりません。この、提出できない理由について御説明願いたいと思います。 

○人権同和推進課長 

 お答えいたします。資料提出につきましてでございますが、運動体の役員などの行動記録等

につきましては、２１年度分につきましては整備されていないというのが状況でございます。

現在、運動団体には役員の出勤簿あるいは業務日誌等の整備を早急にするように指導している

ところでございます。 

○楡井委員 

 ２１年度については整理されていないので出せないというのが理由だということなんですが、

それではその以前前の分については整理されて提出できるような状況ですか。 

○人権同和推進課長 

 元々、運動団体が独自の取り組みの中で相談事業等々も行なっておりますが、口頭の報告は

受けていますが、過去にさかのぼってもそういう業務日誌等の報告で目に見えるものを確認し

たことはございませんので、２１年度以前の分についてもないというふうに判断しています。 

○楡井委員 

 それでは２つ目の質問と関連しますので、今の関係もよく覚えておいていただきたいんです

が、行政としてこの運動団体へ補助金を支出しています。その際に説明を今ままで、何度も繰

り返しされてきたんですけれども、行政の補完業務がですね、補助金の支出理由だというふう

に言ってこられました。それは間違いないですか。 

○人権同和推進課長 

 行政の補完業務ということで団体への補助金を支出しているということは、これまで繰り返

し答弁いたしましたとおりでございます。 

○楡井委員 

 その補完業務のですね、内容なんですけど、運動団体の幹部の皆さん方の行動記録がないと

いう状況の中でですね、補完業務をどういうふうに判断されるんですか。 

○人権同和推進課長 

 行政の補完業務といたしまして、同和関係者の自主解放の努力と、みずからの意識の高揚を

支援すること。また、人権同和団体の解決に向けた自主的な研修は啓発や、地域活動、補助事

業や就労対策等の国との交渉などの実績を踏まえまして、人権同和問題の解決に向けての社会

的活動を行っている団体であるのでこれまでも幾度となく申し上げてまいりましたが、公益性

があるため交付しているところであります。 

○楡井委員 

 そういう今言われた説明は、幾つか今言われましたけど、その中身がですね問題にしたいわ

けですよ。私はね。結局、本人の努力なんてこと言われましたけど本人の努力なんか全員がす

るわけでしょ、全市民がやっていかなければならないことですよね。当然、よく引き合いに出

しますけど老人クラブのことなんかも引き合いに出させてもらって、討議もしたことあるんで

すよね。この団体幹部の皆さん方の行動計画がチェックできていない、どういうふうな運動を

この補完業務を具体的にやってるのか。その量も件数もわからない、内容もわからないという

状況の中でその上に基準もないということですよね。そういう状況で本当に何を基準にしてこ

の金額を決めてるんですか。そして最近１０％とか５％とかいう形で一応削減してきたはいま

すよね。何で１０％なのか、なんで５％なのかその基準もはっきりしないでしょう、そうなっ

てくると、どういうことですか。 
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○人権同和推進課長 

 補助金の算出の基準等でございますが、特に会員の多少、運営費用の何％といったものを根

拠にしているものではございません。補助金は申し上げましたと思いますが、行政の補完業務

ということで交付しているものでございまして、補助金額につきましては団体の年間事業計画、

事業実績等のボリューム等も参考にしまして補助金額を算出し交付いたしております。 

○楡井委員 

 しつこいようですけどね、補完業務が何かということがね、具体的でないんですよね。資料

にたしかあったと思います、解放同盟の業務報告書、これは解放同盟、それから同和会も一緒

ですけど書いてあることずらっとね、補完業務に関することは何もないんですよ。したがって

行政の側から出されておるこの成果説明書この中にもそういう文言は一言もありませんよね。

にもかかわらず補完業務というふうに言い張る、これは認められない問題だと思うんでうすよ。

理屈が立たないわけですよ。法律にも則ってない、条例もちろんですね。せめてそういう補完

業務の内容をやっぱりきちんとつかんで判断の基準にしなきゃならない、金額の基準がなけれ

ば、老人会の方たちは一団体いくらとか一人につき幾らとかいう形できちんと決められてるじ

ゃないですか。なぜこの同和団体だけこれがないのか、人数の多少とかなんとかではないとい

うふうに言われました。確かにそらそうでしょう、解放同盟の一人あたりの補助金と、同和会

の一人当たりの補助金は全然違いますからね。そういう補完業務が具体的でないのになぜ出す

のかというのがどうしてもとひっかかるわけですよね。押し問答になりますからちょっと具体

的にもうちょっと進めます。穂波とそれから飯塚と筑穂ですかね、ここに人権啓発センターが

ありますね。ここに配置されている相談員がおられると思うんですよ。相談員の方たちの活動

状況を教えてください 

○人権同和推進課長 

 今質問者が申されましたとおり、市内には同和会館が２館、立岩会館と伊岐須会館でござい

ますが、そのほか人権啓発センターこれの穂波と筑穂にありますが、それぞれ相談員という名

称ではありませんが生活指導員という形で立岩会館には３名、伊岐須に２名、穂波に２名、筑

穂に４名という形で生活指導員を配置いたしております。その生活指導員の主たる業務といた

しましては、館内の清掃、およびデイサービス等の隣保事業の指導を行っておりますが、対象

地域住民の生活上の相談にも応じておりまして、関係行政機関と連携を保ちながら必要な助言

指導等を行っているということでございます。 

○楡井委員 

 今、説明されましたけども、相談員じゃなくて生活指導員という名称で９人ですかね、配置

されてることになっています。ここでも、今言われたように相談も受けてるというふうに言わ

れましたよね。その相談件数それから具体的に相談の中身、それからこの相談員の人たちの身

分といいますかどういう人なのか説明してください。 

○人権同和推進課長 

 まず、館ごとに相談延べ人数を把握しておりますのでご報告いたします。立岩会館が２１年

度７３人、伊岐須会館が４８人、穂波人権啓発センターが９５人筑穂人権啓発センターが

６４人、総数でのべ２８０人の相談を受けた数字となっております。相談内容でございますが、

生活相談が７３人、健康相談が６１人、教育相談が６３人、育児相談が２９人、その他の相談

が５４人となっております。生活指導員の身分でございますが、すべて臨時的職員でございま

す。 

○楡井委員 

 今の身分の話になりますが、どういう人選と言いますか、この人に働いてもらおうといいま

すか、相談員やっていただこうというふうに、どういう形で決めるんですか。 

○人権同和推進課長 
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 現在お勤めの方につきましては、もともと―１名、もともと住み込みで住んでおられた方を

そのまま日勤の業務に変えた方もおられますし、また民生委員等に御相談いたしまして、御紹

介いただいた方もございます。また地域にお願いいたしまして１名、看護師の資格持った方も

必要としたのでそういう方は、地域に御相談いたしまして看護師の資格を持った方を人選する

という形にしております。その他の団体等にもお願いしたこともございますが、幅広く人材は

選考していただいております。 

○楡井委員 

 件数の話に戻ります。２８０件ですね、９人の方ですから一人当たりにすると約３０件くら

いですかね、１年間。それで１月に換算すると約２．５人、２．５件ぐらいということになり

ます。この人たちの勤務状態、並びに手当てといいますか給料といいますかこれはいかがです

か。 

○人権同和推進課長 

 この方々は市の臨時職員と同じ給与で日額出しています。またこの方々の業務内容が、今報

告いたしました相談事業だけではなく、市としては館内の清掃、隣保事業、デイサービス等隣

保館内で行うデイサービスの指導準備等々が中心となってしていますので、先ほど人数は

１１名で総数を報告したと思いますが、１１名等々で割り崩せば２、３０人の相談を受けると

いう形になっておりますが、業務の中心はそういう形で清掃、館内の維持管理がメインでござ

います。 

○楡井委員 

 生活指導員でしょう、名称はね。主な仕事がその清掃というようなことではないんじゃない

ですかね。一番初めに聞いた数字の聞き間違いがあって、今１１人というふうに言われたんで、

１１人とすると３０件よりもっと減りますよね。給料も市の臨時職員と一緒ということですか

ら、後ほど聞かないかんことにはなっておりますが、８００円くらいじゃなかったですかね、

時給になおすとね。今の８００円は推測ですから、正確ではありませんですけど。そうなって

くると、この人たちの給料もそれなりのお金を出した形になるんですよね。その人たちの主な

仕事を清掃というな形でね、必要なのかどうかということですよね。２人、複数２人、３人、

２人と思ったんですけど、３人、２人、２人、２人といわれたんですけど、これは数字は違っ

たようですから、筑穂の数字が違ってるんですかね、一応１１人も出してるわけですね。だか

らこのことについてもやはり基準がはっきりしていないじゃないかということですけども。生

活相談議員という名称からして正しくないんじゃないかというふうに思うんですね。それはそ

の点についてはどうでしょうか。 

○人権同和推進課長 

 臨時賃金につきましては１１名のうち８名は１月あたり１０日から１３日程度の臨時でござ

いまして、まるまる１月働かないという、交代で働くような形の雇い方でございます。臨時賃

金が総額で把握した数字でございますが、１０８８万ほど、昨年度臨時賃金のみでございます

が、そういう形で出しております人件費につきましては、主たる業務は清掃等じゃないかとい

うことで質問を受けましたが、生活指導員という名称は隣保事業の４分の３の補助事業、運営

費補助を県から受けて事業をしています、その中で県の方に上がっている名称がそこに働いて

いる方の名称が、生活指導員という形の名称になっとりますので、そういう使い方をしており

ます。相談事業だけが業務でございませんので、館の維持管理も含めまして、幅広く、働いて

いただいているということになっております。 

○楡井委員 

 それでは解放同盟と同和会の構成員一人当たりに補助金の金額があるのは先ほども言いまし

たけど、当然御承知のことですが、この同和会の方たちへの補助金の方が、解放同盟の会員さ

んへの金額よりも多いんですよね、それはなぜですか、先ほどの答弁で言えば同和会の方が補
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完業務をたくさんやっているというふうなことも理屈としては成り立つんじゃないかと思うん

ですが、どうでしょう。 

○人権同和推進課長 

 補助金につきましては、先ほどから同じようなご答弁申し上げて、大変申しわけなく思って

おりますが、補助金の算出に続きましては今議員の方が言われますような一人当たり幾らとい

う形で補助金を算出して交付していませんので、あくまでも行政の補完ということでございま

して、団体の年間の事業計画、事業の実施等々のボリューム等も参考にさせていただいて交付

しておりますので、その関係上、どうしてもそれぞれの団体の一人当たりに割崩した場合違い

が生じてくるということは活動状況でございますので、それはいたし方ないというふうに考え

ております。 

○楡井委員 

 やっぱりここでもですね、非常に上述的なというかそういう考え方が出てきてるんじゃない

かなというふうに思うんですよね。それでは解放同盟なり同和会の方のですね、決算書の中に

ですね、数字が出てきてると思うんですが、会費ないしは補助金、これは収入歳入の方ですよ

ね。それから負担金、人件費というのは歳出の主なものですけれども、それぞれ２１年の決算

で結構ですので総額の比率はどうなっておりますか。 

○人権同和推進課長 

 今、歳入歳出それぞれ２項目ずつ言われました、会費につきましては当然自主財源でござい

まして、それと補助金、歳出の点につきましては負担金ということで県連等に負担する会費の

中から出す、これも自主財源を充てて負担する負担金でございますが、それに組織の人件費と

いうことで比率的に申し上げますが会費につきましては、６９１万９２００円で歳入の総額の

中の１５．１５％を占めております。補助金につきましては３７００万円これは収入総額の

８１．０１％でございます。歳出おきます負担金につきましては６００万６１００円で１３．

２１％、人件費につきましては２３３３万３９６４円で５１．３４％になっております。今の

は部落解放同盟飯塚市協分でございます。同和会につきましては、歳入における会費が４７万

４００円、１３．３９％、補助金が２９６万円８４．２９％。歳出における負担金は２３万

５２００円で６．９％、人件費につきましては同和会は行動費となっていますが、１４０万円

で４１．０８％となっています。 

○楡井委員 

 確認しますと、部落解放同盟のほうは六百十何万かの会費収入、１５％に当たるということ

で県への負担金ですか、上納金というのが約６百万、これほとんど会費は負担金に相当すると

いうことになります。それで全日本同和会の方が会費収入４７万円のうち上納が２３万という

ことで、ほぼ半分ということになるんじゃないかと思うんですが、解放同盟のほうはですね、

会費はほとんど上納金に充てられて自主財源として、市協ですね現在は、そこで使う会費分と

いうのはほとんど無いということになるんですが、そういう理解でいいですか。 

○人権同和推進課長 

 今、委員が御指摘されましたように自主財源いうものは会費収入、それ以外にカンパがござ

います。カンパにつきましては２１年度決算で１２万５０００円と、のこりは預貯金の利息程

度になると思いますが、そういうものが自主財源となります。大半は上部団体に納められると

いうことで、行動費の中にそういう自主財源の部分は充当されるということで、大半が補助金

で賄われているということは事実でございます。 

○楡井委員 

 自主財源のことを今細かく言われましたけど、全体の金額からすれば僅かなもんですよ。会

費と補助金以外の自主財源ということになれば、カンパが１２万円とか言われましたけどそう

大きな金額やないですよね。そういう状況の中でですね、もしこの補助金がなくなったら解放
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同盟は運営できませんよ、これ。そういう状況に今あると思うんですね。こういう団体がです

ね正常な団体かというふうに言われれば、誰も正常団体だということは思わないと思うんです

ね。自分たちの会費で、自分たちの金で、自分たちの目標を達成していくというのが本来のい

ろんな団体のあり方だと思うんですよ。部分的には補助があったってそれはいいと思います。

しかし、これは全然逆転どころじゃないと。会費を県に納めてしまえば飯塚市協の活動費は全

部補助金だよりですよね、そういう状況が今、会費、補助金と負担金、人件費の関係で明らか

になったんじゃないかというふうに思います。こういう団体のですね、活動実態が掌握されて

いないというのが問題で、今私が通告をだしてから始めたんだと思いますが今整理中と、

２０年から先はお手上げという状況があるわけですよね。ですからこの関連費の４１１２万

４０００円と言うのはでたらめじゃないかというふうに指摘せざるを得ないと思うんです。去

る議会で市長は同和団体への補助金について矛盾が大きければ改善するというふうに答弁され

ているんですけれども、その後、市長はこのことについてどういうふうにお考えなったか市長

の発言をお願いしたいと思うですが 

○企画調整部長 

 部落解放同盟飯塚市協議会に対する補助金につきまして御意見等ですね、いただいておりま

す。この補助金につきましては、昨年の１２月に補助金等の見直しに関する指針というものを

策定をいたしております。今、言われました。部落解放同盟飯塚市協議会への補助金につきま

しても、これにつきましては団体運営補助という色合いが強いものでございます。これにつき

ましては、市協だけなくて他の団体運営補助をやってる団体でも同様なものがございますが、

同じような課題等を抱えております。そのような中で、見直しのですね、基本的な考え方とい

うのを、この指針の中で規定をいたしております。あくまでも事業費補助への移行ということ

で、単体の運営補助につきましては見直しを行う予定にいたしておりますので、今ですね、内

部で協議を進めている段階でございます。 

○楡井委員 

 補助金については事業費補助方式に変更するというふうに、文書をもらった記憶があるんで

すよね、この事業費補助方式というのはいつから実施されるんですか。 

○企画調整部長 

 この指針の中でも規定いたしておりますが、これも終期を定めた中でということでいう規定

をいたしておりますが、原則といたしましては、終期につきましては３年間を原則といたして

おりますので、これは昨年１２月に策定いたしておりますので今年度から２２、２３、２４と

いうことで２４年度をですね、目途に検討していきたいというふうに考えております。 

○楡井委員 

 そうすると２４年からこの事業費方式を実施するということでしょうか。 

○企画調整部長 

 これまで飯塚市協だけではなくて、いろんな団体に対しても団体運営補助を行っているもの

がございます。そういうものも合わせまして原則３年間ということでいたしておりますので、

３年間を目処に見直しを進めてまいりたいというふう考えております。 

○楡井委員 

 ２２年度からもう始まってるということでありますので、２２年度Ａという団体がこういう

事業をやりたいと、ようございますというようなことで補助金を出すということが始まって

２４年までそれが続くというふうな理解でいいですかね。 

○企画調整部長 

 団体運営費補助につきましては先ほど言いましたように、３年間ということで、ほかの事業

費補助につきましても終期を定めた中で、３年後再度その補助金を支出することが適当である

か否かについてですね、再度検討したなかで更新もあり得るということでございます。 
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○楡井委員 

 いままでずっと質疑を行ってきましたけど、どうしても基準もないままに、それから業績も

はっきりしないままに支出されているという状況についてはですね、大いに疑問を持ちますし、

この４１１２万４０００円という金額は何の根拠のない施設だということは指摘できるんでは

ないかというふうに思います。それで、私どものところにですね、次のような文書が届け出ら

れておるんですけれども、御存じかどうかだけお聞きしたいと思います。前略、部落解放同盟

嘉穂山田地区協議会嘉山地協、この解散時、１市８町からの助成金で運営活動を行ってきた。

その残金を基金として毎年長年積み立てて１市８町１協議あたり８００万円程度の分配金が行

われたというふうな訴えといいますか、改善してもらいたい、そのほか３点ほどあるんですけ

ど、こういう文書があるということはご存知ですか。 

○人権同和推進課長 

 その情報につきましては、他市町村の議会で議員の方からそういう情報が提示されましたも

のを行政間で情報入手したという形のもので、内容につきましては今質問委員が言われた内容

でございますが、あくまでも私が把握している中では匿名であったということで事実かデマで

あるかは、全く調査しようがないという、他市町村の状況でもありますし、私どももそう考え

ております。その他、まだ補助金の関係が出ておりますが、補助金につきましては、嘉山地協

時代におきましても毎年きちっと監査等は行っておりますので、収入支出は十分監査した上で、

確認の上で、次年度また補助金を出すという形の取り組みしておりますので、その中から蓄財

ができるというふうには全く考えておりません。 

○楡井委員 

 今の文書と同時に貯金通帳の写しも一緒についてるんですよ。それにはどこどこ支部の会計

監査収支決算書という名前がついて１６００万円振り込まれているんですね。こういうのがあ

るわけで、嘉穂、嘉麻市それから桂川町ではこのことについてどういうような態度になってる

かについてだけ説明してください。 

○人権同和推進課長 

 私が把握いたしましたものは、委員が言われました通帳の写し等は一切見ておりませんので

そういう情報は得ておりません。他市町の行政の対応ですが、あくまでも匿名でありましたの

で、調査しないのかという質問がされたやに聞いておりますが、調査をかけようがないという、

事実関係が全くわからない、事実かデマかわからないという答弁をしたということだけは間接

的に聞いております。 

○楡井委員 

 私が聞いてるところはですね、嘉麻市についても桂川町についても事実を調査するというふ

うに答弁されてるというふうに聞いておりますから、今の課長の認識は全く違うということも

とりあえず指摘しておきたいと思います。これは引き続き質疑を深めていかなければならない、

決算年度のお金ではないからですね。この程度に終わっておきたいと思います。 

○委員長 

 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑ありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑はないようですから第１款議会費及び第２款総務費についての質疑を終結いたします。

暫時休憩いたします。 

休 憩 １１：５６ 

再 開 １３：０１ 

 委員会を再開いたします。第３款民生費及び第４款衛生費、１２９ページから１６１ページ

までの質疑を許します。まず、質疑事項一覧表に記載されております楡井委員の質疑を許しま

す。 
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○楡井委員 

 それでは質問を行います。１３３ページ、実質は１３４ページにありますところの、８節の

報償費についてですが、長寿祝い金、これについてお聞きしたいと思います。ちょっと前置き

が長くなりますけど、お許しください。高齢者の皆さん方の暮らしの状況、これがいまどうい

うもんだろうかというふうに考えてみたんですけども、皆さん方もご存じのことだと思います。

資料によりますと後期高齢者の普通徴収、つまり年金が１万５０００円以下の人が３，

９００人。この人たちの多くは生活保護を受けておられる人もおるんではないかというふうに

思います。さらに資料６０ページでもわかるように、長寿祝い金の対象人数は年々ふえていっ

ているということも事実です。生活保護費の老齢加算、これも国の措置によってなくなりまし

た。さらに市町村合併で生活保護家庭の夏と冬の見舞金、これもなくなっています。そういう

状況の中で、この長寿祝金が非常に削減されていっているということになるわけですが、元々

この長寿祝金とはどういう目的で支給されるようになっているのかについてから、その点から

質問をしたいと思います。 

○高齢者支援課長 

 長寿祝い金は７７歳の喜寿、８８歳の米寿、９９歳の白寿、それから１００歳以上の方々の

長寿を祝い、かつ多年にわたり社会の発展に寄与されたことへの感謝の意を表すものとして贈

呈するものであります。 

○楡井委員 

 いま節目の方たちへの感謝の気持ちということでの目的が述べられました。それで、現在、

いま言われたように７７、８８、９９、１００以上という節目の方法に現在変わっているわけ

ですけども、平成１９年から変わったんでしたね、そういうことになります。この方法に変え

た理由についてお尋ねします。 

○高齢者支援課長 

 変更の理由は、行財政改革の一環として、平成１９年度から節目支給へと見直しがされたも

のであります。 

○楡井委員 

 行革だということであります。目的が先ほど述べられましたが、行革という名がつけば、そ

ういう目的もばっさり切ってしまうということになるんじゃないかと思うんですね。７７歳で

１回目でもらって、次の８８歳で支給されるということになると、この間１１年間あります。

１回目をもらって２回目のお祝いを受ける人は３５％、人数的に減っています。３分の１に減

少しています。さらに、その中から３回目のお祝いを受ける人はわずか２．６％という非常に

少ない数字にはなっているわけです。７７歳で１回目をもらった人が３回目のお祝いを受ける

というのは、本当僅かな数字になるわけです。飯塚市はこの長寿、つまり長い間、社会貢献を

された人に１回ないしは、よくて２回しかお祝いとお礼を述べないということにこの数字はな

るんですが、そういう理解でいいですか。 

○高齢者支援課長 

 ７７歳の次の節目支給まで対象者の方が、死亡等で減少されますが、この節目の年に長寿を

祝い感謝の意を表しているものでありますので、ご理解を願います。 

○楡井委員 

 それまでは合併前、または合併してからも１年間は７０歳以上の方たちに支給をされてきま

した。現在ほどその金額は、確かに高くはありませんでしたけれども、毎年毎年飯塚市として

ごくろうさんでございました、長寿おめでとうございますという気持ちを表してきたんですね。

ところが、今のような結果です。金額的に見てみますと、平成１８年は確かに人数が多いです。

２万２３１６人に対して１億１１７１万円、少し端数がありますけど、の支給がされています。

ところが、行革によって平成１９年からは、１，６６３人に、１７３０万円、一挙に１０分の
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１ぐらいに金額的には減ってるわけですよね。さらに、平成２０年度は１，７９５人に約

１８８８万円。平成２１年度は２，９００人の人達に２１１８万円という支給になっているの

が、資料の６０ページであります。午前中に質疑をいたしましたように、同和団体への補助金

の支給は、ご承知のとおりだと思いますが、同和会と解放同盟と両方あわせて１,０１９人で

す。この１，０１９人の方に補助金として３９９６万円払っているんですよ。特出しているん

ですよね。繰り返しますけれども、この長寿祝い金の方、平成２１年度２００９人に対して

２１１８万２０００円と。こんな敬老精神があるだろうかという思いが強いんです。これにつ

いてどうですか。 

○高齢者支援課長 

 長寿祝い金は、長寿を祝い感謝の意を表して贈呈するものであります。なお、削減というふ

うご指摘でございますが、この削減された財源につきましては、飯塚市において各種施策を遂

行する上で、有効に利用されているものであります。ご理解をお願いいたします 

○楡井委員 

 その削られたお金が、高齢者支援、福祉等に回されれば、それはそれなりに意義はあるとい

うふうに思いますが、必ずしもそうなってない。１２９億円を目標にした行財政改革ですね、

９８項目というふうに言われてきましたけど、これはほぼ達成したんですよね。この行革の目

標のときに市長は答弁されてますよ。目標が達成できれば、福祉のほうにもどんどん回すと、

教育のほうにも回すというふうに言われてきたんですけども、その大きなむだ遣いは後ほど指

摘しますけど鯰田工業団地のほうに突っ込まれているんじゃないかというふうなものにも感じ

ます。それで行革というようなことでなかなか大変なんでしょうけども、担当課としては。や

はり広く浅く、金額はここまで高くなくてもいいと思うんです。やはり７０歳以上の、また

７５歳からでも高齢者の方たちにこの事業の目的を全員に表していくという方向を、そういう

敬老精神を示すべきではないかというふうに強く思っています。ぜひ、そういうことを検討の

一端にも加えていただければというふうに思いますので、その点は要望しておきたいと思いま

す。この件については以上です。 

○委員長 

 次に、田中裕二委員の質疑を許します。 

○田中裕二委員 

 いま楡井委員触れられました、１３３ページ、高齢者福祉費の長寿祝い金についてお尋ねを

いたします。いま質疑でありましたように、節目支給に変わっているわけでございますが、こ

の支給される、節目に当たられる７７歳、８８歳、９９歳の方たちはどの時点を基準にして、

何日を基準にして支給をされているのかお尋ねいたします。 

○高齢者支援課長 

 長寿祝い金支給要綱におきまして、毎年４月１日現在、飯塚市に居住されている方で、

７７歳、８８歳、９９歳それから１００歳以上の方で８月まで引き続き居住されている高齢者

の方が支給の対象となります。 

○田中裕二委員 

 ４月１日現在で、７７歳、８８歳、９９歳、１００歳以上という方たちが支給の対象にその

年の９月１０日前後でしょうか、支給をされるんですよね。ということは、７７歳でいただか

れる方と７８歳でいただかれる方、同じように８８歳でいただかれる方と８９歳でいただける

方、９９歳の節目の方は、９９歳でいただける方と１００歳でいただける方があるわけですね。

それは、何を根拠に４月１日現在で７７歳、８８歳、９９歳、１００歳というふうに決められ

たのか、この点は何を基準にされたのかお尋ねをいたします。 

○高齢者支援課長 

 平成１８年度中に、この節目支給への見直しが行われたものですが、４月１日という基準と
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いうのは見直しのときに定められたというふうに聞いておりますので、私のほうではこれ以上

のことは把握しておりませんので、申しわけありません。 

○田中裕二委員 

 特別こういう理由があって、基準日を決められたということでもないようでございます。そ

れでは、国のほうで、もちろん国は長寿祝い金とかはないとは思いますが、１００歳表彰とい

うものがあると思います。この１００歳表彰の基準は、国ではどのように定められているのか

お尋ねいたします。 

○高齢者支援課長 

 国による１００歳表彰は、９月１５日の老人の日に内閣総理大臣からのお祝い状と記念品の

贈呈が行われるもので、基準は当該年度中、４月１日から翌年３月３１日までに１００歳を迎

えられる方が対象となっております。 

○田中裕二委員 

 ということは、国の１００歳表彰を受けられる方は９９歳の方も受けられるわけですね。

９９歳か１００歳という方だと思いますが、そうしますと国の１００歳表彰を受けられた方が

市では、９９歳の長寿祝い金を支給されているということですよね。そういうことでしょ、い

かがですか。 

○高齢者支援課長 

 そのとおりであります。 

○田中裕二委員 

 非常にこれは、矛盾したおかしな問題ではないかと思っております。と言いますのも、私の

知人のお母さんが今年８８歳を迎えられました。長寿祝い金がもらえると思って、大変喜ばれ

ておりましたけれども、来年になるということをお聞きになられて、非常にがっかりされてお

ります。７７歳の方は、７８歳になってもそれほど、それほどという言い方をしていいのかど

うかわかりませんけど、亡くなられる方とかいうのはそんなにいらっしゃらないかもしれませ

んけど、８８歳、９９歳の方は１年後には、本当に申し訳ないですけれど、さっきの楡井委員

の質問の中にもありましたように、ずっと減ってくるんですよね、パーセントが。ということ

になれば、本当にこれは考えていただきたいと思うんです。というのが、やっぱりせっかくい

ただける、国と同じ基準だったらいただかれる方が、市の基準で１年あとになったばっかしに、

亡くなられたという方も私のほうにも聞いております。そういったふうなことも考えましたら、

これ何とかしていただきたいと思うんですが、そのような要望とか、意見とか、そういったこ

とは担当課のほうに寄せられたことというのはございませんでしょうか、この点いかがですか。 

○高齢者支援課長 

 市のほうにも直接、ことし節目になったんだがという問い合わせのお電話があります。また、

長寿祝い金の配付を自治会長のほうにお願いしておりますが、その際に合併前だと思いますが、

旧飯塚市では当該年度中、国の１００歳表彰と同じような支給のあり方だというふうに聞いて

おります。そのようなことから、自治会長のほうからこういう節目祝いの基準についての見直

しをされてはというお話はお伺いしております。 

○田中裕二委員 

 お祝いでいただけるお金でございますから、早くいただいて文句を言われる方はいらっしゃ

らないと思います。遅くなれば、ありがたみがなくなると、薄くなるとそのように思っており

ます。いま課長が言われましたように、いろんな方から国の基準に合わせていただきたいとい

うご要望があっているようでございますので、これはどっかの段階でぜひとも合わせていただ

きたいと思っております。合わせられた最初の年度だけ重複した形での支給になりますので、

今年の平成２１年度の決算では２１００万円ですか、このくらいぐらいの金額が上乗せされて

予算に上がってくるような形になると思いますけども、ぜひともこれは検討していただきたい、
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見直しをしていただきたいということを要望いたしまして、質問を終ります。 

○委員長 

 次に柴田委員に質疑を許します。 

○柴田委員 

 １３６ページ、１９節、上から８番目にあります、シルバー人材センター補助金についてお

尋ねいたします。提出資料の６２ページの下の段の補助金負担金の中のシルバー人材センター

補助金とありますが、これは平成１８年は２３９０万円ありました。平成２１年度には

１５９６万円と７９４万円減少いたしております。さらに、また来年度ですね、平成２３年度

は９５０万になるとのことですが、シルバー人材センターは高齢者の就労の確保と生きがい対

策に取り組んでおられる団体であります。昨年は、述べ７万２千人の方が就労されているとお

聞きしております。このように毎年補助金が減少していきますが、高齢者の就労の確保と生き

がい対策はできるのか。また、どのように今後取り組んでいかれるのか、お尋ねしたいと思い

ます。 

○高齢者支援課長 

 飯塚市シルバー人材センターと嘉穂シルバー人材センターが統合したことにより、まず補助

基本額が９５０万円になるところでございますが、激変緩和措置により統合から５年間で、本

来の補助基本額の９５０万円になることになっています。シルバー人材センターでは、運営費

補助金が減っていくことを見据えられて、事務事業の改善、独自事業などに取り組まれて、会

員の就労の確保に努められているところであります。また、今年度、平成２２年度からは、本

町商店街の空き店舗を利用したシルバーショップを開店され、会員の就労の確保と生きがい対

策に取り組んでおられるところであります。 

○柴田委員 

 先ほどおっしゃった本町の商店街、空き店舗を利用してのシルバーの方々のショップという

のは、これは大変いいことを本当にされたなと思っております。また今度、団塊の世代の方々

が、６０歳以上の方々が退職されて、この時代ですので第二就職も余りないという時代になっ

ております。今からが就労の確保と生きがい対策が重要になってくるときだと思います。シル

バー人材センターの補助金の支出だけ評価していくのでなく、就労の確保と生きがい対策、高

齢者の方がいつまでも元気でいただくこと、これが大事なんですね。それが、またこのように

働くという意欲が、医療費や介護保険の抑制につながっていくことだと思いますので、商店街

の空き店舗を利用したシルバーショップの取り組み、就労の確保などに終らずに、買い物客の

いこいの場の提供ということも一つつながってまいります。商店街の活性化にもつながってま

いります。こういうことのためにも今後、シルバー人材センターへの支援をしっかり取り組ん

でいただく、先ほど申しましたように、医療費や介護保険の抑制にもつながっていく、これ

１つの大事な一因になっていくと思いますので、ぜひシルバー人材センターへの支援を強く要

望して、要望として終りたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 次に、楡井委員の質疑を許します。 

○楡井委員 

 １４２ページ、私立保育所、１９節の、私立保育所整備事業費という項目です。どうもすい

ませんでした。ページが一つ先に走りました。ではご指摘のとおり１３８ページですね。緊急

通報システムの電話機給付費というものについて質問を行います。これは１３節に関連の支出

費目があります。このシステムの利用状況について、まず説明していただきたいと思います。 

○社会・障がい者福祉課長 

 障がい者の緊急情報システムにつきましては、重度の身体障がい者の方のひとり暮らし世帯

等に対しまして、緊急事態に対する不安の解消と生活の安全確保等を目的に実施いたしており
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ます。ご質問の平成２１年度の利用者といたしましては６名、平成２０年度の４名に対しまし

て新規に２名の方が利用を開始されております。また、その利用の実績といたしましては、緊

急通報による救急車の出動要請が１件、それから体調不良などによる相談件数が５件、その他

受信センターのほうから利用者に対しましては、健康状態の確認などを定期的におこなってお

ります。 

○楡井委員 

 障がい者の皆さんの利用ということでありますが、それが６人ということなんでしょうけど

も、市全体でこのシステムを使っている状況というのは、ちょっと高齢者福祉のほうとの絡み

があるんでしょうけど、高齢者福祉のほうで費目を探しきれませんでしたから、もしお分かり

になっておれば、どのくらいの利用があるのか説明お願いできますか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 高齢者支援課のほうとまたがりますので、私のほうで一括してお答えいたします。緊急情報

システムにつきましては、大きく分けまして６５歳以上の高齢者に対しましては高齢者支援課、

６４歳以下の重度の身体障がい者に対しましては、社会・障がい者福祉課のほうが対応いたし

ております。ご質問の全体的な利用状況といたしましては、高齢者支援課のほうが行っており

ます分が１５４世帯、先ほど言いましたように重度障がい者世帯につきましては６世帯、合計

１６０世帯となっております。なお、高齢者につきましては介護保険特別会計のほうで実施が

されております。 

○楡井委員 

 私、前回の一般質問の中で椿公民館の高齢者見守り活動の内容などを紹介させていただいた

んですが、この緊急通報システムも高齢者見守り活動の内容としては、非常に有意義なもので

はないかなというふうに思うんですね。障がい者でなくても糖尿病や心臓病、それから高血圧

など重い症状の人もおられると思うんで、そういう方たちにとっても緊急通報システムという

のは有意義な制度ではないかと思うんですね。これを今後こういう方たちに、広げていくとい

うのは方向はありませんか。 

○社会・障がい者福祉課長 

 身体障がい者福祉法に定める障がいの中に、内部障がいというのがございます。内部障がい

は心臓・腎臓・肝臓・呼吸器、それから直腸、膀胱、及び免疫等の機能障がいが定められてお

りますけど、残念ながら糖尿病や高血圧症などにつきましては、対象外となっております。ま

た、平成２１年度の、先ほど言いました障がい者の利用の６名の方のうち、心臓障がいの方が

２名、呼吸器障がいの方が１名含まれております。ご質問の件につきましては、最近の事例に

はなりますが、末期がんの方がお昼間お一人になるということで、ご家族の方がご相談に来ら

れたようなケース等がございましたが、そのような場合につきましては、ＮＴＴなどが行って

おります民間の緊急通報サービスのほうなどをご紹介してるのが現状となっております。 

○楡井委員 

 近年、災害等が多発する可能性もあるし、水害で孤立するような高齢者の方たちもおると思

うんですね。そういう場合、自分の所在をはっきりさせるという意味では、この緊急通報シス

テムの制度も有効じゃないかというふうに思うので、一挙にというふうにはなかなかいかない

と思いますけれども、そういうハザードマップ等を研究されて、そういう中に高齢者の方たち

がどういうふうな分布、生活状況でやってるのかということなども掌握した上で、この制度の

拡大ということについてお願いしときたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

この関係では終ります。 

○委員長 

 次に、田中裕二委員の質疑を許します。 

○田中裕二委員 
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 私も同じく緊急通報システム、電話機給付費についてお尋ねをしようと思っておりましたが、

後に出てきます介護保険特別会計のほうで質問をさせていただきたいと思いますので、この質

問は取り下げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 それでは次に、楡井委員の質疑を許します。 

○楡井委員 

 １３節の上から１０行目ぐらいでしょうか。１３節でいえば７、８行目、配食サービス事業

委託料というのがあります。これも結局、何でこんなに数字が少ないんだろうかというふうに

思いましたところ、このサービスの主体的な運営は介護保険のほうでやっているというな状況

でしたので、介護保険の中でまた聞きたいなというふうには思います。ただ障がい者の方々が

このサービス利用を増えているというような状況ですが、実際はどういう推移を、これが増え

ているのかについてそれだけお聞きしたいと思います。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：３０ 

再 開 １３：３１ 

委員会を再開いたします。 

○楡井委員 

 １４２ページの１９節ですね。私立保育所整備事業費補助金ということについてお尋ねいた

します。まず、この事業内容の説明をお願いします。 

○保育課長 

 私立整備事業費補助金については国の経済対策として交付された子育て支援対策臨時特例交

付金により作られた福岡県子育て応援基金、安心こども基金でございますが、これを原資とし

て保育所等の施設整備に要する費用の一部を補助するという制度でございます。具体的には、

待機児童解消のための保育所の創設や老朽化、あるいは改築等により保育環境整備等の保育所

の施設整備に要する費用の一部を補助することにより子どもを安心して育てることができる体

制整備を図ることを目的とした事業でございます。 

○楡井委員 

 この支出に関連してですね、運営費補助金、それから運営費、特別保育事業運営費、広域入

所運営費等下の方に次々と出てきています。これらを合計するとかなりの金額になるんですよ

ね。この財源は今ちょっと言われたようなんですけども、具体的に、これらの支出に対する財

源としてどういうものがあって幾らくらいになるのかということについてお尋ねします。 

○保育課長 

 私立保育所関連の経費でございますが約１７億８０００万円となりますが、その財源の内訳

としましては約２分の１の約８億９０００万円が国県の支出金でございます。４分の１の約

４億６０００万円が市の一般財源で、残りの４億３０００万円が保護者の負担等でございます。 

○楡井委員 

 私的経営ですよね、私立保育所というのは、そこに対する補助金が相当たくさん出てるとい

うことについて、気になりなしたので今の数字をお聞きしたところです。以上です。次に、

１４４ページですかね、２節、７節に関連して、保育所費、ここに一般職給与５億４３５３万

円ですか。それから嘱託および臨時職員の賃金２億４９５５万円余りがあります。これ正規職

員と嘱託職員、臨時職員の数はですね、大方半々ぐらいに来てたというふうに記憶しているん

ですが、職員数、正規と嘱託、臨時職員の比率はどうなっておりますでしょうか。人数も出来

れば一緒に報告してください。 

○保育課長 
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 保育士の数でみた場合ですが平成２１年４月１日現在の正規職員は９９名、臨時職員等が

８０名となっており、構成比は正規職員が５５．３％、臨時職員等が４４．７％となっており

ます。 

○楡井委員 

 正規職員の年齢がかなりいま高くなってるというふうに思います。昨年、新規採用が、説明

によりますと３人あったというふうには聞いたんですけども、正規職員さらには非正規職員の

比率がこのままでは逆転するという状況が生まれて、正常じゃないというふうに思うんですね。

それでなぜ保育士の新規採用が去年がたまたま３人ということがあったんですけど、この間長

い間採用がなかった、この保育士さんの新規採用止めている、少ないのはなぜかということに

ついてのご説明お願いします。 

○委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩 １３：３７ 

再 開 １３：３７ 

委員会を再開します。 

○保育課長 

 今委員さんの質問のとおり、平均年齢では今４６．９歳ということで高くなっております。

正規職員につきましてはことしが言われましたように、本年度については３名の保育所を採用

しております。今後は定年退職等の状況、そしてまた今進めています公立保育所の民営化、あ

るいは統廃合によります必要な職員数を今後十分に勘案しながら、今後の採用計画等について

は関係部局とも協議を行っていきたいというふうに保育課としては考えております。 

○楡井委員 

 民営化を睨んで採用は差しとめていると。簡単にいえばそういうことじゃないかというふう

に思います。それを確認しときたいと思います。以上です。次に、１９節１４４ページの一番

下の方にある２行なんですけど、飯塚東保育所引き継ぎ保育士費用負担金というのが６６万円

計上されていますが、この中身について説明をしていただきたいと思います。 

○保育課長 

 平成２２年４月１日から飯塚東保育所を民営化いたしましたが、保育所の運営を円滑に引き

継ぐことができるように移譲を受ける法人は前年の１０月から引き継ぎ保育として、保育士を

配置していただいております。この引き継ぎ保育に必要な人件費に対しての助成を行ったもの

でございます。この期間と人数でございますが引き継ぎ保育については移譲についての諸条件

のなかで民営化を実施する、６カ月前の、昨年、平成２１年１０月から行うこととなっており

ます。１０月から１月までの４カ月間は毎日、のべ９５日になりますが、１名以上が引き継ぎ

に入っていただくことにしており、これに要する人件費として臨時職員賃金延べ９５日相当と

いうことで助成をいたしました。そしてまた、１月以降３月までの期間は開所日１日当たり

５名以上延べ日数で約２３０日保育士を配置することとし、このための人件費は法人のほうで

負担をお願いしているところでございます。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：４０ 

再 開 １３：４２ 

委員会を再開いたします。 

○楡井委員 

 同じ１９節なんですけども福岡県保育所連盟負担金というのが計上されておりますが、この

保育所連盟ということについては、どういう機構組織なのかですね、それからどういう活動を
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しておられるのかについて御説明願いたいと思います。 

○保育課長 

 福岡県保育所連盟でございますが、県内の市、郡、保育所連盟等公私立保育所、会員数が

５２５園でございます。これをもって組織されているもので、保育事業の振興を図ることを目

的として、保育事業の発展普及に関する事項や教育の研究、それから調査、会員の研修、並び

に相互扶助及び連絡等に関する事業を行ってるところでございます。２１年度の事業内容とし

ましては地域における子育て支援を推進し各方面との連携強化を務めながら、あるいは行政機

関等との連携の強化、そしてまた職員の資質の向上を図るための研修の実施、それから保育所

における情報公開の推進、保育所における安全対策の強化、それから職員の国際交流の促進な

ど研修事業等を実施しております。 

○楡井委員 

 今ずっと事業内容が言われましたけど、飯塚市の保育所の運営については、どういうような

影響があるのかについての内容がわかれば教えていただきたいと思います。 

○保育課長 

 飯塚市の保育所としましても、いろんな研修事業の中で特に乳幼児の保育研修会、あるいは

給食の研修会、それから新任保育士の研修会、あるいは主任保育研修会など多くの研修会があ

りますが、保育士の資質の向上等を図ることで参加をしているところであります。 

○楡井委員 

 それでは青少年対策費というところで何点かありますのでよろしくお願いします。

１４６ページの報酬というとこになりますが、次世代育成政策推進委員会委員報酬というのが

あります。この委員会の活動内容についてお知らせください。 

○児童育成課長 

 次世代育成施策推進委員会は飯塚市附属機関の設置に関する調査に基づき設置しており、所

掌事務を次世代育成支援の総合的政策に関する事項、行動計画の見直しに関する事項、行動計

画の進行管理に関する事項、そのほか、次世代育成施策推進政策に関する事項と規則で定めて

おります。前期計画の進行管理、後期計画の策定に向けてのニーズ調査の内容の検討、前期計

画の評価、後期計画の答申をしていただいております。今後は後期計画の進行管理、評価をお

願いすることとなっております。 

○楡井委員 

 また新聞の引用で申し訳ありませんが、ことしの６月２１日の西日本新聞だと思うんですが、

川筋今日談という記事があって最悪の町でいいですかという大きな見出しになってます。これ

はシンナーの乱用の問題が報道されているんですけど、このシンナーの濫用等ですねこういう

最悪の町をこのまま放置してはいかんのじゃないかということからの記事なんですけども、こ

の推進委員会委員がこういう非行その他の問題についてですね、具体的な働きかけ、そういう

ものを行っているのかどうかについてですね、説明していただきたいと思うんですが。 

○児童育成課長 

 記事の内容は、シンナー乱用の防止に向けての取り組みについてですが、次世代育成支援対

策行動計画の後期計画で取り組む事業として１８５事業を掲載いたしております。その中の事

業の１つに薬物乱用防止の啓発を掲載いたしておりますが、その中でも特に重点的に取り組む

事業として位置づけをしております。活動内容でのべましたとおり、次世代育成施策推進委員

会ではこれらの事業の進行管理で計画に沿って項目ごとに取り組みについて意見をいただき評

価をしていただくこととなります。 

○楡井委員 

 今の説明はわかりましたけど、結局この委員会というのは夜回りをするとかそういうような

具体的に体を動かして行動していくということではなくて、行政のシンクタンクのようなかた
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ちの委員会だという理解をしておきたいというふうに思います。次に、１３節の委託料、児童

クラブ運営委託料というのがあります。１億８２００万円云々という金額ですけども、この委

託料の推移について、まず説明していただきたいと思います。 

○児童育成課長 

 児童クラブにつきましては、市内２１ヵ所で実施いたしております児童クラブ委託料は、平

成１８年度は１億４９４万４１７４円、１９年度が１億６６６６万９０４７円、２０年度が

１億７６３２万９７０６円、２１年度は１億８２２３万８０９６円となっております。平成

１９年度から２０年度までの約９６６万円、平成２０年度から２１年度までの５９１万円の増

額の主な理由は児童数の増や、障がいのある児童の加配指導員の増によるものでございます。 

○楡井委員 

 金額の増は、今説明がありましたけど利用者もですね、その同じ年度で比較すると１９年と

２０年を比べると４７人、うち障がいの方が４人増えてると。それに対して９６６万円増えた

と、２０年と２１年を比べると利用者が８０人、うち障がいの方は７人増えてますが、それに

対して委託料は５９１万円、人数の増え方と委託料の増え方に反比例しているという状況にな

ってますけども、これの理由についてはどんなふうに説明していただけましょうか。 

○児童育成課長 

 委託料の９割以上が指導員の人件費となりますが、指導員の配置数については、入所児童数

と障がいのある児童の加配により決定いたしております。その他消耗品や光熱費等運営にかか

る経費を計上いたしております。委託料の算定は前年の５月の児童数によって行っております。

概ね児童３０名に指導員１名、障がい児の加配についてはチェック表を参考に、障がいの程度

により加配しておりますが、その年の児童の配置や指導員の雇用時期などによって異なってお

ります。年度途中においても児童の入所等により指導員の加配を行っております。 

○楡井委員 

 そうすると、指導員の給料がほとんどだと、大きいということですので、４７人増えて

９６６万円、８０人増えて５９１万円ということでいえば、その１９年と２０年度の時点

２０年の締め切りと、２１年の始まり、その時点では、この受け入れる、利用者を受け入れる

ところに若干余裕があったということになるんでしょうかね。 

○児童育成課長 

 その通りでございます。 

○楡井委員 

 それで、この指導員の方たちの人数の推移ならびにこの人達の給料、待遇ですね。これはど

うなっているかについて御説明願いたいと思います。 

○児童育成課長 

 指導員に４月１日現在で１９年が９９人、２０年が１０２人、２１年が１０４人で１９年と

２１年を比較しますと５人の増となっております。指導員の待遇につきましては主任指導員が

月給１４万７１００円となっております。指導につきましては土曜日、学校休業日は日額

６９９０円平日は５時間勤務で４５１０円となっております。勤務時間につきましては平日が

１３時から１８時、土曜日、学校休業日は８時から１８時の間の７時間４５分勤務となってお

ります。 

○楡井委員 

 この節は以上で終わりますが、引き続き青少年対策費の１５節に工事費が計上されておりま

す。児童センター各所改修補修工事、合わせて１１４９万円弱ですが、この補修工事、改修工

事をされた業者は市内業者ということになるんでしょうか。その点、もう一つは指名業者に指

定されてないところには発注がいってないかどうかについて御説明願います。 

○児童育成課長 
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 ２１カ所１１の業者に発注をいたしております。１３０万円未満の所管の課長決裁となりま

すので地元の指名業者により工事をお願いいたしております。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １３：５５ 

再 開 １４：０６ 

委員会を再開いたします。 

○楡井委員 

 それでは引き続きお願いよろしくお願いいたします。１４７ページ生活保護費についてから

質問させていただきます。１４７ページ第２節、３節、４節、７節等に関連してお聞きしたい

と思います。いつもお聞きするんですがケースワーカー１人当たりの担当世帯数というのが改

善されたかどうかについて、まず初めにお聞きしたいと思います。 

○保護第２課長 

 本年４月に、ケースワーカー１名増員いたしましたけれども一昨年からの経済不況とあわせ

まして就労の場の確保が難しい状況の中新規申請件数の増加により抜本的改善には至ってない

状況であります。 

○楡井委員 

 それで職員一人増やしていただいたということですけども、抜本的改善ということのために

はあと何人ぐらい増やさなきゃならないかということについてはどうでしょうか。 

○保護第２課長 

 通常、社会福祉法による１ケースワーカー当たりの標準数は保護世帯８０世帯というような

形になっております。平成２２年３月末現在でですね、４３８７世帯の保護世帯がありますの

でそれを５０名のケースワーカーで割ればとりあえず８７．７世帯というような形になってお

ります。そういった状況の中でですね、計算をいたしますと、４月の１日現在で計算いたしま

すと、４コンマ数名の人員が今現在不足しているという状況でございます。 

○楡井委員 

 結局最低５人は必要だということじゃないかというふうに思うんです。それで、社会問題に

なっております高齢者の方たちの行方不明、また高齢者の孤立化などを防ぐためにもこのケー

スワーカーの活動の側面からですね、高齢者を見守っていくという運動は有効だというふうに

思われるんですが、どのようにお考えになりますか。 

○保護第２課長 

 質問委員の言われるとおりと考えております。在宅の独居並びに高齢者世帯に通常の訪問と

は別に、近くにですねケースワーカーを訪問した際には自宅に立ち寄るように指示をしており

ます。特に本年につきましては夏に熱中症の心配もありましたように高齢家庭には特に注意を

払ったところでございます。 

○楡井委員 

 大変ご苦労さまでございます。資料によりますと、その最大受け持ち所帯数は１１２人とい

うふうになっておりまして、７４％のケースワーカーの方が基準を上回っている状態になって

おります。ぜひ部長を先頭にですね、改善に取り組んでいただきたいというふうに思いますの

で、市長、副市長もこの点よくお考えいただいて御協力をお願いしたいというふうに思います。

それから、保護率がですね、４９．２‰ということになっています。成果説明書にもあります

ね。これは％に直せば４．９２％ということですから現在では５％を超えてるんじゃないかと

いうような御指摘も受けました。それでも平成２１年は３４１件の廃止があります。この廃止

の内容について説明していただきたいと思うんです。 

○保護第２課長 



３１ 

 平成２１年度の廃止件数は３４０件ありました。内訳についてご説明させていただきます。

主な廃止理由は、死亡１１９件、全体の３４．９％というふうになります。続きまして、転出

４８件、１４．１％になります。就労による収入の増加４２件これが１２．３％というふうに

なります。社会保障給付金の増加４０件、これが１１．７％というふうになります、以上が主

な内訳というふうになっております。 

○楡井委員 

 ３４１件の中で１１９件３５％が死亡という説明でありました。その多くの方たちは高齢者

ではないかというふうに思うんですね。そういう意味からも先ほど緊急通報システムのことで

お尋ねいたしたようにですね、この側面からも緊急通報システムの必要性があるんではないで

しょうか、さらにその有効性もあるんではないかというふうに思うんですけど、いかがお考え

になりますか。 

○保護第２課長 

 死亡件数１１９件のうちですね高齢者の死亡はそのうち７９件で全体の約６６％を占めてい

る状況となりました。市が実施しております緊急通報システム設置に該当する世帯の被保護者

で必要性が認められる方につきましては担当課の方につなぐようにですね、ケースワーカーに

周知してまいりたいというふうに思っております。 

○楡井委員 

 ぜひ、積極的にお願いしたいというふうに思うんです。それでこの決算に直接は関係ないん

ですけれども、保護者所帯のこのデジタル対応についてですね、その状況はどうかというふう

に事前にお聞きしたところ、終わったところとそうでないところがまちまちであって、手続き

についてですね、理解がいってないんじゃないかということが説明を受けました。それで、こ

れをきちんと説明してデジタル放送来年７月からきちんと見られるような状況、保護家庭ので

すね、にしなきゃならんというふうに思うんですが、きちんと説明をしていただく対策をどう

考えられておられるのか説明願いたいと思います。 

○保護第２課長 

 地上アナログ放送は来年７月２４日で終了いたしまして地上デジタル放送しか見れなくなり

ます。保護課におきましては、昨年チラシ等を作りまして、被保護世帯に周知を図ったところ

でございます。しかしながら現状では設置状況に関しましては、世帯の把握までいっていない

のが現状であります。本年の地デジのチューナーの申込期間は１２月２８日までとなっており

ます。課といたしましては１１月の支給日に合わせてチラシを作成いたしまして、周知の徹底

を図らさしていただきたいというふうに思っております。また同時に世帯訪問の際チューナー

の設置状況確認しまして設置されてないところには支援に努めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

○楡井委員 

 生活保護費の２０節なんですが、不用額が非常に大きいというふうに今思うんですよね。

２億３４００万円余りがあります。この不用額はこんだけ大きいことについての、この理由を

説明していただきたいと思います。 

○保護第２課長 

 昨年度は新型インフルエンザの流行が心配されましたけれども、幸いにも鎮静化したこと、

また一昨年からの経済不況、地域経済の低迷の中で、予測していました保護申請の伸び率が下

回ったことが理由として挙げられます。 

○楡井委員 

 生活保護費については終わります。 

○委員長 

 次に吉田委員の質疑を許します。 
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○吉田委員 

 通告にしたがいまして生活保護行政、扶助費について、幾つか質問をさせていただきたいと

思います。その前にちょっとお断りを申し上げたいんですけど数字を聞くもんですからね、前

もって資料要求でですね、出しておけばよかったんですが、締め切りに間にあわなったので資

料を要求しておりません。その点、いくつか数字を聞きますので皆さん方にお詫びを申し上げ

ておきたいと思います。よろしくお願いいたします最初に生活保護の動向についてですね、御

質問をさしていただきたいと思います。生活保護の所帯数、我が市のですね、所帯数、人員、

保護率の推移についてお尋ねをいたしたいと思います。過去３年間でお願いします。 

○保護第２課長 

 平成１９年度、２０年度、２１年度の順で各年度３月末現在でお答えいたします。まず、平

成１９年度が保護世帯数４０６８世帯、人員６，１８９人、保護率４６．６‰となっています。

続きまして、平成２０年度が保護世帯数４，２１２世帯、人員６，３９４人、保護率４８．

４‰というふうになってます。続きまして２１年度、４，３８７世帯、人員６，６２６人、保

護率５０．４‰となっています。 

○吉田委員 

 わかりました。‰というのは私もよくわからないので例えば飯塚市の全世帯に保護受給者の

世帯の数が今言われましたね、この全世帯に対する受給世帯の率で言っていただけんでしょう

か。‰では我々理解に苦しむんですよ。これは今、電卓ではじき出せばわかることですが、で

ていないでしょ。出ていれば教えてください。世帯率だけでいいので。もういいです、わかり

ました。７％ぐらいのところになるんじゃないかなと思いますので、わかりました。それでは

次に進みます。次にですね、扶助費の決算について伺いたいと思います。生活扶助費の決算額

について、３カ年間、ちょっと教えてください。 

○保護第２課長 

 過去３カ年の決算額を報告申し上げます。１９年度が８８億６４１３万３１９３円、２０年

度が９０億５２６５万５６９９円、２１年度が９４億２５７万４０１５円、伸び率に関しまし

ては平成２０年度が対前年度２．１％の伸び、２１年度は対前年度を４．１％の伸びというふ

うになっております。 

○吉田委員 

 ８８億、９０億、９４億とどんどん増えていますよね、これは今の不況下しょうがないこと

だろうと思いますけども、このうち私の知っている限りでは４分の３は何といいますかね、市

の持ち出しではなく国庫負担金といいますかねこれが入ってきてると聞かされてるんですけど、

間違いないでしょうか。 

○保護第２課長 

 そのとおりでございます。 

○吉田委員 

 そうしましたら残りの４分の１は、これを聞きたいんですけど、これは単費なんですかね。 

○保護第２課長 

 ただ今御質問のありました。４分の１の金額に付きましては地方交付税にて措置がされてい

るという形になります。 

○吉田委員 

 残りの４分の１は地方交付税だとお答えいただきましたけど、それをしましたら市の単費持

ち出しといいますか、俗によく、市は腹は痛まないなんていう言葉使いますけども、ほとんど

国県が賄ってくれるわけですね。１００分の１００ですね。一応それだけ先に聞かせていただ

いときます。 

○財務部長 
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 ４分の１につきましては交付税制度の中で措置がされております。この交付税の仕組みとい

いますのは基準財政需要額を積み上げまして基準財政収入額それを差し引いたのが交付税でご

ざいますので、基準財政需要額の中に４分の１が積み上がっているということで４分の１が全

額交付税で来てるとこういうことじゃないんですね。財政力指数が０．５ですので、基準財政

需要額を積み上げたものの約半分が交付税で措置されてあとは残りの半分は市税とか、そうい

うことで対応してるということで、交付税の仕組みの中では算入されてるということでござい

ます。 

○吉田委員 

 わかりました議論的にはそんなふうになっとるということで。しかし、今の説明を聞きまし

て、だいたい私はほぼ１００％賄われているんだという感覚を持ちました。これは受け取り方

の問題でしょうね、まあそういう認識でわかりました。そしたらですね生活保護費についてで

すね。ちょっと具体的に御質問させていただきたいと思います。大体ですね、標準世帯といい

ますか、標準で、保護額と言いますか、保護費っていいますか、これはどのくらいになってい

るんでしょうか。 

○保護第２課長 

 類型ごとの標準世帯で試算致しますと、まず６０歳代の単身高齢者世帯で住宅扶助の上限額

３万２０００円を加えますと１０万８００円となります。続きまして５０歳代の単身傷病世帯

で住宅扶助を加えますと１０万２６００円となります。続きまして３０歳代の単身その他世帯

で住宅扶助を加えますと１０万４４００円となります。また、二人以上の世帯の試算は高齢者

世帯で６０歳代の夫婦で住宅扶助を加えますと１３万６０４０円、その他世帯で３０歳代の夫

婦と中学生のお子様２人の計４人世帯で試算いたしますと教育扶助、住宅扶助、給食費、児童

養育加算を加えますことになりますので合計で２６万８９５０円というふうになります。この

ほかに医療扶助および来月、１１月から来年の３月の間、５カ月間の間は冬季加算が支給され

ます。 

○吉田委員 

 聞いてびっくりしたんですが、２０数万ですか、これはあれですか、母子所帯が多いんだろ

うと思いますけど、３０代でしたかね３０何歳ですかね、夫婦２人と子ども二人。３０代の方

の。３０から４０歳ぐらいの年齢で子どもさんが小学生ぐらい二人お持ちでこういう方だと幾

らくらい受給されているのかと聞こうと思いましたが、今似たようなものが出てきましたから

参考にさせていただきますけど、せっかくだから答えていただけませんか。３０歳から４０歳

くらいの年齢の方で小学生を２人ぐらいお持ちの母子所帯の生活保護を受けてある方の、大体

で結構です、どれくらいでしょう？ 

○保護第２課長 

 母子世帯３０代の方で小学生のお子様一人中学生のお子様一人、子どもさん２人ということ

で計算しますと、総額ですね２５万１３４０円という形になります。あくまでもこの金額には

ですね、住宅扶助の上限額３万２０００円という金額を入れておりますことをつけ加えさして

いただきます。 

○吉田委員 

 凄いですね、普通、子どもさん、小学生、中学生をおもちで３５位の方がですよ、民間にで

すね、どこかの会社で働かれましたらおそらく給料は１３万か１４万くらいしか受けられない

と思うんです。そしてですよ、私は申し上げたいのは生活保護の方は税金がほとんどゼロでし

ょ。例えば、税金にですね、所得税がありますよね、そして住民税ありますよね、もちろんそ

の国保にも普通の人は入りますよね。国保税も。そして一番大きなお金がかかるのは医療です

よね、病院にかかった場合。こういうのは全部無料でしょ。と思います。間違っていたらご指

摘ください。ちょっと教えてください。 
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○保護第２課長 

 ご指摘のとおりでございます。 

○吉田委員 

 そうしましたら、２６万円生活保護が出てたら、ほとんどあとは出すものがないんですよね。

正味２６万円なんですよ。そしたら民間で働いてる方が、例えば１４万円にしましょう、そし

たら諸々会社で引かれ物がありますよね。１４万円と言えども、もらったときには１１万円ぐ

らいなってるんですよ。それから医療代、子どもさんが小さかったら保育料、学校給食代、あ

と何がありますか、諸々幾つかありますよね。そうしたら１４万円といっても、正味１４万円

ではなくて、実際６、７万円になると思うんですよ。６万円とか７万円に。そしたらもらう

１つ、保護を受けられている方、今の説明ですけど、正味２６万円なんですよ。そしたら汗水

たらして働いた方が、１４万円ぐらいで実際は７万円ぐらいになっちゃうと。ここんとこを、

どう国が考えているのか。お宅たちに言っても、僕はこの質問をするときに悩んだんですよ。

市の方に幾ら言ったって、国の政策だから幾ら言われても、国に言ってくださいと言われるん

じゃないかと思って。しかし、今のようにこの日本の経済がおかしくなっている時に、これは

何か生活保護の、こういう意見はおそらく国会議員さんまであまり出てこないで、聖域になっ

ているのかどうかわからないけど、これは今から先どんどん言わないと、まじめに働いた人が、

私は昔からちょっと聖人ぶって悪いですけど、正直者が馬鹿を見ないような世の中にしなきゃ

いけないということを、よく使わさせてもらったんですよね。これ、汗水たらして一生懸命働

いた人が、手取り７万円ぐらいで、四苦八苦して頑張っているのに生活保護の人は税金は何も

納めないで、２６万円が正味２６万円じゃ、ここのところどんなふうにお考えですか。お答え

ください。お宅たちに聞いたってしょうがないとわかりますけど、今のことを前置きしてお答

えください。 

○保護第２課長 

 そのご質問に対しまして、私たちの答弁といたしましては、生活保護法、国の基準に基づい

て支給しているというような返答しかできませんので、ご了承願いたいと思います。 

○吉田委員 

 そういうお答えしか難しいだろうなというのは、最初からわかっておりますけど、もう少し

国も考えないといけんですね。きょうも新聞に載っておりましたけど、私たちの身のことなん

ですけど、地方議員の年金がものすごく後退して廃止にちょっと脅かされている現状の記事が

載っておりましたけど、年金も２回ほど下げられましたでしょう。生活保護はほとんどないと

私は思ってますけど、どんなふうでしょうか。 

○保護第２課長 

 最近は子ども手当のからみで、児童養育加算という制度改正があっておりますが、その他に

ついては改正はあっておりません。 

○吉田委員 

 わかりました。ちょっと本当におかしいなと思います。いろいろ縷々生活保護実態の説明を

いまお願いしてまいりましたけども、私は決して、それこそ生活保護法にのっとりただ闇雲に

生活保護を減らしなさいと言っているわけじゃないんですよ。生活保護法にのっとり必要な所

帯には、私は保護すべきであると。それは強く感じているんです。ただ、生活保護をもらわれ

るよう立場の方でも、生活保護をもらわないで一生懸命働いておられ方があるんですよね。だ

から、私はその方々のためにも強く申し上げたいんですよ。ただ今言うように、私は皆さん方

と同じように、やるべき人にはやらなきゃいけないという立場は一緒なんです。ただ一般の市

民が、すべて納得できるような保護行政を進めていただきたいと。この場で強くお願いしてお

きたいと思うんです。私がお願いをするまでもなく、保護課の皆さん方は日頃より厳しく監視

作業とか、またチェック作業ですね、これを一所懸命やってあると思いますが、ここであえて
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言わせていただきたいんです。受給所帯の生活実態を訪問活動により十分に把握されて適正な

指導、支援を行っていっていただきたい。そして必要な人にいっているだったらいいけども、

保護が必要でないと判断されたときには、厳しく保護廃止の手続も適時行っていただきたい。

そして、適正な保護業務を進めていただきたいと強く申し上げておきたいと思います。非常に、

監視するということは厳しいことだと思います。しかしながら、どうぞよろしくお願いしたい

と思います。この監視活動は、本当に私は簡単に言っているけど、難しいことと思います。こ

の頃あったじゃないですか、敬老の日の前に１００歳以上の人のわずかな数の数字を把握する

ことだって、非常に困難になっているじゃないですか。あれも監視が行き届いてないんですよ

ね。飯塚市もあるんじゃないかなと思うんですよ。１００歳以上の方が１年に１回数が出ます

よね。今度もう相当な間違いがあって、亡くなっていらっしゃる方々がいっぱい出てきたじゃ

ないですか。それをまた年金に利用したり、要するに、まだ住民票とか戸籍に生きたようにな

っているんですよ。その管理もなかなか行政はできないんですよ、やっぱり難しいと思うんで

す。行政が悪い悪いとは私申しません。なかなか、よっぽど監視していないとこれは本当に難

しいんです。ましてこの生活保護を、受給者を監視していくというのは、私はむちゃくちゃ難

しいと思いますよ。だから、もう全然文句を言う気持ちはないんですよね。特に、これまたち

ょっと余談なりますけど、相撲でも問題になりました反社会的集団といいますか、反社会的勢

力っていうですかね、この問題でこれに関わって、相撲界も大変な失態を演じたでしょうが。

あれと同じで、ここで伺います。この今言いました反社会的勢力、これに対する対応はどのよ

うになさってますか。 

○保護第２課長 

 基本的には反社会的な方に関しましては、生活保護は支給しておりません。関係機関に照会

をかけて対処しておりますので、ご報告申し上げさせていただきます。 

○吉田委員 

 今言われますように、反社会的勢力の方には、もちろん受給してはなりませんよね。しかし、

間違って受給なさっているかもわかりません。向こうはウソの申請をしてくるんだから。そう

いうのが後でわかった場合、監視活動をなさっている保護課の皆さん方が自宅を訪問して、お

たくはちょっとだめですよと言っていかないといけないんでしょ。これはなかなか監視活動の

中で言っていけますか。怖くて見て見ぬふりをしているんじゃないでしょうか。そこんとこち

ょっとお答えください。 

○保護第２課長 

 通常、暴力団構成員という言い方をしたほうがわかりやすいかというふうに思いますけれど

も、新規申請の際に、そういった方というふうに思われる方につきましては、関係機関に照会

をいたしまして、保護の決定をさせていただいております。また年に１度は、そういった関係

機関にも照会をして、どうなってるかという状況を保護課といたしましては、調査をしている

次第でございます。 

○吉田委員 

 反社会的勢力の話をしましたけど、似通った話なんですけど、受給しちゃならない方に受給

するというような似通った話なんですけど、例えば私はもう１５年ぐらい前からですけど、私

がよく聞くことなんですけども、おたくたちも相当聞いてあると思います。飯塚オートレース

場とか、パチンコとか、これは４分の１ぐらいの人が、オートレース場とかパチンコをやって

いるという話をよく聞いてきたんですね。おたくたち内心は言葉じゃ答えられませんよね、確

かなことじゃないから。私もありえるんじゃ、そうかなと、本当にそれは肯定しているんです

よ。４分の１ぐらいの人が、飯塚オートレース場に行っている、パチンコやさんに行っている、

生活保護の人が４分の１ぐらいは来ているという話をよく聞くんです。これも、私は当たって

いるんじゃないかと、よくことわざに火のないところに煙はたたぬと言いますかね、あります
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よね、ことわざに。火のないところに煙はたたないと。私もそうじゃないかなと思ってるんで

す。それともう１つ、これもちょっと蛇足になって申しわけないです。こんなこと言わんでい

いとにと同僚議員が思っているかもわかりませんけど、３０年ぐらいまでこういうことがあっ

たんです。これ本当の話なんです。私が行っているお店に亭主さんがいて、奥さんがいて、そ

こにパートの人がお昼間アルバイトでお手伝いに来てあるんです。長年来てあったんですけど、

奥様から聞いたんですが、何とかさんのところはこのごろ夫婦別れしているんですよねと。あ

あ、そうですかと。しかし、子どもさんが学校に行ってあったから、小学校か何か、まだ低学

年です。恐らく１年生か２年生。お母さんを訪ねてくるんです、昼。土曜日か日曜日か知りま

せんけど。そのときに、夫婦別れされたという話なもんですから、店主の方が、何とかちゃん、

子どもが来るんですお母さんのところに。来たら、ちょっと奥さんが裏にいってあるんでしょ

うね。何とかちゃん、お父さんがおんしゃれんごとなったから、寂しかろうと聞いたそうです。

そしたら子どもは正直なもんで、いやお父さんは毎晩帰ってくるよって言ったそうです。だか

ら、それを店主の方は私に話されたんです。そして生活保護をもらわれるようになったんです。

だから籍は抜いてあるですよね、戸籍のほうは。しかし実際は夫婦生活は毎日同様になさって

いるんです。ただ、籍だけ抜いてあるんです。だから、こういうことがわが市でも非常に多い

んじゃないかなと私は本当のところ思っています。だからこういうところを厳しく監視してチ

ェックしていただきたい。それともう１つ聞きます。保護の申請のときに持ち家とか、車はど

んなふうになっているんでしょうか。条件では。家は自分の持ち物である、また車もいい車を

持ってある。申請の時にはどういうふうになるんでしょうか、対象に。 

○保護第２課長 

 通常、申請の際に自宅があると、なおそこがローンで返済をしているといった対象の方につ

いては、通常は保護申請という形はとっておりません。また車につきましても、通常は保護世

帯につきましては、車の所有は認められません。ただし就労活動に、お勤めによって、ある一

定額の就労賃金を上げていると、または病気があって、どうしても車がないと通院等ができな

いという方については、認めているケースがございます。 

○吉田委員 

 それと、生活保護が以外と長期にわたって受けられている方も、相当おらっしゃるんじゃな

かろうかと思うんです。だいたい、こういう数字が出るかどうかわかりませんけど、平均何年

ぐらい、そういうのは出していらっしゃいませんか。 

○保護第２課長 

 恐れ入ります。いま質問委員の質問した事項については、私ども、きちんとした数字がつか

めていないという状況でございます。 

○吉田委員 

 わかりました。監視いろんな他のチェックをなさっている中からですね,おそらくその自立

を保護課の方は進めていらっしゃると思うんですよ、自立しなさいと。１年間ぐらいですよと

かですね、そういう形で。この自立なんですけどね、私が考えるにここで自立率というのを聞

きたいんですけど、おそらくそれも出していらっしゃるかどうかわからないから。わかります。

今までことし１年自立は何人いて。まあ、それは聞きますまい。もういいです。いいですか。

自立を非常に進めてあると思います。まあ１年間で自立を何人させたとかいう結果は出てると

思うんですよ。わかりますか。ちょっと答えてください。 

○保護第２課長 

 これ昨年の保護廃止となった件数が３４１件ございました。そのうち収入が安定という理由

で、これ自立ということになりますけれども、至った件数は４２件。全体の約１２％程度の数

値というふうになっております。 

○吉田委員 
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 そうですか。ありがとうございます。こんなのがどんどん増えていけばいいと思うんですけ

どね。しかし私は非常に難しいんじゃないかなと思います。それは何でこういうことを言うか

といえばですね、先ほどいろいろお尋ねしましたように、生活保護の方の待遇、待遇と言った

ら言葉悪いですかね、保護の金額といいますか、これが私はだいたい一般の人の、あまり言い

たくないんですけど、普通の年金受給者とか普通の労働をなさってる方とか、さっき言いまし

たね。金額を出して、これに比べれば非常にいいんですよ。恵まれてるんですよ。倍ぐらい恵

まれていると私は言いたい。特に年金受給者なんかを１としたら、それも答えていただきたい

んですけど、おたくたちが答えるのはちょっとおかしなことになったらいかんから、私が申し

上げます。その年金記録受給者の人を１としたら、２ぐらいの金額をもらわれてると私は思う

んですよ。もらっている金額も多いでしょ。そして、税金は０でしょ。そういうところから考

えたら、私は少し恵まれているんじゃないかなと思いますので、保護をもらっている人に自立

をしなさいと言ってもなかなか待遇がいいもんだから、自立したほうが条件が悪くなるんです

よ。だから難しいんじゃないかなと私は思っております。これ言ったって国の政策だからどう

しようもないからもうやめますけど。最後にちょっとお聞きしたいんですけど、世界のこの生

活保護法、例えば中国、韓国ヨーロッパ、アメリカ、こういうところに生活保護法があるのか

どうか知りませんけど、どんなふうになっていますか。 

○保護第２課長 

 外国では日本のようなきめ細かな生活保護制度はないと聞き及んでます。社会保障制度、そ

れぞれの国の国民性で規制がありまして、単純に比較することは適当ではないかと、問題があ

るということを前提にですね、アメリカ、中国、フランスでこの３国の日本の生活保護制度に

相当する制度を十分ではございませんけれども、ご紹介させていただきます。まずアメリカで

ございます。貧しい家庭のための一時給付が支給されておりますが、期間が一時的で就職して

いることが要件というふうになっております。また貧困家庭を対象に、フードスタンプ、食糧

費補助ということでフードスタンプの交付があり、最低限の食生活維持が図られる措置が講じ

られております。続きまして、中国でございます。１１年ほど前１９９９年から最低生活保障

制度が発足しております。特徴的なことは中国の場合、透明性を確保するため申請者と受給者

の個人情報が公開されることとなっています。フランスでは１９８８年に長期失業者に対する

社会最低所得制度が始まっております。しかしながら支給額がパートタイム労働者の最低賃金

と差がないことから、労働意欲を失わせる状況が生まれまして、２００９年から労働意欲を喚

起させる新たな積極的連帯所得制度が始まり、就職いたしましても収入額に応じて段階的な保

障が受けられる制度に変更しております。以上３カ国の説明をいたしましたけども、金額等に

つきましてはちょっと比較等がしにくいかというふうに思いますし、またうちの方も十分にそ

ういった資料を手に入れることができませんでしたので、今のご説明にてご了承願いたいとい

うふうに思います。 

○吉田委員 

 いろいろ説明ありがとうございました。日本のようにこんな恵まれた保護法、こういうのは

私は世界にはないんじゃないかと、私は思っております。これですね、市に言ってもあまり効

き目がないと思いますので、市長にお願いがあるんですけどね。何か国に通じる会合、例えば

全国市長会とか、何かのときに、私はもう何回も言いましたように、この問題に対しては聖域

か何か知らないけどあまり活発化しないんですよ、生活保護は特に。あとの者は節約できるも

のはどんどんどんどん引き下げろ、引き下げろという話だけど。私はね、いま日本のこの生活

保護の金額がものすごい恵まれていると思います。だからさっき自立も難しいと言いましたよ

うにね、もう少し年金額が負けないように高ければいいんですよ。いま生活保護をもらってい

る人のほうが多いんですよ。お金持ちなんですよ。さっき言いましたように、税金も払わない

でいいんだから。３５年、４０年働いた人の年金生活者と同じぐらいもらうんですよ。子ども
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さんも２人ぐらいいたら、さっきみたいに。２６万円年金もらってる人というのは、かなり長

く勤めていいところに勤めていないとないですよ。この辺の零細企業じゃないですよ。だから、

最後に市長に、このことで答弁いただくのは恐縮なんですけども、そういうことで国がもう少

しこの生活保護のことをもうちょっと考えて。私はですね、厳密にやってはならない人には絶

対やらない、生活保護が必要な人だけは絶対もらうべきであるということ、これはきちっと行

われたら、これは私見で申し訳ない、間違ってるとご指摘を受けるかもわからんけど、私は

３割は減ると思うんですよ。さっきの話やないけど、４分の１はパチンコやらオートレースや

ら行ってるという話もね、ひょっとしたら当たってるのかもわかりませんよ。だから厳密にチ

ェックすれば、私は３割は減ると思ってます。最後に、生活保護の申請には期限がさっき何年

が平均も出ませんでしたけどもね、期限はないですけどね、おそらく生活保護がOKになったら、

ニタッと笑っている人もいるんじゃないかなと思うぐらいで、言葉悪いですけど。免許証でも

４年に１回更新がありますね。だから市の監視しなさい監視しなさい、監視してだめな人は廃

止に取りやめますよということじゃないで、どうして私こうならないのかなと不思議に思って

いるのが、４年に１回か３年に１回で再申請制度にならないと、私は減らないと思うんですよ、

チェックに任せとっても。１００歳以上をあんなに見逃すんだから、生活保護のこんな莫大な。

私、以前教えてもらったんですけどね。いま飯塚市が１ヵ月８億円要るんですよ。８億円、も

ちろんこれ１００分の１００国庫負担とか交付金でまかなわれると言いましたけど。１年間で、

ここいま何ページですか。１５０ページで９４億２５００万円でしょうが。９４億ですよ。全

国にしましたら年間、聞きますところでは約３兆円。いま財政難、財政難て、生活保護者に

１年間３兆円ものお金がかかってるんですよ。こういうことをしかと市長、ご理解いただいて、

最後に、何らかの中央につながる会議のときにそういう件もちょっとでも申し添えて言ってい

ただいてければと思うんですけど、市長の最後のお言葉聞いて、終わります。 

○児童社会福祉部長 

 いま委員のほうからいろいろ議論いただきまして、私どもも平成２２年度予算で保護の関係

が１００億円近くあるんですけど、このままじっとしているわけではありません。私はもう

２５年ぐらい前にケースワーカーを５年やりましたけど、いま委員が言われたように、オート

レース場、パチンコ店の調査も行ってます。私のときも何人か生活保護受給者がおりましたけ

ど、いま委員が言われるような４分の１とかの数ではありませんでしたので、その方々にはと

にかくこういう所でしないで、病気の方が病院に行ってください。あとは働かれる方について

はハローワークに行ってくださいという形で指導しておりました。今のケースワーカーも同じ

ように指導をやっております。それと今の保護は全国的に増えているような状況でございます

けど、私どもは今度も福岡県の福祉事務所の所長会議がありました。そのときも私は言いまし

たけど、このままでいいのだろうかということで、どうにかしてこの生活保護制度をもう少し

見直していかないといけない、国に対しても要望は言っていかないといけないのじゃないかと。

いま委員がご指摘のように、国民年金をもらってる方とひとりで暮らされてる方の差が出てき

ております。そういういろんな面も考えた中で、国に対する要望は私ども福祉事務所所長会議

の中で県、国に対する要望を上げていっているところでございますので、ご理解をよろしくお

願いいたします。 

○吉田委員 

 ありがとうございました。市長の答弁がないで残念でしたけど、ありがとうございました。 

○楡井委員 

 この生活保護の制度についてはですね、終戦後に憲法が公布されて、そしてその憲法の条文

に基づいて、５０年前からこの朝日裁判をずっとやられてきたんですよね。こういう国民的な

運動を反映して生活保護法ができて、そして現在のように至っている。何で国がお恵み的に出

してやってるという状況ではない。国民と生活困窮者の方たちが自分達にきちんとした暮らし
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をさせろということで闘いをとってきた内容としてですね、今の姿があるんじゃないかという

ふうに思うんですね。それで、先ほど課長が４人家庭です３人家庭ですか、２６万円というふ

うに言われましたけど、いま吉田委員の理解ではこの２６万円がそっくりね、その方の手に渡

るというようなご理解をされてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。課長は医療費

とかそれから家賃とか就学援助の問題とか、そういうことも含めて合計２６万円にあたります

というふうに言われたんじゃないかと思うんですよ。そういうところをもっとこう、きちんと

しないといかんと思います。４人家族でだいたい１２、３万円ということじゃないかというふ

うに思うんですね、いまさっきの年齢構成からして。そういう状況をしっかり、内容を理解を

していただかなくてはいかんのじゃないかなと思います。確かにパチンコ店に行くとかオート

レースに行くとかいう人もいると思います。いると思いますけれども、そのほうが資力という

ことではないんじゃないかというふうに思います。それから自立がなかなか難しいというお話

がありましたけど、これは一昨年、もう１つむこうかな、派遣切り等でですね、いろいろこう

問題になって派遣村とかいうような状況ができた、こういう社会状況の反映というのもですね、

やはり自立ができない、就職がなかなか難しいということになっているというふうに思います。

年金で、当然この収入が少ない方たちは、生活保護の対象になるわけで、年金を受けながら保

護制度を活用するということで生活を守っておられるか方たちもたくさんいるんじゃないかと

いうふうに、私は理解しているんです。いまの保護課の皆さん方が、認定に非常に甘いという

ようなことは決してありません。私は何回もご相談の方と一緒に行きますけど、本当に厳しい

ですよ。だからもっと緩めて認定してもいいじゃないかというぐらいに思うんですけども、そ

れは法律的な縛りがありますから、職員の方たちはそうはいかんでしょうけども、甘い認定で

はないということも加えて私の意見として出したいと思いますが、そういうのは状況じゃない

かと思うんですが、課長いかがですか。 

○保護第２課長 

 先ほど言いました３０歳代の夫婦と中学生の子ども２人の世帯で言いますと、生活費等が総

額１８万３０００円ぐらいになります。それプラスですね、いまで言いましたら子ども手当

２万６０００円を加えますと、２０万ちょっとというような形になります。あとですね、先ほ

ど言いました住宅扶助、教育扶助、給食費、これは住宅扶助については家賃として支払われる

もの、教育扶助、給食費については学校等に支払われるものというような形になりますので、

３０歳代夫婦と中学生２人という形になりましたら、子ども手当を加えますと２０万ちょっと

の計算なります。 

○楡井委員 

 子とも手当は生活保護じゃないでしょう。どうですか。生活保護ですかね。 

○保護第２課長 

 子ども手当分については、生活保護におきましては児童養育加算ということで支給さしてい

ただいております。 

○吉田委員 

 最後に一言だけ。私は何度も言ってきましたけど、生活保護には賛成なんです。必要な家庭

には、やはりいまのような大不況の時期、生活保護は支給してやらなきゃいけないという考え

は強く持ってるんでございまして、いま言うように、他の年金の金額は低すぎるから、生活保

護の人より何かちょっといいぐらいにならないと、自立は難しいですよと言ったんです。終わ

ります。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １５：０４ 

再 開 １５：１６ 
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委員会を再開いたします。田中裕二委員の質疑を許します。 

○田中裕二委員 

 １５３ページ乳幼児育成指導事業講師謝礼金について質問をさせていただきますが、この乳

幼児育成指導事業というのは発達障がいの早期発見のための事業だと、このように認識してお

ります。まずそのとおりですね。確認をさしていただきます。 

○健康増進課長 

 そのとおりでございます。 

○田中裕二委員 

 それではこの育成事業の対象者、平成２１年度では何人の方が対象だったのか、その人数を

お聞かせいただきたいと思います。 

○健康増進課長 

 平成２１年４月１日現在の園児４，３５６名が対象となっております。その内訳といたしま

しては未満児が１，１３０名、３歳児が１，００７名、４歳児が１，１２０名、５歳児が１，

０９９名となっております。 

○田中裕二委員 

 ただいまのご答弁の中では、園児数４，３５６人という答弁ございましたが、これは通園さ

れていらっしゃらない方は、何人ぐらいいらっしゃるのか。数が分かれば教えてください。 

○健康増進課長 

 認可保育所とかそういった方が含まれておりませんので、正確な人数は把握しておりません

が、２２年度はその方も含めて事業展開はいたしております。 

○田中裕二委員 

 ２２年度以降は園に通っていらっしゃらない方も含まれるということですね。２１年度の分

で聞かせていただきますが、それではいまご答弁ありました４，３５６人の対象者のうち発達

障がいの疑いがあると、認定されるというんでしょうか、そのような方が何人ほどいらっしゃ

ったのか、お尋ねいたします。 

○健康増進課長 

 発達障がいということに限らず、個別相談の必要があると判断された９０名の方が個別相談

にご案内いたしました。これは対象者全体の２．１％にあたります。 

○田中裕二委員 

 育成事業の目的はさっき言いましたように発達障がいの早期発見のための事業ということで

ございますが、私も一般質問等でたびたび発達障がいに関しては質問させていただきました。

そのとき一番問題になっているのが、発見が非常に難しいと、通常では乳幼児健診と就学前健

診で発見をするようにするとふうにされておりますが、乳幼児健診の場合は３歳児健診で終わ

り、そして就学前健診は就学前の半年ぐらい前に行われる健診であるということございますが、

３歳児健診の場合は、まだ３歳児では集団生活が始まっていないので発見をするが非常に困難

であると、就学前健診は身体測定が主になるので、ここでの発見は非常に難しいと、もうほと

んど０に近い数だというふうな答弁がずっとあっておりまして、そこで大事なのは５歳児健診

が大事ではないかということで、飯塚市といたしましては乳幼児育成指導事業が始まったと理

解をしておりますが、それではそこでお尋ねをしたいんですが、この効果という点になると思

います。通常の乳幼児健診で発見されなかった人たちが、この事業を実施することによって発

見できるようになった数は大体どのくらいいらっしゃるのか、お尋ねいたします。 

○健康増進課長 

 先ほど質問者言われましたとおり、通常の乳幼児健診では３歳までを対象といたしておりま

す。３歳児健診で既にその状況が把握された方につきましては４４名いらっしゃいました。今

回、全体で９０名ということでございますので、新たに４６名の方が見つかったというふうに
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考えております。 

○田中裕二委員 

 通算の３歳児健診では９０名のうちの４４名の方が、発見という言い方でいいのかどうかわ

かりませんけど、発達障がいの疑いがないとは言い切れないという表現がいいんでしょうか、

その数がこの事業をすることによって９０名の方が個別相談するに至ったということでござい

ますので、この事業そのものの効果はあるんだろうと思いますが、担当課としてはこの事業の

効果、必要性についてどのようにお考えなのかをお尋ねします。 

○健康増進課長 

 先ほども申しましたとおり、乳幼児健診で発見された人数が４４名、今回の新たな事業とい

たしまして４６名の方を個別相談にご案内できたということですので、この事業自体の必要性

は十分に考えております。今後もこの事業を引き続き実施することによりまして、より多くの

発達障がいに対する支援ができるものだと考えております。 

○田中裕二委員 

 ぜひとも課長の答弁にありましたように、次年度以降もこの事業を実施していただきまして

発達障がいの方を早期に発見できるような事業を、今後も継続していただきますように要望い

たします。あわせまして、この発達障がいの疑いがある、個別相談が必要である方がその先の

治療に結びつくような体制もしっかりとっていただきまして、早期発見、早期治療に結びつく

ような取り組みを強く要望して、この質問を終わります。 

○委員長 

 引き続きまして、田中裕二委員の質疑を許します。 

○田中裕二委員 

同じく１５４ページの女性特有のがん健診推進事業助成金についてお尋ねいたします。先の

一般質問でこの点についても質問をさせていただきましたが、この決算書を見ましたら、これ

は決算書の１５４ページの保健事業健康診査委託料４４３８万８５３２円の中に、この委託料

が含まれていると思いますが、ここに含まれているのかどうか、含まれているのであれば、金

額はいくらになっているのか、お尋ねいたします。 

○健康増進課長 

 先ほどの保健事業健康診査委託料４４００万円のうちに女性特有のがん健診の費用といたし

ましては、１４１２万６０００円が含まれております。 

○田中裕二委員 

 平成２２年度のこの女性特有のがん健診は、国のほうの助成金が１０分の１０であったと思

っております。そうしますと歳入のところで７８ページに女性特有のがん検診推進事業費補助

金３６５９万８０００円というのが計上されておりますが、この金額が国のほうから補助金と

して入ってきた金額だと理解しますが、そのとおりでいいですか。 

○健康増進課長 

 そのとおり１０分の１０の補助で、３６５９万８０００円を受け入れております。 

○田中裕二委員 

 そうしますと実際３６５９万８０００円の補助金が入ってきたにもかかわらず、決算として

あがったのは、実際使ったのは課長のさっきの答弁の中でいわれました１４１２万６６３８円

ということになろうかと思います。２０００万円以上のお金が残っているという言い方じゃな

いでしょうけど、差し引きがそのくらいの金額になると思いますが、この金額はそれ以外のも

のに使われるのか、それとの国に返還されるのか、どうでしょうか。 

○健康増進課長 

 受け入れております３６５９万８０００円のうち２０４９万３０００円は２２年度で返還す

ることになっております。当初は女性のがん検診の受診率を５０％ということで設計をしてお
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りましたが、受診率がそこまで至らなかったために２０００万円の返還が生じております。 

○田中裕二委員 

 せっかく国のほうが３６００万円の予算で無料クーポン券を配布して、しっかりと検診をす

るようにというふうに補助していただいたお金が、実際は１４００万円しか使われなかったと、

課長は５０％の受診率の見込みということで予算の交付申請されたということございますが、

これが本当に全員の方が受診されるような取り組みをしていただきたいと思います。さきの一

般質問でも受診率が確か２０％前後であったと、このように思っております。したがいまして

この利用率を高める取り組みが必要であると思います。一般質問でも質問させていただきまし

たが、再度この利用率を高めるための対策をどのように考えてあるのか、お尋ねいたします。 

○健康増進課長 

 対象になられる方には、個別に女性特有のがん検診の必要性等の広報はいたしております。

それとは別に市報やホームページなどを利用して受診を呼びかけておりますが、先ほど質問者

おっしゃるように２０％の受診率というのが、本来事業所で受けられてる方などは個人負担の

ない中で受診ができる、そういう方たちがどの程度いるかとはいうことが分からない中の、う

ちの集団検診でやっている分が２０％ということでございます。今後も全員の方に受けてもら

うように、再度そういうところは力を入れてやっていきたいと考えております。 

○田中裕二委員 

 掌握しきれない部分もあるということでございますが、しっかりとこれは掌握きるように、

いろんな関係機関に要望なりお願いなりして、大体どのくらいの方が受診されたのかという数

を、ぜひともつかんでいただきたいと思います。それと一般質問でも言わしていただきました

けれども、この無料クーポン券を配布するというのは受診率を高めるというのが一番大きな狙

いでありまして、この５年間に１回受診すればいいというものではないと思います。できれば

毎年毎年受診する、そのきっかけづくりがこの無料クーポン券の配布だと思っています。この

無料クーポン券を配布したにもかかわらず利用率が２０％というのは、国の狙いとは全くかけ

離れた状態になってるんではないかと思いますので、しっかりとこの辺の取り組みをお願いし

たいと思います。質問の趣旨が少し変わりますが、この女性特有のがん検診の中の乳がんの検

診ですが、今現在行われている検診はマンモグラフィーと触診促進の謹慎確保だけだと思いま

すが、本市ではそのようなことでよろしいですか。 

○健康増進課長 

 質問者おっしゃるとおり、触診とマンモグラフィーの検査です。 

○田中裕二委員 

 関係者の方にお聞きしますと、触診とマンモグラフィーそれに加えてエコー検査をすればも

っと正確に把握できるというか、発見ができるというふうに言われております。このエコー検

査による導入も有効だと、このように思いますがどのようにお考えなのか、この点いかがでし

ょうか。 

○健康増進課長 

 確かにエコーを導入すれば、より高い精度のがん検診が実施できるものと考えております。

ただ、その有効性がまだ確かめられておりませんので、今厚生労働省の方でその有効性を検査

する、試験的にやっているところがございます。それと、集団検診の場合エコーにかかる時間

もかなりかかりますので、特に今回言われてる分につきましては要精密になった方につきまし

ては、最新のときにエコー検査で、もうちょっと精度の高い検査をすることでがんの発見につ

ながっていくということでございます。それで今後は厚生労働省の研究結果によりまして、検

診のあり方自体が見直されるということでありましたら、その場合必要に応じて検討をさして

いただきたいと考えております。 

○田中裕二委員 
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 エコー検査を導入することによって、プラスになることはあってもマイナスになることはま

ずないと思います。したがいまして、課長言われましたように今厚生労働省で研究をしている

と、この結果によって検討するということでございましたので、その有効性がきちっと示され

た場合には、ぜひともこのエコー検査に関しましても検討していただきたいと思います。せっ

かく検診を受けられて、やっぱり正確に発見できるような形をぜひともとっていただきたいと

思いますので、さっき言いましたようにこの結果が出ましたら、ぜひとも検討していただきた

いということを要望いたしましてこの質問は終わります。 

○委員長 

 次に、楡井委員に質疑を許します。 

○楡井委員 

 １５３ページの環境衛生費１５６ページの１９節の衛生自治会連合会補助金という項目につ

いて、この会の活動内容等について説明をお願いいたします。 

○環境整備課長 

 衛生自治会の活動としましては、各自治会単位といたしまして拠点収納ボックスの管理運営、

各自治会内での清掃活動、薬剤による衛生害虫の駆除等があり、組織的なものといたしまして

は毎月定例での保護理事会の開催、市内一斉空き缶空き瓶拾い、ごみネット購入費の助成、拠

点収納ボックスへの搬入物ステッカーの作成、犬のふん持ち帰り看板の作成、各地区からの推

選によります環境功労者の表彰、先進地の視察等と多岐にわたる活動を行っているところでご

ざいます。 

○楡井委員 

 最近ごみの総量というのが減ってきているというふうにもお聞きしてるんですが、逆にその

不法投棄が増えてるんではないかというふうにもお聞きしております。事実かどうかについて

不法投棄の実態、それからその処理に関する費用などについての推移をお願いしたいと思いま

す。 

○環境施設課長 

 不法投棄の実態でございますが、一般に道路の両側にたばこの吸殻、それから紙くずペット

ボトル空き缶空きびん等のいわゆる散乱ごみと、それから空き地や河川それから峠、林道等に

まとまって捨てられているものに大別されます。基本的に実態でございますが、平成２１年の

特に４支所管内でございますけど、２０年度が対前年比１６．１％それから２１年度が対前年

比が２．１％の分で空き缶空き瓶、それから不燃ごみというふうな散乱性のごみが近ごろ多く

見られるということでございます。飯塚地区につきましては、環境施設課の環境美化係が２台

体制で、４支所管内につきましてはシルバー人材センターに委託し穂波、筑穂を１チーム、庄

内、頴田を１チームでそれぞれ巡回パトロールをして、不法投棄物を回収いたしております。

回収することで新たな不法投棄の誘発を防ぐように努めておりますが、近頃はモラルの低下が

著しいというふうに考えております。シルバーで対応できない大量、重量のごみや林道や谷間

のごみ回収につきましては、直営が対応するなどサポートを行っております。常習場所につき

ましては、警告看板や監視カメラ等を設置いたしまして一定の効果を得ておりますが、一方で

不法投棄を特定できないというような年々不法投棄が悪質化しているのではないかと考えてお

ります。それから費用の面でございますが、費用といたしましては直営の経費、シルバーへの

委託料を加えたものが処理経費というｋとになります。ただし直営につきましては、不法投棄

に対する業務をやっているわけではなく、草刈り、消毒、ボランティアごみの収集、違反ごみ

の指導、犬猫の死体処理、災害時の収集、それから消毒など年間を通じて多岐にわたる業務を

行っており、経費の算定は難しいものというふうに考えております。またシルバーにつきまし

ては、各支所の市民環境課との協議をしながら行われていることから、平成２１年度までにつ

きましては飯塚市については重量制、４地区につきましては件数で集計されておりますので、
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不法投棄のみの算出は困難であると考えております。なおこのことから、平成２２年度は全地

域において重量で集計するように統一いたしております。 

○楡井委員 

 不法投棄の量は１６％、２．１％というふうな数字が言われましたが、これは前年に比べて

１６％ふえた、２．１％ふえたという数字なんですか、プラスマイナスが聞こえませんでした。 

○環境施設課長 

 失礼いたしました。１６．１％増、２．１％増でございます。 

○楡井委員 

 監視カメラのことについてちょっと１つだけお聞きします。監視カメラ今全市で何台ぐらい

設置されてるんですかね、それからの関係で不法投棄を発見して捕まえたと言うんですか、処

理したという件数は、どのくらいあるんですか。 

○環境施設課長 

 監視カメラにつきましては、飯塚市全体で１１台ございます。その中で、基本的に監視カメ

ラによって不法投棄の量を把握できておりませんので、全体的な中で１１台設置した中で不法

投棄の防止、抑制ということで実施いたしております。 

○楡井委員 

 監視カメラ１１台設置して、その費用がどこのくらいかかったか私もわかりませんけども、

せっかくお金を使って１１台設置してその効果が全然見えてない、掌握してないということで

はカメラを設置した目的、意義が薄れるのではないかというふうに思うんですよね。ぜひどの

位の効果があったものなのかを掌握するようにしてほしいんですが、掌握できませんかね。 

○環境施設課長 

 実際に監視カメラにおきましては、飯塚地区が１０台とそれから頴田地区が１台ということ

でございます。飯塚地区につきましては、基本的に先ほど申しましたこれは監視カメラの効果

ということと日常散乱防止の環境パトロールにもまいっておりますので、具体的に監視カメラ

による効果というのはなかなか難しいと考えております。ただ平成１９年度と２０年度の比較

いたしますと、散乱性ごみで約２７．４％の減と、それから自転車、タイヤ、テレビ等の大型

ごみでございますが約１５．７％減というふうな形の数字はつかんでおります。 

○楡井委員 

 次に移らしていただきますが、ごみの処理量は全体として減少しているというふうにお聞き

してるんですけれども、その原因をどのように分析されてるのかについて御説明願いたいと思

います。 

○環境施設課長 

 ごみの減少の傾向と原因でございますが、平成１８年度の合併時の料金の値下げということ

で、飯塚市については若干ふえております。それから平成２１年６月の値上げによりましてあ

る程度減少しているのではと考えておりますが、マスコミ報道にもありますように長引く景気

低迷によります購買力の低下や節約思考が定着しているものではと考えております。さらにリ

サイクル意識が徐々に定着してきたことも要因の一つと考えております。ごみの量が減少して

いることにつきましては、本市だけではなく全国的な動向ということで、その原因も今申し上

げましたようなこととほぼ同様ではないかというふうに考えております。 

○楡井委員 

 今の説明の中で減量の原因の１つに経済状況の反映として市民の皆さん方が物を買う量が少

なくなって、当然物を買うことが少なくなれば捨てる物も少なくなるという関係なんでしょう

けれども、本市の幹線道路沿いには大型店が次々に進出してきてますね。この関係でみて、家

庭系のごみはふえてるのか、さらに事業系ごみの方が増えてるのか、これはやっぱり明らかに

してそれぞれ啓発活動といいますか、していかなきゃならんというふうに今思うんですが、こ
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の家庭系事業系のごみの比率の推移はどうでしょうか。 

○環境施設課長 

 家庭系のごみと事業系のごみにつきましては、混在して一部収集していることから数につい

ては具体的につかむことが難しいですが、ごみ袋の販売数を比較していただければ、推定でご

ざいますがごみの処理量は袋の使用料にほぼ一致するという考え方ができるのではないかとい

うふうに考えております。ごみ袋の販売実績を見ますと、１０ページの資料でございますが平

成１８年度から平成２０年度までの減少率は家庭系で約マイナスの１２．４％、それから事業

系におきましてはマイナスの１３．５％という事業系の方が減ってきております。平成２１年

につきましては、料金改定を行ったため平成２０年度と比較しまして家庭系が４％の増、それ

から事業系も６％増となっております。この増加につきましては、増加に転じた要因といたし

ましては、料金改定に伴う一般家庭や事業所の初期ストックということが考えられます。ただ

し、ごみの量といたしましては全体的に減少傾向にあるということは言えると思います。 

○楡井委員 

 提出していただいた資料の１０ページを見ますと、平成２０年度比でごみ処理総経費に対す

るごみ袋代の収入の比率が大幅に今上昇しています。それまで２０％台前半、去年なんかは

１６％だったのが２１年度は２４％まで上昇しております。この上昇している件についてその

理由を説明していただきたいんですが。 

○環境施設課長 

 資料の１０ページでございますが、まず平成１９年度が下がっているのは平成１８年度のご

み袋の統一で多かった販売量が減少し、また、施設組合等の負担金の減によるもので、販売数、

それから総経費とも減少し、前年比１．３６ポイントの減というふうになっております。

２０年度につきましては、総経費が燃料費や光熱水費の電気料の高騰、４地区の拠点収納ボッ

クス等の器具費によって増えた一方、ごみ袋等の販売数が減ったためによるもので、前年比１．

８８ポイントの減、２１年につきましては、総経費といたしまして、燃料費などの値下げなど

が減少いたしておりますが、ごみ袋の作成料の増、原材料費の高騰があっておりますが、全体

的にごみ袋等の値上げにより７．８６ポイントの増というふうになっております。 

○楡井委員 

 ごみ処理総経費に対するごみ袋代、これを３０％にしたいということで、値上げに踏み切ら

れました。それで、２１年度の決算のこの数は数はですね、６月からの値上げですから２ヶ月

間は従来のとおりの関係で金額は６月以降の分と値上げの分がですね、いうことになって、今

２２．４％というような状況でしょうけども、２２年度ちゅうことになるとですね、この比率

がどの位になるかというは予測つきますか。 

○環境施設課長 

 ２２年度につきましては、予測といたしましては具体的に立てておりませんが、大体平成

２１年度の決算ベースの２４％程度になるのではないかというふうに考えております。 

○楡井委員 

 先ほどの説明の中で、燃料費が減少したということも言われましたけど、この燃料費の今後

の傾向と言いますかね、これは引き続き減少の方向なんでしょうか、どういうふうに予測され

ておりますか。 

○環境施設課長 

 今後の見込みでございますが、平成２０年につきましては、トンあたり６万９４０５円、

２１年につきましては、前期と後期でございますが、前期分でトン当たり３万１０００円、後

期分で３万７０００円、２２年につきましては、トン当たり４万７０００円、それから後期分

につきましては、５万２０００円、燃料につきましては、今後値上げ傾向にあるのではないか

というふうに考えております。 
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○委員長 

 引き続き楡井委員の質疑を許します。 

○楡井委員 

 それでは、１５５ページの環境対策費というところに入らしていただきます。環境対策費の

１２節に内住川水質検査手数料というのが含まれております。掲載されておりますね。２３万

１０００円ですかね。この内容について少しお聞きしたいんですが、検査実績ですね、これに

ついてまず説明をしていただきたいと思います。 

○環境整備課長 

 内住川の水質検査につきましては、産廃処分場に捨てられた廃棄物から汚水が流出した問題

で、地域の住民が飲料水や農業用水への影響を心配されておりますので、筑穂住民会議と協議

を行いまして、市ができる範囲での支援といたしまして、昨年度より年２回の検査を実施して

いるものでございます。資料の採取場所でございますが、処分場からの排水が大野川へ流入す

る場所及び住民が設置した調査井戸、排水の影響が及ばない大野川の上流の３地点で行ってお

りまして、検査項目といたしましては、主に重金属類について調査いたしております。平成

２１年度の検査結果といたしましては、重金属類につきましては、すべてにおいて検出されて

おりません。 

○楡井委員 

 前回の検査との比較はどうですかということでお聞きしようと思ったんですが、今重金属に

ついては今回は検出されていない、２１年度ですかね。この中ではつかまれてないという状況

ですけども、その他の関係のいろんな有害物質が出ていると思いますけど、その点についても

同じですか。 

○環境整備課長 

 他の数値におきましても、水質汚泥防止法の規制値は満たしているというところでございま

す。 

○楡井委員 

 基準内だという意味でしょうけど、基準内ということで済まされない不安というのが住民の

方達にもあるんじゃないかというふうに思いますが、この間検査以外の対策はとられましたで

すか。 

○環境整備課長 

 昨年の検査結果は住民会議に報告し、今後も継続的にモニタリング調査を行うことで了承を

得ております。義務付け訴訟も５回の控訴審を得ておりますが、今後も裁判の動向を見ながら、

地域住民の不安を払拭できるよう支援してまいりたいというに考えております。 

○楡井委員 

 どうもご苦労様でございます。よろしくお願いしておきたいと思います。引き続き、１９節

の浄化槽の設置補助金というのがございます。このことについてお聞きしたいんですが、現在

この自治体別にですね、６６００万、この実績について、できれば旧自治体ごとに設置数を教

えて下さい。 

○環境整備課長 

 浄化槽設置整備補助金の交付実績は、平成２年度の事業開始以来の累計で、旧飯塚市地域１，

７４８基、旧穂波町地域１，９５６基、旧筑穂町地域７６０基、旧庄内町地域６００基、旧頴

田町地域１９３基の計５，２５７基でございます。 

○楡井委員 

 その今言われた数字がですね、この６６００万という数字から見てですね、それも含まって

の話でしょうけども、この６６００万に照応する数字は分かりますか。 

○環境整備課長 
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 申し訳ございません。地域別にはちょっと把握いたしておりませんが、内容といたしまして

は、５人槽、７人槽、１０人槽というのがございます。５人槽におきましては、平成２１年度

７８基で２５８９万６０００円、７人槽におきまして９１基で３７４０万１０００円１０人槽

で３基、１５５万７０００円ということで、全体１７２基で６４８５万４０００円ということ

でございます。 

○楡井委員 

 先ほど、各自治体、旧自治体別の数を聞いたんですけど、報告いただきました。これで、飯

塚市がですね、こんなに多いんかなというふうに思ったんです。と言うのも下水道がずっと整

備されていっておるんで、もっと少ないのかというふうに思ってましたけど、意外と多いとい

うことに思いいたりました。これは、下水道会計と関係がありますのですね、ぜひ注視してい

きたいというふうに思っております。環境対策費については、以上であります。 

○委員長 

 引き続き、楡井委員の質疑を許します。 

○楡井委員 

 同じページ、１５６ページの上水道費というのがございます。これで水道事業会計補助金と

いうことで２億６０００万円出されておりますが、この２億６０００万の使い方は、水道決算

でしなきゃなりませんけれども、どういうような事業にですね、この補助金を支出したのかと

いうことについて、ご説明願いたいと思います。 

○財政課長 

 平成２１年度の水道事業会計の補助金の内訳でございますが、総額２億６０１８万

１０００円のうち、まず簡易水道事業の赤字補填分といたしまして２９７８万１０００円、そ

れと、その２分の１を合併特例債を活用して実施いたします合併事業、これの出資債分といた

しまして、１億４３４０万円、それと、２１年度実施されました国の経済対策事業実施分とい

たしまして、８７００万円というふうになっております。主な対象事業といたしましては、合

併事業では、勢田ポンプ場新設、並びに送水管布設工事、これや東楽市踏切配水管及び送水管

布設替工事などでございます。経済対策事業では、本町商店街排水管布設替工事や関の台団地

配水管等の布設替工事、これなどを実施いたしております。 

○楡井委員 

 以上、上水道費については終わります。１６０ページのごみ処理費について若干お聞きした

いんですが、１２節にですね、資源ごみ手数料の記述がございます。このごみ処理手数料の推

移について説明していただければと思います。よろしく。 

○環境施設課長 

 資料のページでございますが、６８ページの方に掲載いたしております。このごみ処理手数

料の推移につきましては、基本的に飯塚市クリーンセンターの方に搬入されます資源資源ごみ

ということで空き缶、空き瓶、それからペットボトル、トレー、それから一部古布というかた

ちの中で、手数量が発生いたしますので、その分を掲載いたしております。この資料の中で、

２０年度から２１年度を比較いたしますと、カレットが重量で１４％増、茶カレットが４．

５％の増、その他のカレットが１５％増、ペットボトルが１８％の増、白色トレーが５０％の

増、古布が７１％、全体で比較いたしますと約１６％になっております。平成２１年につきま

しては、ビンのカレットが増えておりますが、これは市民の皆さん方の分別の意識が向上した

ものではないかというふうに考えております。またペットボトルはビン、缶からの置き換えに

よる増加もありますが、白色トレー、古布を含めまして、増加しておりますのが平成２１年の

４月から４支所管内で７分別が導入されたことにより、飯塚市クリーンセンターの方にその分

を搬入いたしておりますので、増加したというふうに分析いたしてます。これにつきましても、

基本的に市民の皆さん方のリサイクルの意識向上がある程度図れたのではないかというふうに
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考えております。 

○楡井委員 

 合計の欄で申しわけないんですが、重量ですね、回収した量は５３３から５８３まで増えて

ますね、１９年と２１年の差では。ところが、それに照応した金額はですね、１４０万から

８２万５０００円に量はふえたのに金額が下がってる状況があります。これはどういうことな

のかについて説明をお願いします。 

○環境施設課長 

 資源ごみの撤収等につきましては容器包装リサイクル法に基づきまして飯塚市リサイクルプ

ラザで手選別された白瓶、茶瓶、その他の瓶、ペットボトル、白色トレーの経費費用といたし

まして自治体分を財団法人リサイクル協会に支払うものでございます。この自治体負担ですが、

分別された資源ごみの重量で、白瓶が２１年度につきましては８％、茶瓶につきましては

２３％、その他の瓶につきましては１３％、ペットボトルが０、それから白色トレーにつきま

しては５％というふうな形で、その年によって自治体負担、それからキロ当たりの手数料、単

価が変わってきておりますので、その関係で重量が平成２０年度と比較いたしました中で重量

ベースで１６％の増となっておりますが、金額のほうで負担率の変更により減少しているとい

う状況でございます。 

○楡井委員 

 それでは次に同じ１６０ページなんですけども、１３節のごみ収集業務委託料というのがあ

ります。これで企業別に各企業の分は資料にございますので、それはさておいてですね、委託

料の金額合計が年々下がってきてるんですね、１８年から比べて。この内容について、どうい

うことで委託料が下がってきてるのか説明していただきたいと思います。 

○環境施設課長 

 ごみ処理業務収集委託料の状況調査でございますが、基本的にこれはそれぞれの業者ごとの

委託状況という形の中で６９ページの上に書いておりますが、トンベースで計算しております。

その中で２１年度につきましては、２０年度と比較いたしまして３，０００トン近く下がって

きておりますが、これにつきましては可燃ごみの４支所管内分、施設組合の分の飯塚市、桂川、

それから福岡県央の部分で許可ごみと事業系のごみを分離したことによりまして、下がってき

た経緯がございます。 

○楡井委員 

 ごみを収集する量が少なくなってきたから、委託料も下がってるということで、簡単に言っ

てしまえばそういう理解でいいですか。 

○環境施設課長 

 ごみの委託料につきましては、昨年４支所管内の７分別導入によりまして収集が統一された

ことから、新たに委託料の見直しを行い計算式を統一いたしました。特に４支所管内におきま

しては拠点ボックスや資源プラボックスにおける資源物の収集、予約制によります粗大ごみの

収集など、新たに加わったことで業務量が増えてきております。このようなことから各企業間

におきましては、計算式を統一したことで企業間の公平性を図ったということでございます。 

○楡井委員 

 ごみ処理費についての質問は以上です。 

○委員長 

 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

○楡井委員 

 恐れ入ります。前のページに戻って、すみませんけども、１４２ページに移らしてください

ここで２０節に扶助費というのがありまして、ひとり親家庭等医療費の問題が記述されており

ます。ことしの１０月から寡婦医療給付がなくなります。平成２１年度に支払われた寡婦医療
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関係の対象人数ないし医療費について、説明をしていただきたいと思います。 

○健康増進課長 

 寡婦医療費は、決算額１億５０６０万６０００円のうち約４１．６パーセントの６２７２万

７０００円となっております。対象者は４，３４５人のうちの２１．５パーセントの９３６人

の方がいらっしゃいます。 

○楡井委員 

 ９３６人の方が、結局、寡婦医療を１０月１日から受けられなくなっていると、その影響力

が２１年度の決算で言えば６２７２万円だという数字の確認でいいですね。 

○委員長 

 他に質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑はないようですから、第３款民生費及び第４款衛生費についての質疑を終結いたします。

次に第５款労働費、第６款農林水産業費及び第７款商工費、１６１ページから１７９ページ 

までの質疑を許します。まず質疑事項一覧表に記載されております。楡井委員の質疑を許しま

す。 

○楡井委員 

 １６１ページの失業対策費ですかね、ここにあります旧特定地域開発就労事業従事者暫定就

労事業費という目があります。その１番上の段に生活相談員報酬というのが１２７１万円ほど

組んでありますが、この生活相談員ということについてお聞きしたいと思うんです。まず生活

相談員の人数、それから配置場所、それから活動内容、勤務日数等についてご説明願いたいと

思います。 

○土木建設課長 

 生活相談委員の人数でございますが、これは福岡県福祉労働部労働局労働政策課長通達にお

いて、飯塚市における相談員数は９名となっております。配置場所につきましては飯塚集会所

に５名、穂波庁舎に１名、筑穂人権啓発センターに１名、旧庄内町の立集会所に１名、旧頴田

町の石丸相談員事務所に１名でございます。活動内容は就労者及び退職者の自立を支援するた

め就業、生活等全般にわたる相談に応じ常用就職に関すること、就労に関すること、生活全般

に関すること自立後の将来の設計に関すること、公共機関等の事務手続に関すること等自立支

援に関することに必要な助言指導を行うことでございます。勤務日数はひと月が１５日以内と

なっております。時間につきましては９時から１６時までの７時間でございます。 

○楡井委員 

 この旧特開の方たちが特開事業の廃止というようなことになって自立していかなければなら

ないというようなことでの相談員の方だというふうに思うんですが、この自立支援の相談内容

等については、どのくらいの件数があったのかというのは掌握されていますか。 

○土木建設課長 

 平成２１年度の相談件数は合計で１，２１０件あっております。配置先ごとで申しますと、

飯塚集会所が８５６件、穂波庁舎部分が４２件、筑穂人権センター部分が１６７件、立集会所

関係が３５件、石丸相談員事務所が１１０となっております。相談内容は主に雇用に関するこ

とが６１０件で、生活全般では５５２件でございます。それから自立後の将来の設計に関して

４件、公共機関等の事務手続きに関することが４８件でございます。 

○楡井委員 

 いまかなり詳しく相談内容等も含めてですね、報告されました。先ほどお聞きした状況の中

で、人権同和推進課はこういう数字をきちんと掴んでないんですね。掴もうと思えばきちんと

掴めるじゃないですか。話がぽんと横に行って申し上げないんですが、今後きちんとこういう

数字を掴まないと、こういうふうに数が出てくれば補完業務ということには納得がいくことに
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なると思うんです。補完業務の内容としてね。このようにぜひ掴んでいただきたいというふう

に思うんです。それでこの相談員の方たちは、今後どうなるんでしょうか。特開の事業もそう

長くないと思うんですが、このあと特開事業との関係はどうなりますか。 

○土木建設課長 

 旧特定地域開発就労事業従事者暫定就労事業につきましては、本年度で終息の予定でござい

ます。生活相談員事業につきましても、いまのところ本年度で終息の予定でございます。 

○楡井委員 

 そうするとこの９人の方たちの自立支援も必要なんじゃないかというような形にもなります

が、以上でこの節の質問については終わりたいと思います。それから１６２ページですね。

１３節、１５節に三軒屋・工場団地線道路新設地質調査委託料、それから同じく工場団地線道

路新設工事というのがございます。この事業の進捗状況ないし完了予定についてお聞きしたい

と思います。 

○土木建設課長 

 まず委託料のほうから申し上げます。これは平成１８年から三軒屋・工場団地線の道路新設

工場を施工してきたわけでございます。その中で、切土・盛土でずっと道路計画高まで上げて

きたわけでございます。また切土の分は下げてきたわけでございます。その中で舗装圧を決定

するためにＣＢＲ試験という強度試験を８カ所を実施したものでございまして、これにより舗

装構成を表層工、上層路盤工、下層路盤工等を決定し、昨年度完了しております。もうひとつ

本線の三軒屋・工場団地線の工事でございますが、１８年度から着手しまして、本年９月現在

でございますが進捗率が約８５％となっております。本年の末に完了する予定でございます。 

○楡井委員 

 この道路、今まで何度か川上議員やその他の方が聞いてきたと思いますけども、この道路の

必要性とか、それから利用予測というのは掌握されておりますか。 

○土木建設課長 

 本路線工事につきましては、特定地域開発就労事業が１８年度１９年度からは旧特定地域開

発就労事業従事者暫定就労事業として行ってきたわけでございます。この事業につきましては、

就労者に雇用の機会を与える目的というもので実施しておるところでございます。また、炭鉱

跡地の利用促進とか地域の環境改善とかそういうものを目的に新設しておるところでございま

す。それから利用予測につきましては詳細な計画は行っておりませんが利用車両が多くあるも

のと考えております。先ほどの目的に基づいて道路を新設しておるところでございます。 

○楡井委員 

 平行して今立派な道路が走っているわけでして、その道路との競合といいますかそういうも

のもあるんじゃないかと思いますんでそう利用予測も大幅なものかというのは疑問があります

が、これはでき上がってから調査にまたなければならないんじゃないかというふうに今思いま

す。それで、この事業全体でですね、来年で１８年から始まって今年度平成２２年度で終わる

というようなことですけれども、この間に使われた費用ですかね、工事費も含めて、それから

その財源の内訳、それに占める人件費の割合等について説明をお願いしたいと思います。 

○土木建設課長 

 現時点での、まだ工事中でございますので本年の末の予想ということを含めまして申し上げ

たいと思います。総事業費が約７億２６０万円を予定しております。そのうち人件費は３億

３３０万円、比率は約４３．１％となっております。財源につきましては５０％が国庫補助、

４６％が交付税等の財政措置で残りの４％が市単独費ということでございます。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １６：１９ 
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再 開 １６：３１ 

 委員会を再開いたします。楡井委員の質疑を許します。 

○楡井委員 

 １６５ページですね。１９節ですから、１６６ページになると思います。福岡県農地・水・

環境保全協議会負担金というのがあるんですが、活動内容並びに決算額といいますか、予算額

どちらでもいいですけども、わかればまず説明をしていただきたいと思います。 

○農林課長 

 この協議会は農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図るため、地域ぐるみで効果の高い

共同活動の推進と、農業者ぐるみで先進的な営農活動を推進するなどの目的で、福岡県農地・

水・環境保全協議会が設立されたわけでございます。活動内容につきましては、近年の農業後

継者の減少、農業従事者の減少と高齢化に伴いまして、農地や農業用排水などの資源がこれま

でどおり地域で適切に保全管理していくことが難しくなってきているという現状をふまえまし

て、農地、農業用水等の資源の環境を守るため、農業水路や農道等の清掃や草刈りなどを農家

だけでなく、農家以外のその地域の方とともに地域共同での取り組みと、また農家におかれま

しては環境保全に向けた化学肥料や化学合成農薬を５割以上削減するという、通常エコファー

マーと申しております、そういう取り組みに対して助成金が交付されるわけでございます。こ

の協議会に対する助成金でございますが、国が２分の１の補助、県が４分の１の補助、市が

４分の１の補助となっておりまして、協議会のほうに負担金等払いまして、協議会のほうから

直接飯塚地区の各地区に交付されるわけでございます。市の負担金は４００万円ほどでござい

ます、決算書に表しておりますとおり。飯塚市内に交付された総額につきましては１１９０万

円ほどでございます。実施事業につきましては、飯塚におきまして、八木山、津島ほか含めま

して１０地区ほどこの事業に取り組んでおります。 

○楡井委員 

 質問の次の項まで何か進められてる感じがしますけどね。結局その４０５万１０００円とい

う金額はそれを福岡県で一括してまとめて、そして各自治体のいろんな事業に交付する、そう

いう内容じゃないかというふうに思います。それで飯塚市への貢献内容というのが、金額で

１１９０万円というようなことなんですかね。それでいいですか。 

○農林課長 

そのとおりでございます。協議会から地区へ、先ほど申しました１０地区へ交付されまして、

その負担金として市が事業費の４分の１を協議会に負担金として納めまして、協議会から

１０地区の方に交付されるということでございます。 

○楡井委員 

続いて、地産地消拡大対策補助金というのが、金額はそう大きくはありませんけど、３１万

７０００円というふうにあります。この地産地消推進協議会について説明をお願いします。 

○農林課長 

地産地消推進協議会におきましては、地元の農産物、地産地消です、地元の生産されたもの

をその地域で消費するという目的を全国的に取り組まれておりますが、当市におきましても飯

塚市地産地消推進協議会を設立しまして、そこに地産地消補助金を交付しまして、活動をお願

いしてるところでございます。目的的には、生産から消費までさまざまな立場の関係機関、団

体がお互い連携協力し、地域で生産された農産物を地域内で消費する、通常地産地消と言って

おりますが、地産地消の取り組み、それと農家の所得向上のための農産物の需要拡大と、地域

住民で健康で豊かな食生活の実現に向けたさまざまな活動を行うことを目的として交付してい

るものでございます。 

○楡井委員 

この補助金が、学校給食の地産地消をふやしていかないかんという課題があるんですけど、
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この学校給食への影響ということについてはどうなのでしょうかね。 

○農林課長 

この事業の取り組みの中で、やはり地産地消を推進するにあたり、市民の方々に地元の農産

物の理解等を深めるという目的が一番重要でないかというふうに考えております。市民の方だ

けでなく、学校現場におきましては親御さんと子どもさんがおられるわけでございますが、そ

ういう活動を推進してるとこでございます。主な推進内容としましては、小学生に学童農業体

験の実習をしております。事前学習から田植えをしまして、稲刈りをしまして、収穫祭という

名をうっておりますが、自分たちがつくったお米を学校のＰＴＡの皆さんと一緒にいろんな料

理をしたり試食をしていただく。それから、農産物のＰＲ活動、１つのここで取り組んでおり

ますのは、毎年Ｉｌｏｖｅ遠賀川が開催されております。Ｉｌｏｖｅ遠賀川の中でおにぎりを

無料で配布しておるわけでございますが、このおにぎりのお米につきましても、先ほど申しま

した小学校が実習体験でつくった小学校のお米ですということで推進しておりますし、また市

内の小中学校に地場農産物を提供し、児童生徒等に親子料理教室などを行っていただきまして、

地場農産物への理解等を深めていただきまして、そうすることにより学校給食現場におけまし

て、地元産の農産物を積極的に取り入れられて、子どもたち、親御さんともに喜んでいただけ

るような活動につながっていくのではないかというふうに考えております。 

○楡井委員 

次に、そのもう１つ下の方にあります、行数としては一番下から３行目くらいですが、活力

ある高収益型園芸産地育成事業補助金というのがありますけど、この活動内容とその他につい

てご説明願います。 

○農林課長 

活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金としましては、国の補助金でございまして市内の

園芸農業の生産額の拡大と持続的な発展を図るため先進的な技術の導入や省力機械等の整備を

進め、収益性が高く活力ある園芸産地を育成することを目的とした事業補助金となっておりま

す。実際の内容説明した方が御理解いただくと思いますので御説明さしていただきます。この

２１年度におきましては、高性能省力機械の施設の導入、例えば省力化でございますので移植

機を導入して軽減を図るというやり方、それから省力栽培温室の目的で補助金をいただいてお

ります。それから果樹棚栽培施設、それから防風等の保護施設ということで、この補助金を有

効に使っておるところでございます。農家の園芸施設につきましては、多額の経費がかかりま

すので、こういった補助金を利用して経費節減と農業作業の省力化に染めることにより、農家

の経営安定等に寄与しているものと考えております。 

○楡井委員 

そうすると先ほど正誤表をもらったんですが、本来こういうふうな事業をずっとおしてくれ

ば、その他いっぱいあるんですけど、このような仕事をしてくれば耕作面積の減少とか、それ

から耕作放棄地域面積の増というようなことはなくなるんではないかというふうに思うんです

ね。ところが、耕作面積は昨年比で８．１ｈａですか、減少しています。それから耕作放棄面

積も、面積は昨年比で２２．６ｈａふえてるんですよね。こういうふうなことになると、放棄

面積の比率というのが、耕作面積に対する比率がだんだん大きくなっていくということでいえ

ば、こういう負担金補助金ということの効果があまり具体的に見えてこないんじゃないかとい

うふうに思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○農林課長 

お手元の正誤表で出しております耕作面積の推移につきましては、年々減少しております。

これの主な要因の１つは、農地の転用ということが１つの要因でございます。飯塚市におきま

しては、商業地等がございますし国県道の国道が通っておりますので、商業関係の進出が多い

ということが１つの要因ということが１つございます。それと１つの要因は、やはり農業従事
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者の減少という要因と、もう１つは高齢化ということにおきまして、農地の耕作放棄地がふえ

てきておるという要因が１つございます。先ほど耕作放棄地が年々増えてるのではないかとい

う御質問がございますが、資料に示しております、２０年度と２１年度の資料を示しておると

ころでございますが、全国的に耕作放棄地の国からの指導協議会などでありまして、平成

１９年度から耕作放棄地の対策が始まりまして、２０年度から耕作放棄地の調査が始まってお

ります。お手元に示しておりました資料におきますと、２０年度から２１年度につきましてふ

えておる要因としましては、２０年度に飯塚地区の調査が完了しておりません関係で、２０年

度は飯塚地区以外の調査結果ということになったということでございます。２１年度におきま

しては、飯塚地区が調査が完了しましたので、その分合計面積が、耕作放棄地がふえたという

ことで御理解いただきたいというふうに考えております。 

○楡井委員 

続いて就農人口の減少、それから就農者の年齢構成の高齢化というのも今説明がありました。

結局耕作面積の減少の１つの原因といいますか、耕作放棄地の減少の原因ですね。面積の減少

は、商業施設への転用というようなことが説明されたんですが、結局就農人口の減少、さらに

は就農者の年齢構成ということについて数字上の問題が説明できますでしょうか。 

○農林課長 

 農業従事者、農家の人口の減少は当市にとどまらず全国的な傾向がございます。よって、推

測、推定というのはなかなか難しいわけでございますが、年々減少をしているのは明らかでご

ざいます。統計上でいきますと、就農人口は現在、当市におきましては４,５００人前後と見

込まれております。年齢構成につきましては、大きく区分しますと３５歳未満以下が全体の

１４％、６３０人ほどとなっております。それから３５歳以上６５歳未満が全体の５０％、人

口でいきますと２，２００人ほどでございます。６５歳以上が全体の３５％ほどで１，

５００人程の構成となっております。したがいまして、３５歳、６４歳、６５歳未満が５０％

を占めております現状からとらえますと、１０年経てば、また高齢化が進むということで、今

一番の課題となっておりますのは、農業後継者を育成するということが一番の課題というふう

にとられえているところでございます。 

○楡井委員 

 年度の当初のときに、いろいろ質問、議論をしたわけですけども、農業というのは飯塚市の

基幹産業の１つだという位置づけで、答弁もあっていると思うんですね。ところが今言われた

ような４，５００人の中で３５歳以下が１４％ぐらい。６３０人ぐらい。さらには６５歳以上

が１，５００人ぐらい、３５％ぐらいというふうに言われました。１０年たつと大変だという

ふうに言われたんですが、この１９節全体を見ますと農業振興費５８６３万５０００円という

予算に対して、決算額としてはこの１９節だけで５５００万円なんですね。そうするとこうい

う補助金を出すこと、補助金、負担金を出すことが農業振興策なのかと、こういう疑問が湧く

わけです。そこでこの先ほど言われておる農業人口の減少や就農者のこれかということを改善

していかないかんという課題があるという自覚はお持ちでしょうけども、それにしては市の独

自振興策というのがないんじゃないかというふうに思われるわけですね。その点についてご説

明願えたらお願いしたいと思います。 

○農林課長 

 いまご質問者が言われます１９節において負担金補助及び交付金という欄のご質問でござい

ますが、以前は確かにそういう助成金ばかりの農業振興負担金及び補助金でございましたが、

先ほども説明しましたように、市が直接かかわっております地域の協議会並びに、地産地消推

進協議会とかそういうものも積極的に活動を求めているところで、そこを通じて農業振興をし

ているということもご理解いただきたいと思います。生産者から消費者まで、さまざまな立場

の機関、団体がお互いに連携、協力し地域で生産された農産物を地域内で消費する地産地消を、
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そういった形でも取り組んでおります。また市としましては、振興作物を選定し、助成金を交

付しておりますし、また休耕田や耕作放棄地を少なくとも解消するため、景観作物や地力増進

作物などレンゲや菜の花にも補助金を交付しております。また、それと別に農業の基盤の整備

や強化をはかるため、別途やっておるわけでございます。今後も農林産物のブランド化や流通

機能の充実を通じて、農林業の活性を図ってまいりたいというふうに考えておりますし、農業

後継者の育成におきましても、認定農業者さん、ベテランの農家と交流を深めるということを

通じて、将来の農業後継者に向けての育成も努めているところでございますので、今後ともご

理解をいただきたいというふうに考えております。 

○楡井委員 

 以上で農業振興費については終ります。 

○委員長 

 引き続き楡井委員に質疑を許します。 

○楡井委員 

 続きまして、林業振興費というところに質問を進めたいと思います。１７１ページ、それか

ら費目でいいますと、委託料ということになる、それから負担金１３節、１９節ということに

なるんじゃないかと思うんですが、この関係で林業振興費のところで、不用額が多いんですよ

ね。補正予算額を４０５８万６０００円組んでいますけども、不用額が２０７７万８５００円

ですか。という形で出てますので、なぜこれだけ不用額が出るのか、また補正予算額との関係

を見ても非常に高い不用額じゃないかというふうに思いますので、この不用額について説明を

していただきたいと思います。 

○農林課長 

 一番大きな要因は、決算書の中に示しております１３節委託料、荒廃森林再生事業の分でご

ざいます。この事業は福岡県環境税に基づきまして、県の環境税を利用しまして、福岡県内ど

この自治体も森林環境税を充当いたしまして、事業行っているわけでございますが、当初予算

計上におきまして、その森林関係の事業を６０ｈａと見込んでおりまして、当初予算を計上し

ていたところでございます。それから地元の要望もありまして、県の補助金のまだつくという

ことで、途中で補正を行いまして１００ｈａ以上の補正を組みまして実施する計画で補助金を

申請いたしまして、補正予算をお願いしたところでございます。この大きな減額の要因につき

ましては、荒廃再生森林事業につきましては、決算書を見ていただければ、１３節に２つござ

います。荒廃森林調査委託料と荒廃森林再生事業委託料というのがございまして、面積的には

調査を先に行いまして、その後間伐、除伐等の事業があるわけでございますが、補正予算の見

込みどおり調査が終ったわけでございますが、調査結果は年明けになります。間伐、除伐は冬

の時期にやりますので、年明けに調査が終わった段階で、面積的には事業予定面積でございま

したが、ご承知のように山の間伐を行いますので、間伐の単価が調査結果に基づきまして、勾

配が当初見込んでいたより緩やかになったところが、多く対象になったということでございま

す。つまり、急傾斜地を間伐する単価より傾斜角度が平坦なほうが面積的な単価が下がります

ので、緩やかなところなったという要因で、結果的に間伐の設計単価が大幅に下がったという

要因で、このような不用額が生じたということでございます。補正予算でお願いした面積的な

ものについては、予定どおり実施を行ったところでございます。 

○楡井委員 

 林業振興費については以上であります。 

○委員長 

 引き続き楡井委員に質疑を許します。 

○楡井委員 

 それでは１７３ページ、ページでは１７４ページに書いてあるんですけども、委託料の関係
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で企業誘致アドバイザー委託料というのがございます。この活動内容、及び効果について説明

をしていただきたいと思います。 

○企業誘致推進室長 

 平成２１年度の企業誘致アドバイザーの活動内容につきましては、１７件の情報提供と

４９件の会社訪問をしていただいております。内容いたしましては、企業を訪問する際に、そ

の企業のトップクラスの方へアポイントを入れ、名古屋事務所職員を同行していただいており、

単独で訪問し情報収集を行い、その情報を提供していただいたりもしております。効果といた

しましては、同行の場合は当然でございますが、照会で行った場合でも役員クラスの方々との

面談ができ、有益な情報交換ができ、業界の情報、企業の考える立地条件、優遇制度、地場企

業の情報等、企業の求める情報をきかせてもらうなど、アドバイザーの存在は大きな効果をも

たらしております。 

○楡井委員 

 いま効果の内容を言われたんですけども、やはり企業誘致アドバイザーということであれば、

具体的に誘致実績が求められるんじゃないかというふうに思うんですね。そういう意味では、

まだ実績としては報告がない状況じゃないかと思うんです。それでアドバイザー委託料、この

委託料の成果、具体的にはこれは今ほとんどない。手ごたえ、誘致活動の資本金額のランク別

企業数というのはどのような状況になっているか分かりますか。 

○企業誘致推進室長 

 まず手ごたえでございますけども、リーマンショック以降、経済状況が悪化して企業の投資

意欲が減少していたことから、鯰田工業団地を見学していただいた企業が２社ございますが、

うち１社は事業拡大の時期を見直ししており、近々の立地は望めない状況となっております。

もう１社につきましては、円高傾向にある経済状況やトヨタ九州の動向を見極め慎重に検討さ

れており、その他設備投資を考えている企業も複数あると聞いておりますが、いずれも先行き

不透明な経済状況から様子を伺っているという状況でございます。また、お尋ねの資本金のラ

ンク別企業の数でございますけども、これまで訪問した企業６８社で見てみますと、資本金

３億円以上が２４社、１億円以上３億円未満が４社、それから１億円未満が４０社となってお

ります。 

○楡井委員 

 なかなか企業誘致が、思ったほどいかないということでしょうけど、引き続き、その下の行

に新産業創出支援コンサルタント業務委託料というのがございます。この活動の内容について

もご説明願いたいと思います。 

○産学振興課長 

 新産業創出支援コンサルタントでございますけども、市内で創業を考えている方、それから

創業期の企業、既存企業で新規事業を考えてる人既存企業で経営革新を考えている人を対象と

して、創業支援、経営戦略構築支援、資金調達支援、企業提携に関する指導支援、マーケティ

ング指導、顧客ニーズ調査支援、投資家事業パートナーとのマッチング、その他経営全般にわ

たるコンサルタント業務を委託しております。平成２１年度のコンサルの件数といたしまして

は創業支援が２１件、経営支援が６４件、事業拡大支援４９件、契約特許関係支援７件、各種

補助金制度紹介やプレゼン指導など５６件の合計１９７件になっております。成果といたしま

しては、平成１７年からの最近の５年間で２８社のベンチャー企業が操業をしておりますが、

そのすべての企業が資金調達やマーケティングなどのコンサルタントを受けられております。

具体的な事例といたしましては、金融機関に借入金を断られたベンチャー企業がコンサルタン

トに相談し、販売ターゲットや事業計画の見直しを行い、再度借入れの申し込みをした結果、

満額の借り入れに成功した。コンサルタントから事業計画の立案や経営方法の指導を受けた大

学発ベンチャー企業の社長が指導内容を実践したことによって億単位の受注を受け、その後毎
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年約２０％の売り上げ増加を継続している。その他大学教授が社長を務める大学発ベンチャー

企業では、コンサルタントが営業支援を行い、大手メーカーとの商談をコーディネートした結

果、商談が成立し、増収増益を確保しているといった成果が出ております。 

○楡井委員 

 引き続いてですね、商工振興費、次の１７６ページに２１節というのがあって、貸付金が出

てます。７億６６４５万５０００円というようなことですが、これだけ銀行に預けてあるわけ

ですよね。平成２１年は災害に関する融資額以外は全くない状況です。その説明をお願いしま

す。 

○商工観光課長 

 ただいま質問委員ご指摘のとおり、平成２１年度決算におきましては、預託金７億

６６４５万５０００円、貸付件数３０件、貸付総額１億９８１５万円となっております。平成

２１年度におきましては、この３０件の貸し付けだけでございますが、他の融資の利用がない

状況でございますが、この理由の一つといたしまして平成１５年度の災害融資に３９２件、

３１億１２４９万８０００円の融資を実施し、この融資の返済が平成２３年度までの償還期間

となっております。現在その償還を行っておられる事業者も多く、新たな融資申請が少ないの

ではないかと考えております。また平成２０年１０月３１日に実施されました国の緊急保証制

度、セーフティーネットが実施され、飯塚市におきましても平成２０年度、２１年度の２ヶ年

で１，５８０件の受付を行っている状況でございます。 

○楡井委員 

 今説明の中にあったんですけど、累計でも、それから貸付件数でも、利用率でもずっと下が

ってきてますでしょ。これだけたくさんのお金をですね、大きなお金を預けとかないかんのか

というふうに思うんですよね。これだけ多額のお金を預けておかなければならない必要性とい

うのはあるんでしょうか。その説明をお願いしたいと思います。 

○商工観光課長 

 平成２１年度の預託金につきましては、先ほど申しました平成２１年度の災害時に対応する

ため災害特例資金といたしまして、市金融機関による利子補填、保証料の免除を行い、預託金

額２億３０００万円を預託措置を行いましたが、貸付におきましては、予想を下回る貸付件数

３０件にとどまったため、預託金に対する利用割合は約半分の５０．３％にとどまっておりま

す。なお、この預託金につきましては、平成２０年度当初予算におきまして４億９５６１万

２０００円の預託計上と修正をさせていただいております。 

○楡井委員 

 今年度災害以外はないということでありますし、また、その災害の問題について言えば、今

返済の途中で２３年度までというのは説明もありました。更に、この少ない理由としては、国

の政策もあったというふうに言われてるんですけど、そういうことについては予算を組む時に

当然予測された内容ではないかというふうに思うんですよね。そういう点については、そうい

う予測、その他が予算を組む時の内容としては考えられてなかったんでしょうか。 

○商工観光課長 

 先ほど申しましたように、平成２１年度につきましては、災害が７月に発生した関係で実際

の災害の受付事務と申しますと、９月以降予算措置も含めまして、９月以降ということになり

ますので、２１年度につきましては、先ほど説明申しましたように預託金の増額をお願いした

ところでございます。２２年度予算を組むにあたりまして、ある程度受付等の見込みが立ちま

したので、減額の預託金というかたちにさせていただいております。 

○楡井委員 

 平成２２年度の話をしてるんではないんですよね。２１年度の予算を組むときにですね、今

言われたように、災害の返済期間だとか、途中だとか、それから国の政策があるとかいうよう
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なことが予測されておって、減少するんではないかというふうに思い至らなかったかなという

ことで、今回は２１年の決算に基づいてですね、２２年度は減らしたと、それは分かりますけ

ど、２１年の予算を組むときにそういうことが予測できなかったのかということなんですが。 

○商工観光課長 

 ２１年度の預託金を予算化するにあたりまして、まず平成１５年の災害特例を参考にいたし

ましたところ、平成１５年におきましては３９２件、総額としましては３１億１２４９万

８０００円の貸し付け等を行っている状況でございます。平成２１年におきましては、災害時

の事業所の被害が床上浸水が約１０７件と当時把握をさせていただいとります。そのため

１０７件全件というわけにはいきませんが、もしご相談があれば対応できるようなかたちで予

算措置をしたところでございますが、結果として３０件の申し込みしかありませんでしたので、

預託金としましては執行残といいますか、かなり利用率が少なくなったというような状況にな

っております。 

○楡井委員 

 今の商工振興費については、以上であります。 

○委員長 

 次に、田中裕二委員の質疑を許します。 

○田中祐二委員 

 １３７ページ、商工振興費、中小企業融資制度審議会委員報酬について質問をいたします。

今の楡井委員の質問と重複する点もあろうかと思いますけど、よろしくお願いいたします。ま

ず中小企業融資制度審議会の内容について、お尋ねをいたします。 

○商工観光課長 

 この審議会は市長の諮問に応じ、中小企業融資制度全般に関し、総合的な運用方法、調査及

び審議する市の附属機関で、委員は６名で、うち４名が委員報酬の対象でございます。現在の

任期は平成２１年４月から平成２３年３月までの２年間となっております。 

○田中祐二委員 

 この市の融資を受ける場合、その申請があると、この６人の委員の方が審議をして融資を決

定するという流れになっているんだと思いますが、その通りでよろしいですか。 

○商工観光課長 

 この審議会は先ほど申しましたように、市長の諮問に応じて、例えば利率の変更とか全般的

な審議をしていただくところでございますので、通常の融資につきましては、市の方で審査を

いたしまして、保証協会、金融機関と協議をした中で決定ということになります。 

○田中祐二委員 

 分かりました。今、楡井委員も言われましたこの資料の７９ページを見ておりましたら、や

っぱ非常に利用件数少ないと思うんです。１８年度が５件の申し込みに対して３件の決定、

１９年が３件中３件、２０年度は８件中７件、２１年度は災害を除けば０の０というふうにな

っておりますが、課長、先ほどご答弁されましたけれども、楡井委員の質問の中でご答弁され

ました。その理由はというと、平成１５年の大水害の災害融資、そして、２０年１０月３１日

から実施された国の緊急保障制度、この質問をするたびに、この市の融資の利用状況が少ない

理由として、この２点を挙げられますが、果たして、この２点だけなのかというのを非常に疑

問に思っております。と申しますと、１５年度の災害に関して、融資を受けられた方、中小企

業の方は、その災害を受けられた方ばかりではありません。たくさんの方が中小企業いらっし

ゃると思います。それともう一つ、国の融資制度これが始まったのが２０年でございますが、

じゃそれ以前はどうなのかと言うと、１８年さっき言いましたように、５件のうち３件、

１９年が３件の３件というふうに、ずっと少ないと思っております。ですから、確かに、課長

がご答弁されましたこの１５年の水害、そして２０年度から始まったセーフティーネット、こ
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のこともあろうかと思いますが、それ以外にも制度の問題とか、条件の問題とか、あるんでは

ないかと思っておりますが、この点いかがでしょうか。仮に希望される方が少ないということ

であれば問題ないんですけども、国の緊急保証制度に関しましても、先ほど課長答弁されまし

たように、２ヶ年で１，５８０件の方が受付けをされているということで、こう考えると融資

を希望されていらっしゃる方は非常に多いと思うんです。それにもかかわらず、市の制度を利

用されてる方がずうっと非常に少ないというのは、周知不足なのか、制度に問題があるのか、

このように考えておりますが、どのようにお考えなのかお尋ねをいたします。 

○商工観光課長 

 今委員ご指摘のとおり、中小企業の皆様が有効に使っていただくためには、今後周知等を図

る必要があると認識しております。市の分の融資制度が利用が少ないという現状でございます

が、融資制度につきましては国、県、市、それぞれの融資制度がございます。先ほど申しまし

たセーフティーネット、これにつきましては、保証協会が保証を１００％し、保証料を低額に

するという非常につなぎ融資としては使いやすい融資でございます。それとは別に、通常の融

資におきましても、先ほど言いました国、県、市、それぞれ融資制度の中身が若干違います。

国においては、保証料が先ほど言いました低く設定する。県におきましては、限度額がかなり

大きくて償還も長い。市におきましては、限度額等は小さい、利率は若干低いんですが、限度

額、償還期間が短いというような、それぞれのいいところ、悪いところと申しますか、融資の

中身が異なっております。市におきましては、国・県の融資制度をある意味では補完する。対

応できないところをするような制度というふうに認識しておりますので、この辺を今後は企業

等にＰＲをしながら、一番使いやすい融資を斡旋と申しますか、ご紹介しながら中小企業の皆

様方の活性化に支援をしていきたいというふうに考えております。 

○田中裕二委員 

 中小企業への融資制度というのは、市長の施政方針の中にも中小企業対策の目玉という形で

ずっと表記をされております。そうであるならば、もっと利用者をふやすべきだろうと思って

おります。衛生で条件が厳しいということであれば申込数に対しての決定が低いという、ここ

の数字にあらわれてくると思うんですが、申し込みそのものが少ないということは初めから御

存じないか、それとも始めから無理だろうとあきらめてあるか、そういうことではないかと思

います。そういった意味では、本当しっかりと周知をしていただいて、利用できやすいような、

別にこげつかせていいというわけではございません。それはもうで困ることでございますけど

も、ほんとに利用できる、利用しやすい制度にしていただきたいと、これ中小企業対策の目玉

であるのであれば、ぜひともそのような取り組みをしていただきたいということを要望いたし

まして質問を終わります。 

○委員長 

 次に、柴田委員の質疑を許します。 

○柴田委員 

 １７６ページ１９節の中ほど少し下に中心商店街空き店舗対策事業費補助金とあります。

７５万円とありますが、どのようなことに使われているのかお尋ねいたします。 

○商工観光課長 

 この事業は商工会議所が県補助金を利用して実施いたします商店街等活性化事業のメニュー

の１つでございます。商店街等活性化事業の総事業費は２１年度決算で４９５万円となってお

ります。その内訳といたしましては、県が３００万、市が７５万、商工会議所が５０万、商店

街等が５７万８５７９円となっております。このメニューの１つでチャレンジショップの家賃

３分の１を１年間補助したり、商店街活性化チャレンジショップイベント事業、商店街サポー

ター事業と中心商店街の活性化に寄与する事業を展開しております。 

○柴田委員 
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 先日１週間ほど前になりますか、商店街をずっと歩いてみました。そのときに大体４、５件

に１件近くくらいでしょうか、シャッターが閉まっております。久しぶりにずっと歩いてみま

して、だんだんとそういう寂しくなる姿を見てほんとに何とかせないかんとやないかなという

思いがいたしました。今ありがたいことに先ほどの質問の中にも高齢者のシルバーの方々が

１件お店を開いていただきまして、ある部分ほんとうに賑わいをプラスしていただいておりま

す。シルバーの方も８００名近くのメンバーがいらっしゃいますが、まだまだお仕事にありつ

けないという状況があります。ほんとに数店空いているシャッターが閉じてある店舗１件をお

借りするのには１０万前後くらいになるということで、高齢者の方々がそこでお店を何かしよ

うとしても、なかなか利益がそんなにあがるものではありません。ほんとにそういう方々が生

き生きとお仕事をできるためにも、もっとこの補助金をふやしていただきまして、そういう高

齢者の方々はたくさんの手づくり作品をお持ちなんですね。そういう方々の売る場所とか、高

齢者の方々は月に１万でも２万でもいい、そういう収入がほしいというふうに言われてます。

そのためにもぜひ補助金をふやしていただいて、そういうシャッターのお店を活用の場にして

いただきたいと思いますが、いかがでしょうかお尋ねいたします。 

○商工観光課長 

 ２１年度の空き店舗へのチャレンジショップにつきましては、先ほど申しましたように２件

の店舗でございます。空き店舗対策事業につきましては、高齢者に特定した活用はございませ

んけど、イベントメニューといたしましては昨年実施されました、毎月１５日に実施しておら

れたお元気デーなどソフト事業というのはございます。これまでの取り組み、空き店舗への活

用といたしましては、先ほど申したチャレンジショップ以外で大学生による出店、本年度にお

きましては子育て広場による空き店舗の活用、先ほど委員御指摘のシルバー人材センターによ

る出店などさまざまな活用がなされております。このチャレンジショップの補助金以外につき

ましても、さまざまな補助金等がございますので商工会議所、商店街の方とも協議しながら活

気ある商店街に、にぎわいの創出を図っていきたいと考えております。 

○柴田委員 

 ぜひにぎわいを取り戻していただくような、そういう取り組みをしていただきたいと思いま

す。さまざまな皆様アイデアをお持ちでありますし、そういう方の知恵をお借りして今から都

市計画があると思いますが、その出来上がる部分も何年も先のことでございます。その間のつ

なぎとしてぜひですね、そういう商店街、シャッターを閉めてあるところの活用を、補助金を

出していただきながら行っていただきたいということを切に要望して質問を終わります。 

○委員長 

 次に、田中裕二委員の質疑を許します。 

○田中裕二委員 

 私も同じく１７５ページ中心商店街空き店舗対策事業費補助金についてお尋ねをいたします。

今の柴田委員の質問に関連する質問になろうかと思いますけど、よろしくお願いします。まず、

空き店舗の状況についてお尋ねをいたします。 

○商工観光課長 

 空き店舗の状況でございますが、平成２１年度末の本町、東町、永楽町、昭和通、吉原町、

新飯塚の６商店街の店舗数は４２５店舗になっております。この４２５店舗のうち７９店舗が

空き店舗となっており、空き店舗の割合は１８．５８％となっております。 

○田中裕二委員 

 ４２５店舗のうちの７９店舗１８．５８％が空き店舗だというご答弁でございますが、この

空き店舗対策に対してはずっと取り組みをされてきたと思います。この１８．５８％という数

字、これは増加傾向なのか減少傾向なのか、この点はいかがでしょうか。 

○商工観光課長 
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 空き店舗の割合といたしましては、近年大体２０％弱の推移ということになっております。 

○田中裕二委員 

 ということは、増加も減少もしていないと、横ばいという状況が続いていると思います。と

いうことですよね。そうしましたら、それでこの中心商店街の空き店舗対策事業の内容につい

てお示しいただきたいと思います。 

○商工観光課長 

 空き店舗対策の事業内容の前に、先ほど委員から御質問がありました２０％弱で推移という

ことでございますが、このチャレンジショップにつきましては、平成１２年から手元に資料が

ございますが、１２年から２１年度に５０店舗のチャレンジショップの利用といいますか活用

があっております。そのうち現在営業されてるのが１８件、この１年間の補助が切れてお止め

になった店舗が１０件、残り２２件につきましてはその後単独で数年されましたが現在ちょっ

と閉店されてるということで、店舗の中にもかなり移動といいますか新たに商売を始められた

方もいらっしゃいますけど、お止めになったというような方もいらっしゃるような状況でござ

います。続きまして空き店舗対策の内容でございますが、先ほどの説明とちょっと重なります

が、商店街等の活性化事業のメニューといたしましては、チャレンジショップイベントの事業、

毎月１５日に開催するお元気デー、１００円市、山笠セール、ぶらり市、永昌会などの年末年

始のイベント、商店街のサポーターズ事業、商店街ツアー、フリーペーパー飯塚まち探検隊の

発行、大学、青年会議所との連携事業などを実施をしているところでございます。 

○田中裕二委員 

 先ほど、課長付け加えて御答弁されました。私はチャレンジショップで新たに進出した件数

を聞いているわけではございません。空き店舗の状況を聞いているんです。新たに店を創業さ

れても、止められる店舗が多ければ、その比率というのは２０％前後ということで空き店舗の

状況は変わってないということでしょう。空き店舗対策ということは、空き店舗を減らすとい

うのが目的であろうと思います。ですから、チャレンジショップで新たに創業されても、止め

られる件数と変わりなければ変わらないという状況だと思います。ですから、この減らす努力

が必要だと思っております。チャレンジショップのこと聞こうと思いましたが、それはやめま

す。減らす目的のために具体的な方策はどのようなことを検討されてきたのか、お尋ねいたし

ます。 

○商工観光課長 

 空き店舗対策につきましては、中心商店街を活性化する重要な政策の１つと位置づけており

ます。現在の事業の充実、チャレンジショップ等の充実を図るとともに現在中心商店街の活性

化の基本計画を検討しておりますので、その中で具体的な施策を今検討しておりますので、そ

の内容を今後は実施していきたいというふうに考えております。 

○田中裕二委員 

 それでは、空き店舗対策の具体的な数値目標、このくらいの数にしたいとかいう目標がある

のかどうか、この点はいかがですか。 

○商工観光課長 

 空き店舗の数値目標につきましては、合併後の第１次総合計画の中で１８、１９年度につき

ましては一応具体的な目標を示しておりましたが、現在のところ具体的な目標はございません。

空き店舗の目標数値につきましても、先ほど申しました中心市街地の活性化基本計画の中で指

標の設定を検討しているところでございます。 

○田中裕二委員 

 中心商店街活性化基本計画の中で具体的な数値目標も施策も検討されるという御答弁でござ

いますので、しっかりとした数字目標をたてられて、しっかりとした計画をたてられて、その

目標どおりに実施できるようにしっかり取り組みをしていただきたいということを要望して、
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この質問を終ります。 

○委員長 

次に、楡井委員の質疑をします。 

○楡井委員 

 それでは１７７ページの観光費１７８ページの一番下の方に県観光連盟、それから福岡県観

光推進協議会、それから筑豊地区観光協議会への負担金が計上されております。これらの団体

のいろんな活動が飯塚市の観光政策や市の観光行政にどのような効果をもたらしているのかと

いうことについてお聞きしたいと思います。 

○商工観光課長 

 現在飯塚市におきましては、旧伊藤伝右衛門邸を中心に観光施策を展開しておりますが、観

光施設が１つだけでは観光客の入込客数の落ち込みも予想されます。観光施策を推進する上で

市内だけではなく広域的な取り組みを行い、それぞれの点である観光を面として観光ルートを

つくる必要があると考えております。そのためには、先ほど御紹介ありました観光連盟や推進

協議会、観光協議会と連携したＰＲを中心としたさまざまな取り組みを行いたいと考えており

ます。このような取り組みは、本市の観光行政にも大きな効果があるというふうに考えており

ます。 

○楡井委員 

 それでは、具体的な効果、行政に対する効果というのは具体的に説明できますか、こういう

面がこういうふうに効果がありましたよというようなことが説明ができるんであれば、効果の

ないようですから説明をしていただきたいと思います。 

○商工観光課長 

 具体的な数値的な分としますと、それぞれ例えば伊藤伝右衛門邸の入込客数ということにな

ろうかと思いますが、その内容を分析するにあたりまして、こういう広域的な取り組みにおき

まして観光ＰＲをするにあたって、現在もいま伊藤邸で企画展を実施しておりますが、市外か

らの観光バス等で通常よりかなり多くの観光客の方がお見えになっております。その関係で入

込客数、入場料等も当然増えるわけでございますが、プラスアルファで地域の食べ物、お食事

処、休憩等におきましても、これにつきましては経済効果の算出等を持ち合わせておりません

けど、かなりの経済効果があるというふうに考えております。 

○楡井委員 

 ところが伊藤伝右衛門邸の入場者数と言うんですか、来館数と言うんですか、これは大いに

下がってきてるんですよ。そういうことでいま言われたような成果だというふうに評価できる

んでしょうか。 

○商工観光課長 

 いま委員ご指摘のとおり伊藤伝右衛門邸につきましては、平成１９年４月２８日に一般公開

以来、延べで平成２１年度末までに４６万６０００人余りの方が来館されております。通常こ

ういう施設につきましては、利用等が少なくて確か１９年度当初予算では年間１５，０００人

程度の入込客ではないかというような予想の中で、ご説明をさせていただいた経緯があろうか

と思います。先ほど言われましたようにどうしてもリピーターといいますか、入込客数は年々

減少しておりますが、他の施設に比べますと非常にまだ高い水準でございますので、今後現在

の水準を維持できるように、先ほどお話ししましたように広域的なＰＲ等を含めたところで、

入込客数の確保に努めていきたいというふうに考えております。 

○楡井委員 

 伊藤伝右衛門邸だけではないんですけどね、いま中心がそこだということですので、平成

２１年度の伊藤伝右衛門邸の入館者の分析と言いますか、市内の人が何人で、市外の人が何人

だというような数字の把握というのは行われておりますか。 
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○商工観光課長 

 申し訳ございません。ちょっといま手元に資料はございませんが、先ほど申しました大型バ

ス等で、どこの自治体、都道府県から来られたというのは、数字はある程度把握はしておりま

すが、ちょっといま数字を持ち合わせておりません。 

○楡井委員 

 いずれにしてもその数字は集約すれば分かるということですね。ぜひそれは集約して教えて

いただきたいというふうに思います。続いて、その観光費の関係で１８０ページの上から２行

目にあります、飯塚観光協会補助金というのがございます。この補助金の使い道についてご説

明願いたいと思います。 

○商工観光課長 

 飯塚観光協会の補助金２１５１万４０００円の内訳でございますが、ほとんどが事業費とい

うふうになっております。どんたく宿場祭り２００万円、大人山笠２４０万円、子ども山笠

６２万４０００円、飯塚納涼花火大会５０万円、雛のまつり２８０万円、大将陣桜まつり

７５万円、穂波納涼花火大会９０万円、観光ボランティア育成費３０万円、鳥羽公園ちょうち

ん設置費４０万円、走る山笠製作事業５００万円、事業費合計が１５６７万４０００円で、あ

と運営事務費といたしまして５８４万円、合計で２１５１万４０００円となっております。 

○楡井委員 

 観光協会補助金の中身は分かりました。それでこの補助金の推移といいますか、毎年この

２１５０万円で変わりませんか。 

○商工観光課長 

 ２１年度につきましては、先ほど申しました山笠製作費等の特別事業等を算入しております

ので、前年度に比べますとその分が約５～６００万円上がったような形になっております。 

○楡井委員 

 そういうことでいえば通常は１６００万円前後ということでいいんですね。 

○商工観光課長 

 例年は大体その金額で推移しております。 

○楡井委員 

 それでは以上で観光費については終わります。 

○委員長 

 次に質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑はありませんか。 

○楡井委員 

 これは農業施設費の中になるんですけど、委託料の中に揚水機等運転管理委託料というのが

あります。この中身について少しお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。揚水

機それからポンプ場、その他が資料によりますと６７カ所ございます。この６７カ所のうち

７カ所は、管理形態は何種類かあるんですけれども、６１カ所はすべて飯塚市の負担というこ

とになっておりまして、地元負担というのが２カ所、それから改良区負担というのが４カ所あ

ります。それに間違いがないかということと、この６７カ所のポンプ場、揚排水機場ですか、

６７カ所すべて市の施設なのかどうかについて、２点お願いいたします。 

○農林課長 

 質問者言われますとおり、負担についてはそのとおりでございまして、施設はすべて市の施

設となっております。 

○楡井委員 

 地元の負担が２カ所と、それから改良区負担が４カ所ということについても、間違いないで

すね。それでは地元負担というのは、庄内の有井ですね。それから同じ庄内の入水というとこ

ろが経費の、主に電気料ですけども、地元負担ということになっておりまして、それから改良
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区負担というのが、管理も負担もですが頴田の佐與土地改良区、それから同じ佐與土地改良区

内かんがいポンプＡ、それから次がＰ、そしてＣ、Ｄと４つあるんです。これが改良区負担と

いうことになっているわけです。市の施設なのに負担がこういうことになっている理由、それ

からその経過について説明をお願いします。 

○農林課長 

 まず庄内の分につきましては、地元の負担ということでございますが、これは毎年必ず使う

かどうかというポンプではございませんで、渇水期にどうしても使いたいということで設置を

してくれということで、そのときの条件面的に管理と電気代については、地元が負担するとい

うことで設置された経緯でございます。それから佐與土地改良区のかんがいポンプが４機ある

わけでございますが、この分につきましては、名称のとおり合併前から頴田地区におきまして

農地の土地改良事業、補助整備事業がとり行われました。その補助整備事業の中で、農業用水

をどのように取水するかという設計等の協議が土地改良区、県営事業でやっておるわけでござ

いますが、県と町と土地改良区で協議がなされました。通常、補助整備事業におきましては、

ポンプ設置じゃなくて通常は水路に自然的に水が自然勾配で流れる水路を流すわけでございま

すが、地元のほうからそれでも可能なんですが、ぜひともポンプをつけていただきたいという

要請があったというふうに伺っております。その経緯の中で地元の土地改良区総会にかけられ

ましてポンプをつけていただけるかわりに、できあがりは市の施設として移管されて管理する

わけでございますが、その光熱費といいますか、ランニングコストにつきましては地元が負担

するという内容で土地改良区の総会に図られまして、要請が旧頴田町にありまして、今日まで

続いておるわけでございます。 

○楡井委員 

 この庄内の２つの施設、それから改良区の４つの施設、これにどのくらい費用がかかってい

るということについては、ご存知ですか。 

○農林課長 

 年によって違うわけでございますが、有井かんがい用水施設というのがございます、地元が

負担して大体４万円前後の年間の電気料の負担がなされております。それから入水の揚水施設

が渇水時期に使うわけでございますが、過去の両方とも見ていましたら１番高いときで２万円

前後電気料がかかっているということでございます。それから頴田地区の佐與土地改良区の

４つのポンプの年間６５万円ほどの電気料がかかっております。 

○楡井委員 

 とりあえず計算しやすいように１５万円というふうにして、６０万円というふうにすると、

飯塚市関係の分は大体９万４０００円とかですね、多いとこで鯰田のほうでいえば、事業団の

関係でいえば３５万円とかいろいろ金額的にはあるんですね。地元負担をこのまま続けるのか

とどうかということについては、どうなんですかね。市の施設ということであれば地元の負担

からこの際解除するというようなことにはなりませんでしょうか。 

○農林課長 

 合併当時にそのような協議がなされたと思いますが、その設置の経緯から見て、施設をその

後市に移管したという経緯もございます。そういうものを含めまして、そういうことで地元か

ら市のほうで負担してくれという要請は、いまのところ団体ではきておりませんが、個々の農

家においてはできないかというご相談はあったことは事実でございますが、やはりそこの生産

組合とか土地改良区でご相談いただいた結果、現状どおり今後も進めていくということでござ

いますので、今後は負担も含めてでございますが、施設の更新等の費用も検討をしなくてはな

らない時期を迎えますので、その分を含めて検討をはかりたいというふうに考えます。 

○委員長 

 他に質疑はありませんか。 
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（ 質疑なし ） 

他に質疑はないようでございますので、第５款 労働費第６款 農林水産業費及び第７款 

商工費についての質疑を終結いたします。暫時休憩いたします。 

休 憩 １７：４５ 

再 開 １７：５４ 

委員会を再開いたします。 

次に、第８款 土木費及び第９款 消防費、１７９ページから１９７ページまでの質疑を許

します。まず質疑事項一覧表に記載されております上野委員の質疑を許します。 

○上野委員 

 １８２ページになります。一番上の道路を事故損害賠償金についてでございますが、担当課

から丁寧にご説明を受けまして、過失割合等を適正に判断をされておるんではないかというふ

うに思っておりますので、質疑は差し控えますが、共済に入ってらっしゃるからといって安易

に相手方と妥協されるということは、今後詐欺などの犯罪につながる可能性があるのではない

かというふうに思っています。客観的に見て、市に明らかに責任、過失がある場合以外につい

ては、十分な調査が必要であるというふうに私は思いますので、現在、示談が確定していない

案件も含めてそのような手続きをしっかりしていただくように申し述べさせていただいて、こ

の質疑は終わります。 

○委員長 

 引き続き、上野委員に質疑を許します。 

○上野委員 

続きまして、１８４ページになります。８款 土木費、３項 河川費、一目 河川維持費の

中の１３節 委託料の中の１８４ページの下から２行目、上勢田内水排除施設の管理委託料に

ついてお伺いいたします。この内水排除施設は、どこに設置されてあるものなのでしょうか。 

○頴田支所経済建設課長 

 ポンプの設置場所につきましては、自治会で言いますと上勢田東地区に設置しております。 

○上野委員 

 上勢田東地区、鹿毛馬川にかかっているところでしょうか。あそこについては、一昨年の

７月の大雨のときに住宅密集地が床上浸水するなど大きな被害を受けましたが、９月に災害説

明会を県と市で行っていただいて、職員の皆さん方のご尽力によって堤防のパラペット工事で

かさ上げをしていただいて、ことしの７月大雨のときには、住宅地は災害を免れておりますの

で、その点に関しては本当にありがとうございましたと、お礼を申し述べておきたいと思いま

すが、そうすると頴田地区の中といいますか、飯塚市内でも一番早く浸水するんじゃなかろう

かというような生活幹線道路が上勢田西、すぐ隣の自治会にあるんですが、そこの内水排除に

関してはこのポンプは全く寄与してないと思うんです。そのとおりですよね。決算委員会です

ので、これについての質疑は控えますけれども、ぜひあそこは一番はじめに浸かって、支所も

すぐ近うございます。大雨の際、市長も視察に来ていただいておりますので、現状はよくご存

じだと思います。抜本的な解決策というのは、庄内川と遠賀川の関係もありますので時間がか

かると思いますが、その間は簡易ポンプとか移動ポンプの設置などで、とりあえずあそこの水

が少しでもはけるような施策を講じていただきたいと意見を申し述べさせて、質疑を終わりた

いと思います。 

○委員長 

 次に、楡井委員の質疑を許します。 

○楡井委員 

 １８７ページの３目の公共下水道費についてでありますが、下水道事業会計補助金５億

１００万円これはどういうような下水道会計に支出して、どのような仕事をするための補助金
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でしょうか。 

○財政課長 

 公共下水道の下水道事業会計の保証金、５億１００万円の内訳でございますが、まず繰り出

し基準内で調整いたしまして、下水道事業のほうに出しております補助金が、４億８８００万

円でございます。これ、基準内の繰り出しということでございますので、どの事業が対象とい

うことではありません。全事業を対象とした繰り出しの補助金になります。もう１つが、これ

も経済対策事業が平成２１年度、国が実施いたしましたので、その分といたしまして

１３００万円を補助しております。合計で５億１００万円でございます。この経済対策事業に

つきましては、対象事業は上三緒地区の汚水管渠敷設工事が対象事業となっております。 

○楡井委員 

 下水道事業の赤字の対策というようなことではないんですか。 

○財政課長 

 繰り出し基準内の補助ということにしております。下水道会計のほうと調整をして補助を行

っております。 

○楡井委員 

 それでは、次の４目に流域下水道費ということで、明星寺川流域下水道事業費負担金ですか、

２８０万円弱がありますので、これについても同じく説明をしていただきたいと思います。 

○都市計画課長 

 明星寺川流域下水道事業は平成１５年７月１９日の集中豪雨により、浸水被害を受けた旧飯

塚市及び旧穂波町の明星寺川流域、約１１０ヘクタールにおける浸水対策を行うために平成

１７年度から雨水流域下水道事業として福岡県にて事業を実施してもらっております。飯塚市

としては、下水道法第３１条第１項の規定及び平成１７年９月２９日、福岡県と締結した覚書

に基づき、補助対象事業費については上下水道企業債から事業費の４分の１と県単独費につい

ては一般会計から県単独事業費の２分の１の合計金額を負担金として支払いを行っております。

決算書の支出済み額２７９万９５００円は、この県単費事業費５５９万９０００円の２分の

１の負担金でございます。 

○楡井委員 

 以上、この２点、３目、４目についての質問は終ります。 

○委員長 

 次に田中委員の質疑を許します。 

○田中裕二委員 

 １９１ページ、住宅管理費、市営住宅明け渡し訴訟等手数料についてお尋ねをいたします。

平成２１年度におきまして、市営住宅明け渡し訴訟の提起は、件数は何件だったのかお尋ねい

たします。 

○建築住宅課長 

 平成２１年度中に訴訟の提起を行いました件数につきましては、１５件でございます。 

○田中裕二委員 

 それでは、その１５件の中で最大の滞納月数が何カ月だったのか、また逆に一番短いといい

ますか、滞納月数が何カ月だったのか、お尋ねいたします。 

○建築住宅課長 

 明け渡し訴訟の提起を行いました１５件の中でも、最も長いものにつきましては、１１６カ

月でございます。一番短いもので２４カ月でございます。 

○田中裕二委員 

 一番長いもので１１６カ月約１０年間、短いもので２４カ月２年間ということは、この明け

渡し訴訟は滞納が長いというか多いからだけの問題、滞納の多い少ないだけで訴訟まで至って
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いるようではないようには思いますが、それではこの明け渡し訴訟はどのような場合に行われ

ているのかお尋ねいたします。 

○建築住宅課長 

 住宅使用料の能力につきましては、督促状とか催告状を送付しまして納付指導を行っており

ます。納付指導によってもなお納付がない場合には、来庁指示書というのを送付いたしまして

滞納者と面談の機会を設けまして滞納解消の協議を行っておりますが、来庁指示にも応じない

場合は明渡期限を定めました市営住宅使用許可取消通知を送付することとしております。この

通知による明渡期限までに明渡が履行されない場合や、滞納住宅使用料の納付がない場合に裁

判書へ市営住宅明渡訴訟を提起するものでございます。訴訟の提起に際しましては、先ほど委

員言われますように滞納月数の長短よってのみ判断するのではなく、再三の納付指導や分割納

入にも応じないなど支払いに対しまして誠意を示さない滞納者に対して行っておる状況でござ

います。 

○田中裕二委員 

 誠意を示さない滞納者に対して行っているということでございますが、この訴訟はずっと長

いことなされていると思いますが、訴訟件数の推移はどのような状況なのか、増加傾向なのか、

減少傾向なのか、この点はいかがでしょうか。 

○建築住宅課長 

 先ほど答弁いたしましたように、それぞれの世帯の状況といいますか、それによって一概に

傾向を申し上げるのは難しいのですが、やや増加する傾向は見られるのではないかと考えられ

ております。 

○田中裕二委員 

 訴訟に至る状況については、やむを得ないという状況の中でなされているようでございます

が、訴訟を減らす取り組み、逆に訴訟を減らすということは滞納者を減らす取り組みというも

のになろうかと思いますが、そのような取り組みが必要と思いますが、今後どのように取り組

みをされるのかお尋ねいたします。 

○建築住宅課長 

 現状では電話や文書によります来庁指示を行ったり、訪問指導また夜間徴収によりまして本

人と折衝いたしまして滞納処理に努めているところでございますが、最終勧告にも応じない悪

質な滞納者につきましては、公平公正の意味からも住宅の明渡請求訴訟を行うなど厳正に対応

しております。また今後も分納制約をしていただくなどの訴訟に至る過程の中で、本人と粘り

強く協議をすることが必要と考えております。 

○田中裕二委員 

 訴訟に至る前にやっぱり何らかの誠意をもって、滞納分を減らすというか、お支払いしてい

ただくようなことがやっぱり必要だろうと思いますので、今後とも粘り強い対応をお願いいた

しまして、質問を終わります。 

○委員長 

 次に、楡井委員の質疑を許します。 

○楡井委員 

 続きまして１９３ページの住宅建設費の１５節弁分公営住宅建替工事の関連で質問します。

弁分団地の建設はもう終わってるような感じなんですけども、この団地に北分住宅等から引っ

越しをするという状況ですけど、この引っ越しの移転の開始ですね、それからいつまでに完了

するのか等についてはいかがでしょうか。 

○建築住宅課長 

 弁分公営住宅の本低につきましては、現在完了いたしております。現在外溝工事を実施して

いる状況でございまして、外構工事の完成が１１月いっぱいの予定ということになっておりま
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す。今後といたしましては、１１月中に平恒北分の方々に現地の見学会をしていただくと、そ

れから移転につきましては１２月から１月にかけてできるように、現在入居者の方へお願いを

しているところでございます。 

○楡井委員 

 これまでの約束として、弁分団地に障がい者優先枠ということで５戸確保するということに

ついては穂波の時代からの約束になっておりますが、予定の家屋といいますか、部屋を何号と

何号と何号なのか、わかりましたら教えてください。 

○建築住宅課長 

 昨年の決算委員会を中でも答弁をいたしましたように、今回の４棟目には１戸、号数につき

ましてはまだ確定はしておりませんが、エレバーターの隣ぐらいで今考えているところでござ

います。すでに建設されております３棟の住宅につきましては、今後１階部分、さきほどエレ

ベーターの隣というようなことで考えておりますが、その部分が空き第身体障がい者向けに確

保いたしまして、全４戸の身体障がい者向けを確保したいと考えております。当初計画では全

部で５棟建設する予定でございましたので、先ほど委員が言われますように１棟１戸で５戸の

設定を予定しておりましたが、敷地の関係で４棟にしたために１棟１戸で４戸としたものでご

ざいますが、現在も既に８世帯の身体障がい者の方々が生活をしてある現状もありますし、今

回平恒から入居予定者の中にも数名の身体障がい者の方や介護が必要な高齢者の方がいらっし

ゃいますので、身体障がい者世帯専用住宅の確保の問題につきましては、全体とのバランスも

十分に考慮をいたしまして、さらにまだ検討していく必要があると考えております。 

○楡井委員 

 現在８世帯の方が、障がい者の方が入荷してるということではありますが、ここは今のとこ

ろ公募といいますかね、従来の建替をしなければならなかった所から優先的に入ってきてる状

況ですから、必ずしも障がい者優先枠という形での入居ではないというふうに思うんです。そ

ういう意味では先ほど言われたように１棟１戸という目標で５棟目が建ってないからというこ

とでしたけど、５戸は確保するというのが従来の確認事項ですから、これはぜひ確保できるよ

うな方向で検討していただかなきゃならないというふうに思います。それから次に各所改修工

事ということで１５４２万円余りが計上されておりますけれども、この内容についてはいかが

でしょうか。 

○建築住宅課長 

 この工事につきましては、年次で計画しております改修工事の一部でございまして、流し台

の取り替えと鉛管取り替えの工事でございます。 

○楡井委員 

 今言われた工事の中に一般質問でも問題にしました同和向け住宅のですね、改修等が入って

ますか。 

○建築住宅課長 

 所管課といたしましては、７１団地、４，４００戸の住宅を一括して管理をしているわけで

ございます。一般住宅と同和向け住宅というような分け方をした計画をしておりませんで、

２１年度分の中には委員が言われます同和向け住宅も一部入っております。 

○楡井委員 

 それは直ちに入居可能なことになるんでしょうね、改修が進んだということであれば。これ

一般公募も検討するというような方向で進められようとしてるのかなということも思いますの

で、是非一般公募を準備していただくようにお願いしておきたいというふうに思います。以上、

住宅建設費については終わります。 

○委員長 

 引き続き、楡井委員の質疑を許します。 
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○楡井委員 

 １９３ページ、住宅建設費の次のところに消防費がありますので、これについて、非常備消

防費ということであります。１９節負担金、消防団運営交付金が記述されております。この中

身について、お聞きしたいんですが、今消防団員の方の団員の数ですね、それから、その消防

団員の人数の中に市の職員が当然入っておられるというふうに思うんですが、その両方の推移

について説明していただきたいと思います。 

○総務課長 

 消防団員数につきまして、平成２０年度からの推移を毎年度４月１日現在を基準日として申

し述べます。平成２０年度は１，１３４名、平成２１年度は１，１１６名、平成２２年度は１，

１１３名となっております。このうち、消防団におけます市の職員数につきましては、平成

２０年度は１０６名、平成２１年度は１０７名、平成２２年度は１０３名となっており、全団

員数のおよそ９％を維持しております。 

○楡井委員 

 その数字をですね、旧市町別に述べていただけますか。 

○総務課長 

 旧市町別で申し上げますと、これは方面隊の数ということになりますが、飯塚方面隊につき

ましては平成２０年度は３５３名、平成２１年度は３４１名、平成２２年度は３３９名、穂波

方面隊につきましては平成２０年度は２３９名、平成２１年度は２４２名、平成２２年度は

２３２名となっております。筑穂方面隊につきましては、平成２０年度は２７８名、同２１年

度は２７３名、同２２年度は２６２名、庄内方面隊につきましては、２０年度は１５９名、

２１年度は１５９名、２２年度は１３８名となっております。また、頴田方面隊につきまして

は、平成２０年度１０２名、２１年度９８名、２２年度８７名となっております。なお条例定

数は１，２８６名でございます。 

○楡井委員 

 条例定数は１，２８６と言われましたかね。１，２８６、それからしますと、ちょっと

１０７、８０名、１０６、７０名、総数では足りないという状況で、この３年間を見ても年々

低下してきている、減少してきている状況になっているというふうに見えます。最後の市町別

についての職員の数をですね、知りたかったんですが、これはなかなか支所の人数が激減して

るという状況がありますから、なかなか数は少なくなってるんじゃないかというふうに思いま

すので、もし報告できれば、別のところで報告をしていただきたいというふうに思います。以

上、非常備消防費については終わります。１９５ページの消防施設費についてお聞きいたしま

す。消火栓に関することなんです。それで、消火栓設置のですね、委託料、消火栓塗装委託料

ということになっておりますが、これに関連してお聞きします。消火栓設置の基準、これにつ

いてはどうなっておりましょうか。 

○総務課長 

 昭和３９年の消防水利の基準という通知がございます。これによりますと、主に市街地及び

準市街地におけます消火栓を含む各消防水利、この消防水利と申しますのは、消火栓の他に防

火水槽、プール、井戸、その他がございます。この水利から半径１２０ｍの同心円内またはそ

の他の地域ついては、半径１４０ｍの同心円内が防火対象物となるように消防水利を設置、整

備することとなっております。 

○楡井委員 

 そうすると、現在飯塚市には、消火栓の数または防火水槽と言うんですかね、そういうのが

何ヶ所位存在しますか。 

○総務課長 

 水利につきましては、３ヶ年に１度調査がございます。この消防施設整備計画実態調査にお



６９ 

けます消防水利の基準数といたしましては、飯塚市全域で２，１５１ヶ所の消防水利が必要と

いうこととされております。平成２２年４月現在の本市におけます消防水利は全体で２，

０７９ヶ所となっておりまして、概ね充足しております。この２，０７９ヶ所のうちの消火栓

といたしましては１，４３８基を整備しているところでございます。 

○楡井委員 

 これも旧市町ごとに２，０７９が、それと１，４３８基の消火栓、これもし旧町別に分かれ

ば教えていただきたいと思いますし、旧町別に充足数と言いますかね、これが足りているかど

うかについてもお聞きしたいと思います。 

○総務課長 

 水利の旧市町別の状況でございますが、旧飯塚市、飯塚地区で申しますと、消防水利といた

しましては、１，０１１ヶ所、このうち消火栓は７４８基となっております。穂波地区では消

防水利３７８ヶ所、このうち消火栓は２４１基、筑穂地区では消防水利３０３ヶ所、うち消火

栓は２３１基となっております。庄内地区では消防水利は２７５ヶ所、うち消火栓は８７基、

頴田地区では消防水利１１４ヶ所、うち消火栓３１基となっております。また、それぞれの消

防水利の基準数といたしましては、飯塚地区では１，１６２ヶ所、穂波地区では４９２ヶ所、

筑穂地区では２４６ヶ所、庄内地区では１６４ヶ所、頴田地区では８７ヶ所となっております。

各地区ごとに多少不均衡はございますが、全体としては、概ね充足していると考えております。 

○楡井委員 

 半径で図っていかないかんというような状況もあるんでしょうけども、概ね足りてるという

状況で、農村部に行くとですね、もっと半径拡げてもいいじゃないかというようなところもあ

るんでしょうけども、今言った数字を確認しておきたいと思います。消防費については以上で

す。 

○委員長 

 次に、質疑事項一覧表以外の質疑を許します。質疑ありませんか。 

（ 質疑なし ） 

他に質疑はないようですので第８款土木費、第９款消防費についての質疑を終結いたします。

次に、第１０款教育費、１９７ページから２２９ページまでの質疑を許します。まず質疑事

項一覧表に記載されております楡井委員の質疑を許します。 

○楡井委員 

 小学校費についてお尋ねいたします。小学校費のですね、第１節に報酬というかたちで学校

医及び薬剤師報酬という項目があります。これは、中学校費にもありますし、幼稚園費にもあ

ります。それらを３つ合わせれば３４３万円位になるんですけど、この医師や薬剤師の方達は

市内の病院、医院の先生や薬剤師の方達でしょうか。もしそうであれば、何人の方にですね、

このお仕事をお願いしておりますでしょうか。 

○学校教育課長 

 薬剤師並びに医師の方達ですが、飯塚市内の医院、薬局の方がほとんどでございます。若干

近隣の市町所在となっております。小学校２２校、中学校１２校、幼稚園３園にそれぞれ学校

医、幼稚園は園医と申します。あと学校薬剤師、園薬剤師各１名ずつ配置しております。人数

としましては、内科医が３０名、眼科医が１０名、耳鼻科医が４名、歯科医が３７名、薬剤師

が３５名となっております。一人の医師の方が複数校兼務していることもあるため、このよう

になっております。 

○楡井委員 

 概ね市内の病院や医院の方達、医院の先生、薬剤師の方にお願いしているということであり

ますので、喜ばしいことだというふうに思います。次の２０４ページにですね、賃金という項

目が一番上の方にあります。これも中学校費の中にもありますので、同じ内容になると思いま
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すので、説明していただきたいんですが、これ合わせて１億１７４８万円位に、小学校、中学

校合わせてなります。この賃金の内容についてですね、説明をしていただきたいと思います。 

○教育総務課長 

 ２０４ページの小学校費の嘱託職員賃金と臨時職員賃金につきましては、全学校に１名ずつ

配置いたしております図書司書補助員や用務員の賃金が主なものでございます。２１年度の小

学校につきましては、図書司書補助員は嘱託職員が７名、臨時職員が１５名で対応いたしてお

ります。また用務員につきましては３名が正規の職員、５名が再任用職員、１４名が嘱託職員

で対応いたしております。ただ昨年度は再任用職員の中途退職や病気、休暇等がございました

関係で、その代替といたしまして、臨時職員を７ヵ月間ほど雇用いたしております。次に、中

学校の方でございますけれども、中学校の１２校のうち図書司書補助員は嘱託職員が６名、臨

時職員が６名で対応いたしております。また用務員につきましては、２名が正規職員、４名が

再任用職員、６名が嘱託職員で対応いたしております。したがいましてこの小学校費と中学校

費をあわせまして図書司書補助員にかかる嘱託職員賃金が４０８４万１１０４円、臨時職員賃

金が３１０１万５１８円、用務員にかかります嘱託職員賃金が４４２３万６０７０円、臨時職

員賃金が９７万３５００円となっているところでございます。 

○楡井委員 

 来年からは中学校に少人数学級も導入するというようなことになるという方向が打ち出され

ておるんですが、そうすると中学校に教師の方を増やさなければならないんじゃないかという

ふうに思うんです。そうなった場合、人件費というのがどのくらい増えるのか、何人ぐらい先

生がいるのかという予測についてはいかがでしょう。 

○学校教育課長 

 先ほどの費目とは違う費目になりますが、少人数学級を中学１年生に導入しますと、来年度

は３つの学校で４人ということで、一人あたり大体６００万円の費用がかかるということで、

２４００万円ほど増えるというふうに予測しております。 

○楡井委員 

 小学校の学校管理費については以上で終わります。引き続き、教育振興費というのがあると

思います。教育振興費は２０５ページですね。この１５節に工事請負費、２０６ページの一番

上の欄になりますけど、地上デジタル放送対応工事ですね。これが中学校にももちろんありま

す。中学校の分もあわせて３５００万円余りになると思うんですけども、これらの工事を発注

した際に、入札で行われたんではないかというふうに思いますが、その際の応札業者について

は地元業者であってほしいと思ってお聞きしますんですが、受注したのは何社でしょうか。 

○教育施設課長 

 この工事の内容は、すべての小中学校の地上デジタルテレビ設置用の金具等の取り付け工事

で、地元業者に対して入札を行い工区分けを行いましたので、落札業者は小学校が８社、中学

校が５社の合計１３社でございます。 

○楡井委員 

 すいません費目が違いましたね。ごめんなさい。今度が教育振興費ということになります。

いまのは学校管理費の中に入っている。費目でした。すいませんでした。それで今度は教育振

興費の１８節に移らしていただきたいんですが、教育振興費の１８節に備品購入費というのが

ありまして、学校図書費があります。５０８万円ほどですが、これは学校毎に図書の購入費が

それぞれ間違うんじゃないかなというふうにも思ったりするんですけども、一律に割ると

３５万５０００円ぐらいになったりします。このことについて図書購入費はどういうことで決

めるのか、どういう基準なのかということについて、ご説明願いたいと思います。 

○教育総務課長 

 学校図書の蔵書数につきましては、学級数に応じて定められた学校図書標準というものを文
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部科学省が示しており、これを目安として各学校で図書の購入を行っております。そのような

ことから学校ごとに図書購入額は異なってまいります。２１年度の決算額で購入額が最も多い

のは立岩小学校でございまして６２万９７８６円でございました。また最も少ない内野小学校

で１７万９９７１円となっておりました。購入費決定の基準ということでご質問でございます

けども、教育総務課のほうでは学校で毎年必要となる消耗品や燃料費、それから印刷製本費や

備品等の経費につきましては、各学校に全体配当額の数字を示した中で、学校のほうからそれ

ぞれの予算費目ごとに要望額を出してもらい、学校ごとにヒアリングを行ったうえで予算要求

をいたしております。２１年度の図書の日の購入費につきましても、それぞれの学校から購入

要望額で予算要求をいたしたものでございます。 

○楡井委員 

 小学校の司書の皆さん方は、全員、図書司書の有資格者でありますか。 

○教育総務課長 

 現在配置しております図書司書補助員の資格の取得の状況でございますけれども、小学校で

は１８校で司書あるいは司書補のいずれかの資格を有した者を配置いたしておりますが、残る

４校に配置されている司書補助員は資格を有しておりません。司書補助員につきましては、で

きる限り図書に関する資格を持った者を配置するように努力いたしておりますけれども、人材

難という現実もあり中学校もあわせまして１０名が図書に関する資格を有していない状況であ

ります。そのため、各学校に配置し、配属されている司書教諭からの指導や司書補助員間での

研修を行い、業務に支障をきたさないようにしているところでございます。 

○楡井委員 

 この資格を得るためには、学校図書館法というんですか、あれを読むとそう難しいことでは

ないように思うんですが、大学が開催するということですから大学が開催してもらわないかん

と、そういう意味では難しいのかもしれませんけれども、これはぜひですね、全員が有資格者

が配置されるという状況を、３４校のうちの１０校には無資格者の方ということになりますの

で、よろしくこれは急いでやっていただきたいというふうに思います。続いて３目 学校整備

費ということになりますが、１５節 中学校費の中にもありましたけど、関連してお聞きした

いんですが、ここにあげられている大規模工事の関連で、小中一貫校を目指す素案の中で統廃

合に係わらない学校になってると思うんです。素案では若干の修正等がありましたので、検討

されていることの中では生徒数が増えるんじゃないかというふうに思われる学校もあるわけで

す。すでに改造が終わったところも含めてですけれども、この統廃合の方針との関連もあわせ

て、この大規模改造工事が行われているのかどうかということについてお聞きしたいんですが、

よろしくご答弁願います。 

○教育施設課長 

 この大規模改造工事の設計委託及び工事につきましては、公共施設等のあり方に第１次実施

計画の中で、現在地において存続するとされている学校について耐震化を計画的に進めるため、

現況の規模での校舎等の耐震補強を含めた大規模改造工事の設計委託や工事を実施したもので

ございます。特にこの段階では再編整備との関連はございません。 

○楡井委員 

 現在で行われている、また行われた大規模改造工事については、中小一貫校を目指す素案、

まったくそこは配慮の中には入っていないということのようでありますので、確認をしておき

たいと思います。 

○委員長 

 次に、楡井委員の質疑を引き続き許します。 

○楡井委員 

 それでは中学校費について移らせていただきたいと思います。中学校費の教育振興費、
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２１０ページの下のほうにあります、スクールカウンセラーですね。８節に３９２万円という

のが計上されておりますが、この活動内容ならびに人数、それから勤務形態等についてご説明

願いたいと思います。 

○学校教育課長 

 スクールカウンセラーにつきましては４名配置をしております。活動内容につきましては児

童生徒やその保護者の抱える悩み等を和らげたり、不登校や問題行動の未然防止を図ったりす

るものです。週に４日適応指導教室、これ穂波庁舎の西館２階にございます。または穂波公民

館において相談を行っております。また、要請された学校へ出向くこともございます。 

○楡井委員 

 そのカウンセリングの件数とか、学年別の件数だとか、また学校別の件数等について、お分

かりになれば、説明していただきたいと思います。 

○学校教育課長 

 平成２１年度につきましては３３４件の相談がありました。内訳としましては小学校が

２７４件、中学校が６０件となっております。相談内容につきましては、学校への不適応に関

するもの、あるいは親子関係に関するもの発達障がいに関するものなどでございます。 

○楡井委員 

 この４人の方たちが、常時同じ学校でじっとしとくということではないと思うんですね。

４人の方ですから。学校を巡回するような状況なんですか、それとも日にちを決めてどこの学

校どこの学校という形で訪問されるんですか。どちらでしょうか。 

○学校教育課長 

 この４名のスクールカウンセラーにつきましては、基本的に週に４日、適応指導教室を穂波

公民館で活動を行っておりますが、特に学校から相談があった場合にその学校に出向いていく

という形態でございます。 

○楡井委員 

 基本的にはいらっしゃいということで、学校から要請があったらそこへ出かけていくという

ことですね。わかりました。学校に直接授業の状況を見て回るだとか、遊んでるところを見て

回るだとかいうことにはあまりタッチされていないということになるんですね。それから引き

続いて１８節の学校図書についてのことでお聞きしようと思いますが、基本的には先ほど説明

されたことで了解がいくと思いますので、１点だけ、小学校と違って中学校は進路という側面

がかなり色濃くなった教育内容になるんじゃないかというふうに思うんです。そう意味でこの

図書購入にもそういうものが反映されたものになるんじゃないかなというふうに私は思うんで

すけども、どのような考え方で中学校の図書購入の傾向があるのかについて説明していただけ

れば、お願いします。 

○教育総務課長 

 購入図書の選定につきましては、基本的には図書司書補助員が中心となりまして生徒からの

希望を調査するとともに、教職員からの要望や自校図書館の蔵書の分類の状況、あるいは廃棄

の状況等を考慮した中で選定をいたしております。今言われました中学校独特のということで

ございますけれども、中学校においては当然先ほど言われましたように進路の問題、それから

キャリア教育の問題等がございますので、そういった中でそういったものも含めて、選定の中

では行っているというふうに考えております。 

○楡井委員 

 １５節に先ほど小学校でも聞いた大規模改造工事のことがありますけど、これについては基

本的には先ほど小学校と同じような考え方でやられてるというふうに理解していいでしょうか。 

○教育施設課長 

 そのとおりでございます。 
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○楡井委員 

 この中学校の学校設備費については終わります。 

○委員長 

 それでは引き続き楡井委員に質疑を許します。 

○楡井委員 

 幼稚園費についてなんですが、先ほど私立の保育所のことについてお聞きしました。それと

よく似たといいますか、関連した質問になるんですけれども、私立幼稚園連盟補助金６５万

１０００円というのがあります。この補助金の支出の理由、それから財源等について御説明願

いたいと思います。 

○学校教育課長 

 これは飯塚私立幼稚園連盟が私立幼稚園教員の資質の向上を図るということを目的としてお

りまして、そのための研修を行うということでございます。これは就学前教育の充実及び振興

を図るために行っております。財源につきましては、すべて一般財源からの支出となっており

ます。 

○楡井委員、 

 それではその次に私立幼稚園奨励費補助金というのが９６３５万５０００円としてかなり大

きな金額になっております。この支出の理由並びに財源についてお願いします。 

○学校教育課長 

 これはつましては、私立幼稚園に在園いたします園児の保護者の経済的負担を軽減するため

に、私立幼稚園の設置者が保育料等の減免を行うことに対する補助でございます。経済的弱者

であります低所得世帯に属する幼児の私立幼稚園通園を可能とすることを目的として行ってお

ります。総事業費の３分の１以内が国からの補助とされておりますが、実数的に総事業費の

８割近くが一般財源となっております。 

○楡井委員 

 この奨励補助金、これは個人を対象としたものというふうに考えられるんですが、その場合

この補助金を受ける条件ということについてはいかがですか、どういう条件ならこの補助金を

活用できるかということですけど。 

○学校教育課長 

 私立幼稚園に在園いたします飯塚市内在住の園児を対象としております。世帯の市民税課税

額が一定水準以下のものというふうにしております。 

○楡井委員 

 その一定というところは、金額的に年収が２００万とか３００万とか基準があるんじゃない

んですかね。その点はどうですか。 

○学校教育課長 

 条件といたしましては、飯塚市に居住して当該年度に納付すべき市民税の課税額が１８万

３０００円以下の世帯ということでございます。 

○楡井委員 

 以上で幼稚園費についての質問は終わります。引き続き楡井委員の質疑を許します。 

○楡井委員 

 図書館費についてお聞きしたいと思います。２１９ページになるんですかね。それでここの

１８節に市立図書館費という形で３３３５万ぐらいが記載されておりますけれども、この１年

間でこれらの金を使って書籍をどのくらい、冊数でいいと思うんですけども、購入されました

でしょうか。 

○生涯学習課長 

 ２１年度の図書費購入実績につきましては、一般書、文庫、行政資料、郷土資料、参考資料、
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外国図書など１１，９１９冊、それから児童書として６，０９９冊、それからAV資料として

５３７資料を購入しております。 

○楡井委員 

 この３３００万ぐらいありますから、相当本も揃えることが出来るのではないかというふう

に思います。これが各５つの公民館に分けられて行くというふうに思うんですが、購入の経過

内容ですね、どういう本を買っているかということについては指定管理者になった現在と直営

のときの購入の書籍の傾向ということに違いがありますか。 

○生涯学習課長 

 選書については基本的には変わっておりません。選書については各図書館の司書が資料に偏

りがないよう行う通常の資料選書とあわせて各館の特徴に合わせた選書も行っております。指

定管理者導入後については、図書館司書、それから行政、外部委員からなる図書館資料選定委

員会を開催し、どのような図書資料を購入しているかを確認し、また今後どのような図書を購

入するかを決定しております。 

○楡井委員 

次の質問がどのような考え方のもとに選定されているかということですけど、選定委員会が

ということで答弁がありましたので、それはさておいてですね、その先に進ましていただきま

すんですが、図書館法の第２０条によると２０条による国からの補助を飯塚市は受けておりま

すでしょうか。 

○生涯学習課長 

 図書館法第２０条には、図書館の補助として国は図書館を設置する地方公共団体に対し予算

の範囲内において図書館の施設設備に要する経費、その他必要な経費の一部を補助することが

できるとなっております。この補助金の交付について定めた公立社会教育施設整備費補助金交

付要綱というものがありますが、この中では公立図書館施設整備事業費として建築に要する本

工事費及び付帯工事費が対象となっておりますので、現在国からの補助は受けておりません。 

○楡井委員 

 この会計年度内２１年度内部に学校図書と連携して読書への意欲が向上するような活動が行

われたかどうか、行われておれば具体的に例示していただきたいと思います。 

○生涯学習課長 

 現在市立図書館では学校図書室の資料保管の一環として、学期ごとに各学校、小中学校です

けど、３００冊を上限に本を貸し出す団体貸出を行っております。平成２１年度につきまして

は、学校図書室を運営している司書教諭、図書館司書補助員に希望図書のアンケートを行い、

その意見も取り入れまして団体貸出用の図書を新たに２，１１７冊購入しております。２２年

度の４月には市内１７校が団体貸出を利用しており、４，６３４冊を今貸し出しております。 

○楡井委員 

 今のその貸出の関係は、当然学校それぞれの意欲のあらわれかというふうに思いますが、先

ほど質問しましたように無資格の方がおられるということでは学校によって若干差が生まれて

くるのではという心配もあります。事実以前資料をもらった関係で、うる覚えで申し訳ないん

ですが、無資格者の司書がおられるところについてはやはり読書意欲といいますか、そういう

貸出等が少なかったような感じも受けておりますので、これはぜひこの面からも小学校中学校

の図書司書の皆さんの有資格を確保していただきますように学校教育の方にも是非また回って

お願いをしておきたいと思うんですが、この学校図書との連携の関係で具体的に読書意欲、読

書会をやりはじめたとかいうような経験はございませんか。 

○生涯学習課長 

 各図書館には図書ボランティアの方がおられますので、そういう方が学校なり幼稚園、保育

所を回って読み聞かせなどの事業をされております。 
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○楡井委員 

 ぜひそういうこのボランティアの皆さん方の力を借りて、文字離れ、図書離れというのを食

い止めるような努力もぜひお願いしたいと思うんですが、その一環として農村部というふうに

言うと語弊があるかもしれませんけれども、自動車文庫のような巡回貸出の体制、これは検討

されておりませんでしょうか。計画がもしあればお願いしたいと思いますし、もしそういうの

が全くなければ、今後計画を検討するというふうにしていただきたいんですが、いかがでしょ

うか。 

○生涯学習課長 

 現在は自動車での巡回貸出というような方法は考えておりません。市内５館の本は毎日配本

しておりますので、どこの図書館でもリクエストをしていただき貸出中とか予約が入っていな

ければ、早い場合では翌日にも本を受け取ることができますので、そういう図書館同士の貸出

システムで今対応してるところでございます。 

○楡井委員 

 今言われたようなことでの促進はいいと思いますけれども、やっぱり自動車が回ってくると

いうことについていえば、非常に新鮮ではないかと思うんですよね。家庭におられる皆さん方、

お母さん方、なかなか図書館まで足を運ぶことができないという状況があると思うんです。ま

た年配の方もそういう状況があると思います。そういう意味では庄内のハーモニーとかですね、

穂波の福祉センターとかですね、そういうところに出かけていけば、そこで本の貸し出しとい

う形もできるんではないかというふうに思いますので、これは何とか検討していただきますよ

うにお願いしたいと思います。図書館については以上であります。 

○委員長 

 引き続き、楡井委員に質疑を許します。 

○楡井委員 

 それでは２１９ページに文化財保護費ということで、いくらか質問させていただきます。

８節それから１３節、さらに１５節に伊藤伝右衛門邸関連の支出があります。この関係で

７１１７万円余りあるんですけど、前にも若干支出がありましたので、約８０００万円近い支

出になるんじゃないかというふうに思うんです。この支出まで含めてこれまで旧伊藤邸関連の

費用といいますか、整備費用点といいますか、合計いくらぐらいになりますでしょうか。 

○文化財保護課長 

 平成１８年度の用地取得等から開館後の平成２１年度までの総支出総額は、管理運営費と投

資的な修復事業費を合わせまして４億４８６０万円でございます。 

○楡井委員 

 この見学者といいますか、来館者の方たちについては資料がありますので説明を求めること

は省きますが、この４億４８６０万円といわれましたが、この数字の財源内訳はどうなってお

りますでしょうか。 

○文化財保護課長 

 その財源の内訳につきましては、国支出金これはまちづくり交付金でございますが１億

５３２９万円、県支出金これは個性ある地域づくり推進事業費補助金１０７７万円、合併特例

債の交付税分４８４４万円、入館料１億２２４２万円、自治宝くじ助成金９９７３万円、その

他４３万円でございます。総額は４億３５０８円でございまして、市費の持ち出し額は

１３５２万円になります。 

○楡井委員 

 これを観光事業として見た場合、今のところどのような評価をされておられるのか、また今

後どのような展望を思っておられるのかについて感想等含めてご報告願いたいと思うんです。 

○商工観光課長 
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 旧伊藤伝右衛門邸につきましては、平成１９年４月２８日に一般公開以来、平成２１年度末

までに延べ４６６，７７８人が来館され延べ入館料は１億２２４１万７０００円となっており

ます。多くの観光客が飯塚市に来館され、本市のにぎわいの創出に大いに寄与し、また本市に

おける経済効果も多大なものと思っております。それとあとを追加で先程、観光費の中で

４６６，７７８名で県外からの来館者等というご質問がありましたので、非常に荒い数字で申

し上げございませんが、１６１，８３４名が団体として入館されております。そのうちおおむ

ね８割、集計がちょっとバス会社単位で７５社の集計になっておりますので、その名称等で約

半数の８万人が県外からの団体客、残りにつきましては市内の団体及び市外の団体客というふ

うに考えております。あと残り３０万人につきましては個人の案入館者でございますが、この

中には多くの市外、県外の観光客の方いらっしゃいますが、数字的には把握ができておりませ

んので、よろしくお願いいたします。それとは観光事業と見て、今後の評価、展望でございま

すが、ただいま説明しましたように市外だけでなく広域的な取り組みを行い、多くの観光客が

飯塚のほうに来ていただいておりますので、今後とも入込客数の維持に努めていきたいという

ふうに考えております。 

○楡井委員 

 それでは最後になるんですけども、飯塚市のまちづくり、またその中心商店街の振興、さら

には幸袋地区のまちづくりや振興のために旧伊藤伝右衛門邸が果たす役割ということについて、

ご説明願えますか。 

○商工観光課長 

 先ほど申しましたように、これまで２１年度までに４６６，７７８名の方が来館され、交流

人口の増加に貢献しているところでございます。交流人口の増加は観光施設にとどまらず、交

通、宿泊、飲食をはじめとする商業や地域とのかかわりが生まれ、経済活動への波及効果、地

域での消費増大、ひいては雇用の創出を生むことになり、にぎわいの創出、地域の活性化が図

られると考えております。 

○楡井委員 

 その入場者、来館者が急激に減ってきてるわけですよ。そこら辺は見逃さずにですね、

４６６，７７８人にこだわらないよう、これを大きく増やさないかんわけですよね。よろしく

がんばっていただきますよう、お願いしたいと思います。この文化財保護についてはあと２問

ありますが、１９節に補助金負担金というところがありますね。その一番上の段にですね、九

州山口世界遺産登録推進協議会負担金というのがあるんですよ。これはどんなふうなことを飯

塚市でやってるのか、それから登録推進対象が飯塚市の場合どこになってるのか、そういう状

況を教えていただきたいと思います。 

○文化財保護課長 

 この推進協議会についてちょっと説明をさしていただきます。平成２０年９月２６日に本市

の旧伊藤伝右衛門邸をはじめ６県１１市の２２の資産が、九州山口の近代化産業遺産群として

世界遺産登録暫定一覧表に掲載されましたのを受けまして、同年１０月２９日に世界遺産への

登録を関係地方公共団体の連携のもとに推進するため世界遺産登録推進協議会が設置されまし

た。活動状況につきましては関係県、市による推進協議会の開催、これは２回実施しておりま

す。国内外の専門家による関連資産調査の実施、構成資産についての検討行う専門家委員会の

開催、一般市民向けのシンポジウムの開催、これは東京で実施しております。文化庁専門家等

の連絡調整、パンフレットの作成、日本語が１万部、英語が１千部。専用ホームページの作成、

チラシの作成１万部等を行っております。残念ながら平成２１年１０月１９日から２１日にか

けて東京で第４回専門家委員会が開催されまして専門家委員会のほうから、協議会にコンセプ

ト及び構成資産についてまとめられた提言書が提出されましたが、旧伊藤伝右衛門邸を含む

６の資産が構成資産候補となりませんでした。このことにつきましては、平成２１年１１月
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６日の市民文教委員会のほうでご報告しているとおりでございます。なお、平成２２年１月

２７日の平成２１年度第２回総会におきまして本市は田川市、唐津市とともに協議会の脱会を

申し入れまして、承認を受けているところでございます。また登録推進の対象につきましては、

繰り返しになりますが、本市の場合は旧伊藤伝右衛門邸になります。 

○楡井委員 

 最後の説明で、この協議会から脱会、もうせんよというふうに承認された、いうふうに聞こ

えたんですが、そういうことですか。 

○文化財保護課長 

 そのとおりでございます。 

○楡井委員 

 最後の質問です。文化財保護事業補助金というのがその数行下にあります。この８節には指

定文化財清掃謝礼金とか、それから文化財調査員謝礼金とかいうのもありますので、関連して

お聞きしますけれども、旧市や町が所有する書や絵画が相当あると、金額もかなりの金額を投

入して購入したものもある。またさらにかなりの実力者から寄贈されたものが２００点近くあ

るということが、一般質問等で以前明らかにしたことがありますが、その活用を検討するとい

う答弁をいただいてたんですよね。いまは担当が変わった人なんですけども。その後これらの

飯塚市が保有する書画や彫刻等もあると思うんですけども、これをどういうふうに活用するか

ということについての検討がどのように進んでいるかということについて、ご説明願いたいと

思います。 

○生涯学習課長 

 本庁をはじめ支所や各施設にある２００点以上の書や絵画についての総合的な活用について

の検討は行っておりません。歴史資料館をはじめ各支所やコスモスコモンなど多くの施設に展

示・保管してある絵画や書などにつきましては、それぞれの施設でその活用を考えていていた

だいているのが現実でございます。例えば筑穂支所では１階から５階まで展示してあった書や

絵画につきましては、そのほとんどを１階のホールに集め市民の方々に自由に見ていただける

ように展示しております。今後は市民の方々への周知方法など関係各課と協議しながら検討し

ていきたいというに考えております。 

○楡井委員 

 先ほど検討してないということなんですよね。これを質問したのは２年前からくらいじゃな

いかというふうに思いますけれども、年数は分かりませんけど、ことしや去年の話ではないと

思うんですよ。その間、こっちが全然聞かなかったからという側面もあるのかもしれませんけ

れども、検討するというふうに一応お約束いただいたんですよ。検討したけども活用の方法に

ついてははっきりしないというようなことであれば、またこれ別なんですけど、検討してない

ということで言えば、これはいかんと思うんですよ。それでいま改めて検討を行っていきたい

というふうに言われました。この際、期限を切っていただきたいというふうに思いますので、

決意ということになると思うんですよね。検討する検討するでずるずる行ってしまうと私達の

任期はあと半年ないんですから、お願いします 

○生涯学習課長 

 各支所それと文化財保護課にその所有のほとんどがあるんですが、その中には他の施設も含

めてその施設に寄贈されたものもございますので、一括して管理というような方法ではなく、

先ほど申しましたように支所なら支所、コスモスコモンならコスモスコモンに寄贈されたり購

入したものについては、その施設ごとに管理、展示していきたいというふうに考えております。 

○楡井委員 

 私はそういうことを聞いてるんじゃないんですよね。そういう具体的な１点１点についての

内容はそれぞれあるでしょう。もう筑穂から動かしてもらったらいかんとかね。町のお金で買
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ったんだから、市の財産だからというような内容はいろいろあると思うんですよ。だから

２００点ぐらいの品物を全部それぞれ１点ずつ検討して公開する価値がないとか、これはぜひ

歴史資料館で公開しようやないかとか、市のロビーに飾ろうではないかというようなことを含

めて検討していただきたいということなんですよね、中身としては。ですから、検討してない

だとか話を進めると１点１点の違いがどうだとかいうようなことになると、こっちの考え方も

改めて言わないといけないということになるんですよね。そういう方向で一括してどうすると

いうようなことでないと思いますので、具体的に検討されてその結果をまた報告していただく

というふうにしていただきたいと要望しておきますね。よろしくお願いします。期限をいつま

でという話を聞きましたけど、いかがですか。 

○生涯学習課長 

 先ほども言いましたように、例えば筑穂支所では１階から５階まであった書や絵画につきま

しては１階に全部を降ろして一般の方が見れるような形にしておりますし、そのようなことで

いろいろな方に見ていただくような周知をするというふうに先ほど答弁しておりますし、今後

もそういう形でやっていきたいと思っております。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休 憩 １９：１８ 

再 開 １９：１９ 

委員会を再開いたします。 

○楡井委員 

 教育総務費の中に３目で人権同和教育費１３節委託料ということがあります。さらには、教

育委員会費というのも１目の中にあるんですよ。これらについては、後日何らかの形で個別に

お聞きしたいというふうに思いまして本日は聞かないということにしようと思います。帰って

誰かにかっぽり怒られると思いますけど。 

○委員長 

 他に質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

他に質疑がないようですから、第１０款教育費についての質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。認定第１号から認定第１４号までの以上１４件については、本日の審査

をこの程度にとどめ、明日１０月２７日午前１０時から委員会を開き審査いたしたいと思いま

すがご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。以上をもちまして平成

２１年度決算特別委員会を散会いたします。お疲れ様でした。 

 

 


